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Ⅰ 後期基本計画の策定趣旨・背景 

  



 

 

第１章 後期基本計画の策定にあたって  

第１節 計画策定の趣旨  

本市では、平成 27年度から令和６年度までの基本構想と前期・後期の各５年を計画期間

とする基本計画で構成する「第５次村山市総合計画」を平成 27年８月に策定し、まちづく

りの基本理念として「次の世代へ引き継ぐ魅力ある村山市を創る」を掲げ、５か年の「前

期基本計画」において、その実現に向けた諸施策の進展を図ってきました。 

この前期基本計画は、令和元年度末をもって終了するため、前期基本計画の実施状況や

課題等を整理・分析するとともに、その深化・充実を図りながら、将来都市像の実現を目

指すための計画として、「後期基本計画」（令和 2年度～令和 6年度）を策定するものです。 

なお、後期基本計画策定にあたっては、「村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平

成 27年 10月策定）の施策や重要業績評価指標（KPI）を勘案します。 

   

第２節 総合計画の構成と期間   

市総合計画は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３層構成となっています。 

（１）基本構想 

  計画期間（平成 27年度～令和６年度）における本市のまちづくりの基本方針を定めたも

のであり、目指すべき将来像（基本理念）を示すとともに、将来像を実現するための基本

目標を定めています。 

基本理念 次の世代へ引き継ぐ魅力ある村山市を創る 

基本目標 

（１）だれもが“暮らしたい”まち 

（２）「つながる」産業振興 ～手と手をとって未来へ歩む～ 

（３）９１３万人のファンづくり 

～市民ひとりひとりが 1日 1人の村山市ファンづくり（2.5万人×365日）～ 

（４）いのち輝き、ふるさとを愛する人を育むあたたかいまち 

（５）みんなが参画、みんなで創造 

（２）基本計画 

  基本構想に示された将来像及び基本目標の具体的な取組と最重点プロジェクトを推進す

るために各分野で行う施策を体系的に定めるものです。 

  計画期間は、前期 5年（平成 27年度～令和元年度）、後期 5年（令和 2年度～令和 6年

度）の 2期に分けています。 
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（３）実施計画 

  基本計画に示された施策の目標・方針を実現するために、具体的事業を定めるものであ

り、３年間の計画として毎年度ローリング方式で見直しを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

年度 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

基本構想 
           

基本計画 
           

実施計画 

           

総合戦略 
           

 

 

基本構想

基本計画

実施計画

基本理念、将来像、まちづくりの目標 

個別政策 

期間：10年間（平成 27～令和６年度） 

基本施策、具体的施策 

期間：前後期年間 

（前期５年：平成 27～令和元年度） 

（後期５年：令和２～６年度） 

予算を投入して行う具体的事業 

期間：３年間(毎年度見直し) 

ローリング方式で見直し 

５か年（令和２年９月まで期間延長） 
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第２章 計画策定の背景  

第１節 市政を取り巻く社会潮流と検討課題   

（１）今後の人口構造の変化を見据えたまちづくり  

  我が国の人口は、2008年（平成 20年）をピークに減少局面に入っており、国立社会

保障・人口問題研究所の推計（平成 29年）では、長期的な人口減少の過程を経て、2053

年（令和 35 年）には 1 億人を割って 9,924 万人になると予想されています。また、生

産年齢人口は 2015 年（平成 27年）の 60.8％から減少を続け、2065年（令和 47年）に

は 51.4％となると推計されています。 

  こうした人口減少や人口構造の変化により、社会全体の労働力供給不足や労働力人口

の減少に起因する潜在成長率の低下、消費者の減少に伴う消費・住宅需要の縮小、社会

保障分野における現役世代の負担増などの経済面での影響が予測されるほか、まちづく

り団体等の担い手不足による地域コミュニティの衰退や住民同士の相互交流の希薄化

に伴う子どもの健全育成への影響などが懸念されます。 

  現在、地方創生を合言葉に、「東京一極集中」の是正、若い世代の就労・結婚・子育

ての希望の実現、地域の特性に即した地域課題の解決といった人口・経済・地域社会の

課題に対応するための一体的な取組が全国各地で展開されていますが、依然として東京

圏の転入超過は続いており、地方圏の人口減少に歯止めがかかっていません。 

人口減少の克服には出生率の上昇が必要であり、希望出生率と現状とのギャップを縮

めるため、子どもを産み育てやすい環境整備の推進、また、地方の人口減少は若者の大

都市への流出による部分が大きいため、若者が求める魅力的な仕事創出が求められてい

ます。 

地方創生は、戦後の発展の中で形成された人口減少克服に向けた挑戦であり、長期的

な取組が必要です。その効果が十分に発現されるまでの間は、戦後間もない頃の日本が

そうであったように、供給能力不足を生産性の向上で乗り越えていくとともに、交流人

口や関係人口を増やしていくことで人口減少を補いながら、人口減少社会にあっても活

力のある暮らしやすいまちづくりに取り組んでいく必要があります。  
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（２）超高齢化と長寿社会への対応 

  我が国の総人口に占める高齢者人口の割合の推移をみると、1950年以降一貫して上昇

が続いており、2005 年に 20％を超え、2019年は 28.4％になりました。国立社会保障・

人口問題研究所の推計によると、この割合は今後も上昇を続け、2025年には 30.0％とな

り、2040年には、35.3％になると見込まれています。 

  高齢者が増えることにより、医療費や介護費の増加が予想され、また、少子化による

生産年齢人口の減少による社会保障システムへの影響が懸念されます。 

  一方で、高齢者の健康水準は向上し、生産活動に意欲的な高齢者も増加しており、政

府では、高年齢者が意欲と能力に応じて企業で働き続けられる環境整備を進めています。 

  このため、高齢者の状況に応じた安心して暮らすことができるまちづくりを進めてい

く必要があります。 

 

（３）国際化の進展 

  訪日外国人客数は、2011 年以降毎年伸び続け、18 年のインバウンド消費額は、4 兆

5,189 億円と過去最高を記録しました。県内を訪れる外国人旅行者は、台湾や中国を中

心に近年急速に増えているものの、都市圏に偏りがある状況です。訪日外国人客の獲得

により地域内の飲食や宿泊などの需要の底上げによる地域経済の活性化が期待できる

ため、特別な体験や人とのふれあいを提供する「コト消費」を意識するなど外国人旅行

者の特性を踏まえた戦略的なインバウンド対策が求められています。 

  また、2015年の国連サミットで採択された、経済発展と環境保護を両立させ、将来世

代や地球環境への負荷なく開発する「SDGs（持続可能な開発目標）」と自治体行政との

関係が国から示されました。施策展開では今後具体的に考慮していく必要があります。 

 

（４）災害に強い安心できるまちづくりの推進 

   近年、日本各地で大規模な地震や台風被害、水害などの自然災害が多発しており、多

くの尊い命や財産が失われるなど、大きな被害が発生しています。 

   本市の場合、マグニチュード 7.8 程度の地震の発生可能性が指摘されている山形盆地

断層帯周辺に位置していることから、震災リスクへの備えに努めることに加え、平成 25

年 7月の豪雨災害や令和元年の台風 19号等の経験を踏まえ、台風や豪雨等による土砂災

害、水害等への対応を強化していく必要があります。 

   いつ発生するか予測のつかない災害からの被害を最小限化するには、公共施設やイン

フラの安全性確保といったハード面の対策の推進に加え、ソフト対策として市民の防災

意識の向上に向けた取組のほか、自主防災組織への支援とともに、関係機関・団体との

連携強化を図るなど、地域の防災力を高めていかねばなりません。  
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（５）公共施設・インフラの長期的なマネジメント 

   本市では、これまで、拡大する行政需要や市民ニーズの高まりに対応するため、集会

施設や文化施設、スポーツ施設、小中学校など多岐に渡る公共施設を建設してきました。 

これらの多くは、主に高度経済成長期以降、急速に整備が進められ、今後、一斉に老

朽化が進み更新時期を迎えることになりますが、厳しい財政状況が続く中、すべての公

共施設をこれまでと同様に管理・運営していくことは非常に困難な状況です。また、人

口減少の進展に伴い、公共施設の必要性が変化していくものと考えられます。 

このため、公共施設の統廃合や複合化、計画的な新規整備の実施などにより、市保有

施設の総量管理と最適化に努める必要性があります。   

 

（６）情報通信技術（AI,IoT 等）の進展 

近年の情報通信ネットワークの発達や IoT、AI、ビッグデータ、ロボットの発展等に

より、第 4次産業革命と呼ばれる大きなイノベーションが生まれています。 

政府では、こうしたイノベーションをあらゆる産業や社会生活に取り入れ、ITを中心

とした技術革新により、「経済発展」と「社会的課題の解決」を両立する新たな社会（ソ

サエティー5.0）を志向しており、IoT や AI 技術を活用したシステム・サービスが実用

化されつつあるなど、新たな社会に向けた行動変化がすでに始まっています。先端技術

の社会実装は生産性の向上やコスト削減、少子高齢化の現代における人手不足を補う効

用などが期待されるほか、自治体においては、RPA 等を活用することで業務の自動化・

省力化が図られ、限られた財源と人的資源を地域住民への行政サービス向上に資する取

組に振り向けることも可能になります。 

また、IoT などの普及は、社会や教育にも大きな変化をもたらすことが予想されてお

り、令和 2年度からは、STEM/STEAM教育として小学校におけるプログラミング教育が開

始となります。社会の急激な変化に対応し、次なる成長領域で活躍できる人材育成に取

り組む必要があります。 

＜用語解説＞ 

・IoT：パソコンやスマートフォンなどのコンピューターや通信機器だけでなく、家電や自動車、病院や工場など各施設

の制御機器等、様々なモノがインターネットと接続され遠隔操作や管理、情報収集が可能になること。 

・AI：人口知能のこと。あらゆる産業の活性化につながる可能性を有していると期待されている。 

・ビッグデータ：コンピューターの高度化とインターネットの普及によって生まれた膨大なデータのこと。 

・RPA：ロボティック・プロセス・オートメーションの略で、これまで人間しかできないと考えられていた主に知的な事

務処理業務をコンピューターに代行させるためのソフトウェアやシステムのこと。 

・STEM/STEAM教育：「Science（科学）」「Technology（技術）」「Engineering（工学）」「Mathematics

（数学）」（「Art（芸術）」）の頭文字からなる造語。  
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第２節 村山市の概況   

（１）総人口の推移 

本市の人口は、昭和 22 年の 42,777 人をピークとして、昭和 25 年以降一貫して減少

を続けています。平成 12年には 3万人を切るなど、人口減少が急激に進んでいます。年

代別に見ると、年少人口（15 歳未満）と生産年齢人口（15～64 歳）が減少する一方で、

老年人口（65歳以上）の増加が進み、人口に占める高齢者の割合が上昇しています。 

村山市の人口の推移と推計（グラフ） 
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（２）産業 

①産業別就業人口（15歳以上就業者数） 

村山市の就業人口（15歳以上）は、昭和 22年をピークに減少しています。昭和 60年と

の対比でみると、平成 27年は第 1次産業が△67.0％と著しい減少、第 2次産業が△27.6％

の減少となった一方で、第 3次産業は＋1.9％となっています。 

 

 

②男女別産業大分類別人口 

男女別産業大分類別人口を見ると、男女とも「製造業」の就業者が多くなっています。 
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③製造品出荷額等の推移 

村山市を特徴付ける産業である製造業について、製造品出荷額等の推移をみると、平成

20 年のリーマンショックの影響を受け、平成 21 年の製造品出荷額等は大幅な減少となっ

ています。その後回復傾向が見られ、平成 20年以前の水準に戻っています。「ものづくり」

は村山市の地域経済をけん引する産業として更なる活性化が必要です。 
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（３）将来目標人口 

第 5 次村山市総合計画では目標年次（令和 6 年度）における目標人口を「2 万 3,100

人」としています。 

国立社会保障・人口問題研究所の公表人口データ（2018年）から本市独自に推計した

目標年次（令和 6年度）の人口は 20,841人です。今後、人口の維持・増加に向けて本計

画に登載された施策を市民と行政が協働し、積極的かつ重点的に推し進めます。 

将来の目標人口 
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第３節 前期基本計画の取組の総括 

・３－１ 最重点プロジェクトの評価 

 （１）「人口減少社会における若者の定住促進」事業 

人口減少社会において、地方自治体が持続的な財政運営を実現していくには、生産年

齢人口をいかに確保していくかが鍵となります。前期計画期間内においては、若者定住

促進アンケートから導き出した「買い物や交通の便」「子育て支援サービスの充実」「地

域への愛着」「雪対策」などのキーワードを定住対策の中心に置き、定住促進策として、

①市民生活の向上、②子育て支援の強化、③教育の充実に積極的に取り組んできました。 

 

市民生活の向上については、身近な買い物の場や働き場を増やしていくことが大切で

あり、商業施設や産業の集積を促進するため、積極的な企業誘致や民間事業者が参入し

やすい支援策を実施しました。また、居住の意思に大きく関わる雪の問題については、

高齢者への配慮のほか、早朝に出勤する若い方々への配慮として「間口に雪を置かない」

除排雪に取り組んできました。 

子育て支援の強化については、第 1子の保育料半額や第 3子以降を対象とした児童手

当の上乗せ支給、中学校進学に要する費用の支援といった市独自の子育て支援のほか、

住む場所の確保として宅地開発に力を入れ、平成 29 年度に整備したスマイルタウン鶴

ヶ町など、買い物や子どもの通学等の生活利便性に優れ、比較的安価な宅地を求める市

民ニーズに沿った住宅政策を推進してきました。 

また、子育て世代においては、居住地を選ぶ際に教育環境を重視することが多く、教

育の充実は関心が高い分野となっていることから、小中学生を対象とした学習機会の拡

充などにより学力向上を図るとともに、東京オリンピックのホストタウンを契機として

生まれた、ブルガリアや株式会社明治との新たな繋がりを資源として最大限に生かした

特色と魅力のある教育施策の展開など、豊かな学びの機会創出を推進してきました。 

 

こうした定住促進策は、平成 30 年度に実施した子育て世帯を対象とした市民アンケ

ート調査において、評価を得ていることから、一定の転出抑制が図られていると考えら

れるものの、現時点で、本市の人口減少に歯止めはかかっていません。このため、後期

計画では、前期計画における取組を深化させながら、新しい施策を積極的に展開するこ

とで、若者が住みたい、若者が住み・暮らし・次の世代へ繋がる、魅力あるまちづくり

の実現を目指していきます。 
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 （２）「楯岡高等学校用地の利活用と中心市街地の再生」事業 

平成 28 年 3 月をもって閉校となった県立楯岡高等学校跡地の利活用について、市で

は、平成 28 年度に市民、県、市議会議員等で構成する「旧楯岡高校跡地利活用市民会

議」を開催し、ここで取りまとめられた提言を受けて県立高等学校としての利活用や民

間企業等による利活用、スポーツ拠点としての利活用など、あらゆる方策を幅広く検討

しました。 

民間企業等による利活用については、平成 29 年度に文部科学省ホームページ・市ホ

ームページ・市報などにより提案募集を行うとともに、全国の学校法人に対する誘致活

動などを行ったところ、利活用の提案や関心表明が複数寄せられました。また、この間、

PCIホールディングス株式会社（東京都港区虎ノ門）とのつながりを得て、平成 30年 1

月に楯岡高校跡地の利活用や ICT人材の育成・教育などで連携する「地方創生と人づく

りに向けた包括的 ICT連携協力に関する協定」を締結しました。こうした展開を踏まえ、

市では、利活用希望者を主体とした「楯岡高校跡地利活用ワーキングチーム」を組織し、

民間利用の場合の具体的な利活用案の策定に取り組み、ワーキングチームにおける検討

成果として平成 31 年 3 月、利活用の全体方針や導入する機能・配置などを内容とする

「楯岡高校跡地利活用基本構想」を策定しました。 

 

この基本構想では、「多様な世代が集い、にぎわいの創出と経済効果を生む拠点」を

跡地利活用の全体方針とし、跡地には市民が気軽に集い交流できるコミュニティ形成、

産業振興・起業支援機能、観光振興、市民の健康づくり、子どもの遊び場や運動の場、

文教施設の誘致も想定した特定の用途を定めない拡張用スペースなど、各種機能を複

合的に導入することで、経済効果の発揮や中心市街地の再生につなげていくことを目

標にしています。 

 

令和元年度には、施設所有者である県から市の利活用方針について理解を得られた

ことを受け、基本構想の実現に向けた第一歩として、施設改修工事基本設計や施設の入

居利用者の公募といったハード・ソフト両面の取組を実施したところです。 

 

楯岡高校跡地利活用施設は、中心市街地再生の拠点であるとともに、市民の誇りであ

る楯岡高等学校の 100 年以上の歴史と文化を将来に向けて残すものです。施設に対す

る市民の期待に応え、「地方創生の象徴的存在」とするため、令和 4年度の利用開始向

けた取組を今後も着実に実行していきます。  
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 （３）「東北中央自動車道開通後のまちづくり」事業 

前期計画期間において、東北中央自動車道東根尾花沢間の開通、（仮称）村山インタ

ーチェンジ（IC）開通後を見据えたまちづくりに計画的に取り組んできました。 

市道整備では、村山 ICから駅西エリアへアクセスする駅西中央線（バラ回廊ロー

ド）の整備に着手し、これにより、東沢バラ公園などへ観光客を誘導するとともに、

歩道にミニバラ園の「バラ回廊」を設け、高速交通網からの市の玄関口として、村山

市の観光資源を生かした特色ある道路づくりを行っています。 

また、駅西エリアには、平成 29年にヤマザワ村山駅西店の開店、平成 30年に村山

西口ホテルの開業が相次ぎました。これを機にさらなる商業施設などの誘致を図ると

ともに、駅西エリアの利便性と開発の可能性を高めるため、駅西中央 2号線の国道 13

号への接続工事や、市役所と駅西エリアを結ぶ駅西中央 4号線の整備などの周辺環境

整備も同時に行っています。 

さらに、駅西エリア開発の方向性を描いた「駅西開発エリアの基本構想図」を平成

31年に作成・公表しました。これを基に広く意見を聴きながら具体的な開発の方針を

定めるとともに、商業施設を対象にしたニーズ調査の実施や、興味を示した民間事業

者へ積極的な駅西開発の情報発信をしながら、引き続き駅西エリアの開発に取り組ん

でいきます。 

  東北中央自動車道の開通は、道路の高速化による観光や産業、物流面の振興でも

大きな好機であり、交流人口拡大などに向けたまちづくりにも取り組んできまし

た。 

クアハウス碁点北側の最上川沿いに、民間事業者によるアウトドア観光施設の新

設が進められており、最上川三難所舟下りとともに最上川周辺の豊かな自然を活か

した観光誘客に取り組んでいます。 

また、平成 30年度より村山駅から市内観光地などをつなぐワンコインタクシーを

通年で運行し、運行期間の拡充により利用者も増加しています。あわせてバラまつ

り期間中、周遊バスの運行を行うなど、二次交通の整備にも取り組んできました。

今後さらなる利用者の増加に向けた魅力ある観光ルートの確立と情報発信が必要と

なります。 

東北中央自動車道の休憩施設及び新たな情報発信基地として、平成 29年 3月に

『新』道の駅むらやま整備基本構想を策定しました。観光と産業の拠点施設として

の機能も期待するものですが、東北中央自動車道開通後の国道 13号の交通量をみな

がら、必要性も含めて引き続き検討することとします。 
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・３－２ 施策の評価 

 後期基本計画に登載する政策・施策の検討に先立ち、前期計画の施策の達成度の把握を目

的に、具体的な事務事業（520事業）ごとに、計画期間内における取組内容とその成果、令

和 2年度以降の予定と課題を整理するとともに、事務事業評価基準による自己評価を内容と

する前期基本計画の進捗状況調査を実施し、基本施策（50）ごとに施策評価を行いました。 

 以下は、施策の大綱別にまとめたものです。 

基本目標１ だれもが“暮らしたい”まち 

個別政策 主な取組 後期基本計画での展開 

“住みたい・住み続けたい”

まち 

・日常生活の利便性を向上させるため、商

業施設の誘致に取り組み、平成 29年にヤ

マザワ村山駅西店が出店した。また、交

通弱者への対応として買物バス 2路線を

市営バスに移行し、平成 31年 4月から本

格運行を開始した。 

・スマイルタウン鶴ヶ町など利便性を考慮

した宅地開発を進めるとともに、住宅新

築等に対する補助などの移住・定住者へ

の経済的支援により定住促進を図った。 

・市道駅西中央線（バラ回廊ロード）など

の幹線道路網の整備を推進したほか、住

民の除排雪作業の負担軽減を図るため、

道路除雪で生じた雪の塊を残さない間口

除雪に取り組んだ。 

・平成 30年度に公表した駅西開発エリア基

本構想図に対する意見等を基に駅西開発

の方向性を検討し、開発を進めていく。 

・公共交通網を持続可能なものとするた

め、市営バスの一部路線の見直しと再編

を進める。 

・楯岡渋田地区に新たな住宅団地を造成す

るほか、人口減少が顕著な河西地域にお

ける宅地開発を検討していく。 

・住宅取得者等を対象とする経済的支援を

継続して実施していくほか、制度の拡充

を検討する。 

・間口除雪に加え、除雪作業の状況をインタ

ーネットで確認することできる除雪管理

システムの運用により、きめ細かで効率的

な除排雪に取り組んでいく。 

“子どもがすこやかに育つ”

まち 

・子育て世帯の経済的負担軽減を図るた

め、国の児童手当に上乗せして支給する

子育て応援すくすく手当や保育料の半額

補助など市独自の子育て支援事業を実施

したほか、民設民営による保育園の整備

や民間による認定こども園の開園など、

民間活力の活用に取り組んだ。 

・平成 27年度に子育て支援コーディネータ

ーを、平成 28年度に助産師資格を有する

母子保健コーディネーターを配置し、子

育てに関して相談しやすく情報を得やす

い体制を整えた。 

・ひとり親家庭及び経済的困窮家庭の児童

生徒に対する学習支援を行った。子ども

の居場所づくりにも資する取組となって

いる。 

・市内３か所に子育て支援拠点施設を設置

し、育児講座の実施や相談対応のほか、施

設ごとの特徴的な事業展開により、遊び場

の充実・確保が図られた。 

・幼児教育・保育無償化等による保育需要

の更なる拡大が予想されるため、保育環

境の整備に努めるとともに、子育て世帯

の経済的負担軽減策を継続して実施して

いく。 

・子育て相談窓口を一元化し、妊娠期から

子育て期において、切れ目なく子育て世

代を支援していくとともに、子育て支援

情報発信アプリの活用等による情報提供

を継続して取り組む。 

・障がい児家庭やひとり親家庭への支援を

継続していくほか、医療的ケア児への対

応や児童虐待予防の取組など、新たな課

題等への対応を検討していく。 

・楯岡高校跡地に子どもの遊び場を整備する

ほか、子育て世帯等のニーズに対応するた

め、更なる遊び場の設置の検討も進めてい

く。 

“具体的なすがたがみえる”

まち 

・楯岡高校跡地利活用について、利活用の

全体方針や導入機能等を内容とする楯岡

高校跡地利活用基本構想を策定した。 

・中心市街地のまちづくりとして、都市計

画道路楯岡東根温泉線事業に着手した。 

・ヤマザワ北側エリアでの民間開発に伴うイ

ンフラ整備費に対する一部補助制度を設

けるとともに、当該エリア開発に関心を持

つ企業との意見交換を行った。 

・令和 4年度の楯岡高校跡地利活用施設の

利用開始に向け、入居利用者の公募や運

営のあり方検討、施設改修工事など、基

本構想の実現に向けたソフト・ハード両

面の取組を推進していく。 

・駅西エリア開発について、県内等への出店

意欲のある事業者へ情報提供を行うなど、

商業施設の誘致に積極的に取り組んでい

く。 
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基本目標２「つながる」産業振興 ～手と手をとって未来へ歩む～ 

個別政策 主な取組 後期基本計画での展開 

魅力ある農林業の振興 ・効率的な農業を行うために、水田の大規

模圃場化など基盤整備の促進や、大規模

農家、担い手へ等への農地の集積に取り

組んだ。 

・JA等関係機関と連携して認定農業者、認

定新規就農者の育成及び集落営農、農業

生産法人の組織化に取り組んだほか、高

付加価値農業の推進として、重点的に振

興する作物を選定した。 

・効率的な森林保全や林産物の供給を図るた

め、林道湯舟沢五十沢線整備事業を推進し

た。 

・経営体育成基盤整備事業を活用し、水田面

積 1ヘクタール以上の圃場整備を拡大して

いく。また、農地中間管理機構の活用を促

進し、農地の集積・集約を進めるとともに、

スマート農業に取り組み、農作業の省力

化・軽労化を進める。 

・重点的に振興する作物の産地化や販路拡大

を支援し、本市農業の代表格となる農作物

を作り出すことで、農業所得の向上や担い

手確保につなげていく。 

・林業経営の効率化と森林管理の適正化を促

進する。 

継続して成長する工業の 

振興 

・地域内外の受発注企業を集めた取引商談

会の開催や企業支援コーディネーターの

配置などの販路開拓の支援に加え、各種

補助金等制度の実施により、企業の新製

品・新商品の開発や企業の設備投資を支

援した。 

・関係機関と連携した各種セミナーを開催

し、求職者のスキルアップによる非正規雇

用から正規雇用への転換を図るとともに、

就労者等の資格取得支援などを実施した。 

・企業の販路開拓や新製品・新商品開発など 

 に対する支援を継続するとともに、IoT 導

入に関心のある企業に対して支援を行い、

労働生産性向上等を図っていく。 

 

・雇用に結びつく資格取得支援等を継続実施

するほか、産業界で課題となっている人手

不足に対応するため、高校生を含む若者の

地元定着を推進していく。 

地域に根ざす商業の振興 ・魅力のある商店づくりを支援するため、

店舗の改築等に対する補助を行うととも

に、経営面でのステップアップを目的と

したセミナーや講演会等を開催した。 

・地域資源等を活用した事業に対する支援や

コワーキングスペースを開設するなど、起

業創業支援に取り組んだ。 

・小規模企業者の創意工夫と自主的努力を促

す事業等が、事業者にとってより活用しや

すい制度となるよう内容を検討していく。 

・楯岡高校跡地利活用施設が起業や創業の拠

点となるよう検討を進めるほか、地域資源

を活かした開発商品の定着と浸透を図る

ための支援を継続していく。 

連携から生まれる新たな 

産業 

・平成 27年度に「村山市 6次産業化推進協

議会」を設立し、農商工学（村山産業高

校）等が連携したネットワーク組織を構

築した。 

・6次産業化商品開発等支援補助事業により、

魅力的な商品開発や新たな販路開拓を推

進した。 

・農業者の 6次産業化に必要となる環境整備

を進めるとともに、ネットワークを育成・

発展させ、魅力的な商品開発や販路開拓を

推進する。 

 

・農観連携の取組として、「むらやまアグリ 

ランド」事業を展開していく。 

 

基本目標３ ９１３万人のファンづくり 

～市民ひとりひとりが 1 日 1 人の村山市ファンづくり（2.5 万人×365 日）～ 

個別政策 主な取組 後期基本計画での展開 

主要観光スポットのエリア

化 

・東沢バラ公園に香り高い特徴的なバラ品

種を導入し、「香りのバラ園」としての再

構築事業に着手した。 

 

・クアハウス碁点北側の最上川沿いにキャン

ピングカーが利用できる RV パークを新設

し、新たな誘客に取り組んだ。 

・日本ばら会の指導を受け作成した事業計

画に基づき、「香りのバラ園」としての特

色と魅力を創出していく。 

・市歴史文化基本構想を取り入れた歴史文化

の保存・活用事業を展開し、観光誘客の促

進を図るとともに、最上川三難所エリアの

面的 PRに努める。 

365日の観光キャンペーン ・むらやま徳内まつりの開催方法を変更し

た。また、そば花まつりなど各種イベン

トを継続して実施した。 

・平成 30 年度に居合道体験旅行商品の販売

を開始したほか、農業体験等による着地型

観光メニューの充実を図った。 

・徳内まつりが世代間交流を図る地域づく

りであることの認識を高める施策を検討

する。 

・居合道体験の受入体制の充実や着地型観光

の受入体制の整備を図っていく。 
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観光インフラの整備 ・市内観光地等をつなぐワンコインタクシ

ーの通年運行化及び対象施設の追加など

二次交通の充実を図った。 

・クアハウス碁点の客室の一部リニューア

ル、また、同施設を含む市公共施設への公

衆無線 LAN整備に取り組んだ。 

・ワンコインタクシーの対象施設の追加な

ど二次交通体制の充実に向けた検討を進

める。 

 

・旺盛なインバウンド向けのゲストハウス等

の民泊の開設支援を検討する。 

 

基本目標４ いのち輝き、ふるさとを愛する人を育むあたたかいまち 

個別政策 主な取組 後期基本計画での展開 

「大好き村山」の心を育む 

教育の充実 

・学ぶ意欲と能力のある子どもたちが、経済

的理由により高等学校及び大学等への進

学や就学等を断念することがないよう、進

学・就学に必要な資金の給付を実施した

（夢応援奨学金）。 

・楯岡小学校の改築事業や小中学校の普通教

室等への冷房設備設置などを実施し、安全

安心な教育環境を確保した。 

・歴史文化財の保存・活用及び継承のため村

山市歴史文化基本構想を策定した。 

・夢応援奨学金について、国の動向を注視し

ながら制度の見直しを図っていく。 

・市内小中学校において、外国語授業を基盤

としながら、算数数学学力向上、学び方を

学ぶ研究事業の活用を推進する。 

・学校施設の長寿命計画に基づく施設整備を

進めるほか、ICT学習環境整備に取り組む。 

・人生 100年時代の生涯学習の在り方の検討

やリカレント教育（学び直し、学び増し）

の推進に取り組む。 

支え合い、心通う地域福祉の

実現 

・福祉分野の上位計画である第 3次村山市地

域福祉計画を策定した。 

・地域の通いの場において実施する通所型サ

ービス B（住民主体による支援）の開設に

向けて市内にモデル地区を設置し、フォロ

ーアップ事業を展開した。 

・北村山第一医療介護連携センターを設置

し、切れ目のない在宅医療と介護の提供体

制を構築した。 

・権利擁護や虐待防止の啓発に努める。また、

問題案件に対して迅速・適切に対応できる

体制を整える。 

・事業についての意見や課題を集約しなが

ら、地区の特色に合ったサービスの開設を

目指す。 

・権利擁護に関する問題案件に対し、迅速・

適切に対応できる体制づくりを進めると

ともに、ヘルプマークの普及・浸透に努め

る。 

健やかに暮らせる保健の 

充実 

・県事業と協働し、市民の毎日の健康づくり

をポイント化する村山市健康マイレージ

事業に取り組んだ。 

・保健・医療・福祉の関係機関の連携を強化

し、地域医療の充実化を図った。 

・村山市健康マイレージ事業に継続して取り

組むとともに、市民の運動習慣の定着を促

進するため、健康づくりメニューの充実を

図る。 

・市民の安全・安心な暮らしを担保できるよ

う、医療体制の維持・充実に努めていく。 

豊かな自然環境との共生 
・大気環境の保全を図るため、果樹剪定枝の

回収等に取り組んだ。また、自動車交通騒

音常時監視実施計画に基づく騒音測定の

定期的実施や振動、悪臭についての市民か

らの苦情の申出に対する対応など、適切な

生活環境の保全を図った。 

・ごみの不法投棄に対する監視を強化し、適

正な処理の指導に取り組んだ。 

・太陽光発電装置や木質バイオマスによるス

トーブなどの導入に対する補助を行い、新

エネルギーの普及を図った。 

・安心で良好に暮らせるまちの実現に向け

て、河川等の水質保全対策、環境パトロー

ルなどの大気環境保全の取組を継続する

とともに、騒音、振動、悪臭等についても

関係機関と連携しながら適切に対応して

いく。 

・廃棄物の適正処理について、災害発生時を

想定した処理計画を策定する。 

・再生可能エネルギーの活用に対する補助制

度を継続実施するとともに、啓発活動にと

取り組む。 

人命を守る体制の強化 
・起こりうる災害に対応できるよう、地域防

災計画を改定し、また、自主防災組織への

支援として、市内 135地区の自主防災会に

対し、地域で活用する資機材等の整備を行

った。 

・消防庁舎の耐震補強や通信指令システムの

更新、消防無線デジタル化など消防施設の

整備促進に取り組んだほか、老朽化した救

助工作車の更新及び資機材の整備により

常備消防力の強化を図った。 

・自主防災活動の活性化や地域防災力の強化

を図るため、各自主防災会に対する防災士

の資格取得や研修会への参加等に働きか

けに取り組んでいく。 

・複雑多様化する災害に対応していくために

は常備消防力の強化が必要であり、耐用年

数を超えた車両の更新を進めていく。ま

た、非常備消防について、消防団各分団内

における部・班の適正配備と組織再編（消

防団機構改革）を推進していく。 
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基本目標５ みんなが参画、みんなで創造 

個別政策 主な取組 後期基本計画での展開 

市民がつくる村山市の未来 
・各地域のまちづくり協議会に対して活

動資金を交付し、住民主体の多様な地

域コミュニティ活動を支援した。 

・第 2次村山市男女共同参画推進計画を

策定した。 

・地域活動推進交付金などの支援を継続す

るほか、持続可能な地域コミュニティ活

動となるよう、人材の発掘・育成に取り

組んでいく。 

・第 2次村山市男女共同参画推進計画に基

づき、市民の男女共同参画に対する意識

の向上を図る。 

市民目線に立った行財政改革 
・公共施設等総合管理計画を策定し、公

共施設の総合的な管理・運営方針を示

した。 

・情報デジタル化の推進として、インタ

ーネットの分離やメール無害化などの

セキュリティ対策を強化した。 

・公共施設等総合管理計画の基本・実施方

針や施設ごとの今後の在り方を踏まえ、

令和 2年度中に個別計画を策定し、施設

の適切な管理を行っていく。 

・災害発生時等における業務継続性を確保

し、市民に対する情報提供が行えるよ

う、安定した情報システムの稼働を目指

す。 
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Ⅱ 後期基本計画 



1-1-1 生活環境の充実 

【基本方針】 

平成26年に実施した「定住促進アンケート」結果では、定住を考える際に特に重要なこ

ととして、「買い物や交通の便」が第１位となっています。 

市民の生活拠点地域に商業施設等の誘致を早急に進めるとともに、公共交通の維持・確

保に努め、通勤・通学・買い物など、市民の利便性の向上を図ることを目指します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成29年4月にヤマザワ村山駅西店が開店し、その後同敷地内に複数のテナントも出店し

ました。 

○平成28年度から平成30年度まで試験的に運行した買物バス2路線（楯岡方面、戸沢方面）

を市営バスに移行しました。 

○平成31年4月に市営バスの料金改定を実施しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○ヤマザワ北側への商業施設誘致として、関心表明事業者と意見交換を行っています。 

○交通弱者の移動手段の確保のため、市営バス・デマンドタクシーの運行や事業者運行路

線への補助など、既存公共交通の維持・確保に努めています。 

○買い物弱者対策として、社会福祉協議会による地域高齢者買い物支援事業「御用聞き店

舗」や有償ボランティアによる買い物支援サービス「かーうー号」などの取組が実施さ

れています。 

 

（課題と展望） 

○「村山市子ども・子育て支援に関するニーズ調査報告書」（平成31年3月）では、商業施

設の充実が、定住し続けるために必要なことの上位となっています。このため、商業施

設の誘致を早急に進める必要があります。 

○高齢化や核家族化により、公共交通による買い物や通院などの移動手段の確保が課題と

なっています。一方で、利用者は減少しており、路線や便ごとの利用率にも差が生じて

います。 
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【具体的施策】  

（1）商業施設等の誘致による利便性の向上（商工観光課、政策推進課） 

商業施設等の誘致を早急に進めて利便性を向上させます。 

駅西開発エリア基本構想図に対する意見等を基に駅西開発の方向性を検討し、それに

沿って開発を進めていきます。 

 

（2）持続可能な公共交通網の維持・確保（市民環境課、政策推進課） 

利用実績や住民アンケート調査に基づき、市営バスの一部路線の見直しと再編を進め

ます。また、バス利用促進のため、啓発活動や出前講座に取り組みます。 

地域の公共交通対策として引き続きデマンドタクシーをの運行を継続します。 

山形連携中枢都市圏における協議会への参画により、圏域内の地域公共交通ネットワ

ークの実現形成に向けた検討を進めます。 

 

（3）買い物しやすい環境の確保（政策推進課、市民環境課・商工観光課） 

地元商店等が行う移動販売や宅配、店舗設置等の取組への支援を検討します。 

買い物弱者の実態把握を進め、北村山関係市町等による広域的な枠組みを含めた住民

ニーズに対応するための支援策を検討していきます。 
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1-1-2 多様なタイプの住む場所の設定 

【基本方針】 

住居スペースの確保を優先的に実施し、冬季間の生活に配慮した、利便性の高い、住宅

地の造成を行います。また、若者の定住を促すために住宅取得者へ積極的な支援を行いま

す。 

 同時に、情報を得たい人がより得やすく、移住・定住の促進、地域の保全・活性化に結

び付く環境を整備します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成29年度に楯岡鶴ヶ町に住宅団地「スマイルタウン鶴ヶ町」を整備し、19区画を分譲・

販売しました。 

○平成30年度に市営鏡清水住宅居住性向上長寿命化給水設備改修工事を実施しました。 

○平成27年度に「村山市空き家バンク」を創設しました。 

○空き家家財撤去処分事業・不良住宅除却促進事業や住宅供給公社と連携して空き家の解体

と跡地分譲を行う、まちの再生支援事業を開始しました。 

○市内定住を目的とした新築又は土地・中古住宅の購入費の一部を補助する子育て応援・定

住促進事業を平成30年度に拡充しました。 

○就業者居住促進事業費補助金により、本市に転居し市内の賃貸住宅に入居する場合の居住

に係る経費の助成を行いました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○都市計画道路楯岡東根温泉線の拡幅に伴う住宅の移転や定住促進を図るため、楯岡渋田地

区への新たな住宅団地の造成を進めています。 

○空き家バンク制度による所有者と希望者のマッチングは、これまで数件の実績がありま

す。 

○随時空き家の所有者に対し適正管理を促し、特に不良度の高い空き家については解体費助

成を行い、市内空き家の除却促進を図っています。 

○子育て応援・定住促進事業の補助件数は好調に推移しており、また、就業者居住促進事業

費補助金の対象世帯が市内に住宅を新築するなど、定住や移住につながっています。 

 

（課題と展望） 

○これまで、「スマイルタウン鶴ヶ町」や事業中の楯岡渋田地区の住宅団地など、楯岡地域

での宅地開発を進めてきました。人口減少が顕著な地域における、新たな宅地造成等を含
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めた対策を検討する必要があります。 

○平成28年度に「村山市耐震改修促進計画」を策定しており、多様な世代が生涯を通して安

全・安心かつ快適に暮らせるよう、住宅・建築物の耐震化を促進させる必要があります。 

○今後も市内空き家の増加が今後も見込まれるため、利用可能な空き家については、更なる

流通の促進を図り、不良度の高い空き家については解体の促進を図っていきます。 

○経済的支援を内容とする定住促進施策については、他の自治体でも同様の制度があり、よ

り条件の良い自治体へ移るに転居するケースが見受けられることから、差別化も重要にな

っています。 

 

【具体的施策】 

（1）快適な居住環境の整備（政策推進課・財政課、建設課・水道課） 

   楯岡渋田地区など生活利便性を考慮した宅地開発を進めるとともに、人口減少に歯止

めをかけるため、保育施設の運営の在り方や北山周辺への公園整備などの検討に合わ

せ、河西地区人口減少が顕著な地域における宅地造成を検討します。 

既存住宅の安全性と快適性を高めるため、木造住宅の耐震診断や耐震改修工事、住宅

リフォームへの補助にを継続して取り組み実施します。 

 

（2）空き家・空き地を活用した住宅支援（建設課、政策推進課） 

空き家バンク制度の普及に取り組み、登録物件を充実させるとともに所用者と利活用 

希望者とのマッチングを促進させるため、関係する業界や部署との情報共有や連携を深

め、空き家・空き地の利活用を検討している方への支援体制を構築します。 

 増加する空き家の適正管理を推進するため、村山市不良住宅除却促進事業や、まちの再

生支援事業等のを継続実施し、不良住宅の除却を促す制度に継続して取り組みします。 

 

（3）移住・定住者への経済的支援（商工観光課・建設課、政策推進課） 

住宅取得や賃貸住宅への転居者等を対象とした経済的支援の実施を継続します。また、 

移住・定住者の動向や他自治体の取組も注視し、制度の拡充も含めたより村山市らしい支

援の在り方を検討します。 

 

（4）住宅確保要配慮者のセーフティネットの構築（建設課、政策推進課） 

既存の公営住宅について「公営住宅長寿命化計画」に基づき既存住宅の、計画的な維持

管理や修繕工事を行い、施設の長寿命化を図ります。また、老朽化が著しい住宅について

は、民間賃貸住宅の活用も視野に入れ、用途廃止の検討も進めます。 
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1-1-3 交通基盤の整備 

【基本方針】 

道路整備については、その道路の整備によってどのような人や物の流れができるか、経

済的にどのような影響があるかを十分に見極め、計画する必要があります。また、利便性

に併せ有事の際の安全な移動等も考慮し、市全体の幹線道路網(主要な地域間を結ぶ重要な

道路)を見直すことが重要です。費用対効果を検証しながら生活に必要な道路や観光振興に

有効な道路を見極め、道路環境を計画的に整備して車社会の利便性・安全性を高めていき

ます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○東北中央自動車道の村山IC(仮称)と駅西エリアを結ぶ「市道駅西中央線」(バラ回廊ロー

ド)について、予算を重点的に配分して整備に取り組みました。 

○「村山市橋梁長寿命化修繕計画」に基づき130橋の橋梁点検・診断を実施するとともに、

平成29年度までに5橋の橋梁補修工事を行いました。また、村山市で最も交通量が特に多

い橋の一つであり、第二次緊急輸送道路にも指定されている「徳内大橋」の橋梁補修工

事を令和元年度に実施しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○「市道駅西中央線」(バラ回廊ロード)の令和2年度の供用を目指し、工事を進めていま

す。 

○ヤマザワ北側への商業施設誘致を有利に進めるため、国道13号との接続を図る「市道駅

西中央2号線」やヤマザワから市役所南側の県道に抜ける「市道駅西中央4号線」などの

道路整備を実施しています。 

○地域の要望や市民からの通報、道路パトロールからの報告に基づいて、道路の維持・補

修を行っています（毎年100件程度）。また、危険個箇所の応急処置として、道路の穴埋

め、側溝の蓋交換などを直営で実施しています。 

 

（課題と展望） 

○東北中央自動車道の「東根北～大石田村山間」の開通時期は、軟弱地盤対策工に時間を

要しているため国から示されておらず、市道整備が先行する状況となっています。ミッ

シングリンクの早急な解消が望まれます。 
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○東北中央自動車道開通後の効果を最大限に発揮するため、村山IC（仮称）と各地域を結

ぶ幹線道路交通体系の構築が求められます。 

○地域の高齢化の進展やインフラの老朽化等により、市民からの道路環境整備に対する要

望が増加しています。限られた財源・人員の中で、効果的・効率的に整備していく必要

があります。 

○インフラの老朽化対策が社会的な課題となっており、長期的な視点に立ち、安全性を確

実に確保するために、橋梁長寿命化の見直し等に積極的に取り組み、長期的なコストの

縮減、更新を含めた管理費用の平準化を図る必要があります。 

 

【具体的施策】 

（1）幹線道路網の整備（建設課） 

東北中央自動車道の開通に向けて村山IC（仮称）と駅西地区を結ぶ市道駅西中央線整

備事業を推進するとともに、駅西エリアへの商業施設等の誘致促進のため、市道駅西中

央2号線など周辺の環境整備に取り組みます。 

   東北中央自動車道「東根北～大石田村山間」の早期開通を近隣市町とも連携して国県

等関係機関に要請し、整備促進に努めます。 

国道13号から国道347号を結ぶ幹線道路（市道東西2号線）や主要な施設と住宅地を結

ぶ道路、県道の未整備区間や市道の補助幹線道路等、地域と地域を結び、良好な道路ネ

ットワークの強化を図ります。 

 

（2）生活に必要な道路環境の推進（建設課） 

  生活に密着した道路は、季節を問わず常に子どもから高齢者までの歩行者と車が行き

交っています。身近な生活道路は、通学者などの安全確保を最優先に毎年道路点検を行

い、危険個箇所の修繕を実施します。 

道路幅が狭くなる冬季間の安全確保に配慮した道路の整備を行います。 

道路交通の安全性を向上するため、交通安全施設の整備を進めるとともに、側溝整備

などにより安全な歩行空間確保に努めます。 

 

 (3) 重要な道路構造物の長寿命化推進（建設課) 

  これまで実施した橋梁の点検・診断結果に基づき、橋梁長寿命化計画の見直しを行

い、計画的に橋梁の修繕・架替えを実施します。また、橋梁130橋の点検・診断を継続

して行っていくために、年度ごとに行う点検・診断橋梁数の平準化を図り財源の確保に

努めます。また、その他の道路構造物についてもライフサイクル延長のため修繕を行っ

28



ていきます。 

  また、橋梁点検・診断を年度間の平準化を図りながら、引き続き実施していくととも

に、その他の道路構造物についてもライフサイクル延長のための修繕を行っていきま

す。 
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1-1-4 良質な上下水道サービスの提供 

【基本方針】 

安全・安心でおいしい水を安定して供給するため、老朽化した水道施設の計画的な更新

を進めるとともに、自然災害時における応急給水等の体制の充実を図ります。 

河川等の水質悪化を防止し、快適で良好な生活環境を維持するため、効率的な下水道

施設の改築・更新を進めていきます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○災害に強いライフラインの構築を推進するため、平成30年3月に水道施設の管路耐震化・

更新計画を策定しました。 

○住宅新築に合わせた配水管の布設や老朽化した共同給水管の配水管への布設替で一定基

準を満たす場合、その整備を市で行う定住促進に向けた新たな制度を平成30年8月に創設

しました。 

○下水道ストック（施設）の適正な機能維持のため、下水道施設全体の老朽化の進行状況

を考慮し、点検・調査から修繕・改築に至る一連のプロセスを計画的に実施する「下水

道ストックマネジメント計画」を平成29年3月に策定しました。 

○下水道及び農業集落排水区域以外の地域を対象に、合併処理浄化槽の設置者に補助金を

交付し、合併処理浄化槽の普及を進めました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○水道施設について、漏水のリスクが高い老朽配水管（布設後20年を経過したVP管等）の

更新を行っています。 

○災害時の応急給水において、飲料水を確保するうえで配水池の貯水をより効果的に利用

するため、配水池からの給水拠点の設置を進めています。 

○下水道事業は、整備開始から40年が経過し、農業集落排水とともに事業の軸を「建設」

から「維持管理」に移行し、施設の老朽化に伴う改築・更新を行っています。 

 

（課題と展望） 

○管路等の破損による断水リスク軽減のための老朽配水管の更新後は、管路耐震化に移行

することになり、水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に基づき計画的

に取り組む必要があります。 
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○人口減少などに伴う水需要・料金収入の減少や老朽化施設の更新など今後迎える課題に

対応するため、広域連携などを含めた水道事業の経営基盤を強化する方策を検討してい

く必要があります。 

○令和2年4月1日からの下水道事業（公共下水道事業及び農業集落排水事業）の地方公営企

業法適用により、財務情報の整理や、その企業的性格を活かした能率的な経営を行い、

より一層の経営の効率化・健全化を強化していきます。 

 

【具体的施策】 

(1)安全・安心・安定した水道水の提供（水道課） 

漏水防止と有収率向上を図るため、老朽配水管の更新や管路の耐震化に取り組みます。

また、経営状況を勘案しながら重要給水施設の耐震化も計画的に進めていきます。 

 

(2)災害時での応急給水体制の構築（水道課、総務課） 

自己水源の適正保有のため、施設整備に継続して取り組みます。また、災害時など広域

的な断水が発生した際に、配水池の貯水を確保し、市民への飲料水の供給に対応するた

め、応急給水拠点の整備を進めます。 

 

(3)快適で潤いのある水環境の保全（水道課） 

下水道施設・農業集落排水施設を良好に維持していくため、必要な改築・更新、施設の

長寿命化を計画的に進めていきます。 

単独浄化槽や汲み取り便槽から生活排水処理能力の高い合併処理浄化槽への転換を促進

するため、浄化槽への補助制度にを継続して取り組み実施します。 

 

(4)将来を見据えた上下水道の健全な企業運営（水道課） 

「山形県水道事業等広域連携検討会」において、水道事業の広域連携に向けた検討を、

県や近隣市町とともに進めていきます。 

公営企業会計に移行する下水道事業は、健全な経営を実現するため効率化を図るととも

に、安定的な事業運営のため、下水道使用料の適正化に努めます。 

また、汚水処理の分野においても、広域化・共同化の検討を進めていきます。 
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1-1-5 雪対策の充実 

【基本方針】 

引き続き、きめ細かな除雪を行う継続するとともに、新たに除雪管理システムを導入

し、除雪の見える化を図り住民サービスの向上に取り組みます。 

集中豪雪のような自然環境と高齢化などによる社会情勢の変化に対応するため、県と

連携した支援の実施や地域と連携した除排雪の推進に取り組みます。 

また、雪のプラスの面を最大限に活かし、地域活性化に繋がる取組を推進します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○高齢者や勤務者に配慮した住宅等の間口に雪の塊を残さない除雪に取り組みました。 

○除雪車の位置情報をスマートフォンなどで確認可能とし、除雪作業の状況を「見える

化」する「除雪管理システム」を導入しました。 

○市内3箇所の雪捨て場（碁点、金谷、楯岡）のうち、楯岡についての雪捨て場の傾斜を緩

く整地し、雪捨て場の環境改善を図りました。 

○住民自らが行う住宅敷地等の除排雪の負担軽減のため、小型除雪機購入費の一部を助成

する制度を創設しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○散水消雪施設の老朽化が著しく、また機械除雪に関しては、除雪オペレーターの高齢化

が進んでいます。 

○市道や生活道の通行を確保するため地域住民が自ら行う除排雪作業等に対し、「村山市

除雪報奨金制度」により支援しています。 

○高齢化の進展により自宅の除雪作業ができない要援護世帯が増加しています。 

○まちづくり協議会や市内中学校などが除雪ボランティアとして高齢者宅の除排雪に取り

組んでいます。 

 

（課題と展望） 

○住民ニーズに寄り添ったきめ細かな除排雪の実施には、散水消雪施設等の維持・更新に

加え、それを担う除雪オペレーターの人員確保・新規従事者の技術習得が必要です。 

○雪捨て場はおおむね確保されていますが、雪押し場は十分でなく、特に住宅密集地で引

き続き確保していく必要があります。 
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〇地域住民が自ら行う市道の除排雪作業に対する支援は安定したニーズがある一方で、地

区一丸となって行う除排雪作業は、積雪基準を超えず、実施に至らないケースもありま

す。 

〇北村山地域では、「落雪事故」や「屋根からの転落事故」などの雪害事故が毎年発生し

ているため、安全な除排雪作業の普及促進が必要です。 

○ボランティアによる除排雪では、要援護世帯が必要とする支援内容の把握と必要なタイ

ミングでの人員確保が課題となっています。 

〇雪にはマイナス面もありますが、雪の持つ景観としての美しさなど、雪が持つ利点を考

慮し、雪国に暮らす魅力を再評価していく必要があります。 

 

【具体的施策】 

(1)きめ細かな除雪（建設課） 

間口除雪に加え、市民住民が除雪作業状況をインターネットで確認することができる

除雪管理システムを運用し、きめ細かで効率的な除排雪に取り組みます。 

  散水消雪施設の維持・更新や除排雪作業を行う除雪オペレーターの人員確保・育成支

援を推進します。 

  雪捨て場や雪押し場の確保に引き続き取り組み、住宅密集地における雪捨て押し場の

設置や雪押し場協力者への優遇措置を検討します。 

 

(2)地域と連携した除排雪の推進（建設課、総務課） 

  地区一丸となって行う除排雪作業及び地域住民が自ら行う市道等の除排雪作業に対し

て、除雪報奨金制度により引き続き支援します。協働除排雪については、継続的な実施

と事業を実施するための積雪基準の見直しなどの検討を行います。 

  安全な除排雪作業を推進するため、防災行政無線や市報による広報活動及び注意喚起

を実施します。 

 

(3)要援護者世帯に対する援護（福祉課） 

  自ら雪下ろしや除雪が困難な高齢者、障がい者等の世帯に対し、適切な援護がなされ

るよう必要な支援を実施します。 

 

(4)ボランティア除排雪に対する支援（建設課、福祉課） 

人口減少や少子高齢化に対応した新たな除排雪体制の構築やボランティアが行う除排

雪については、支援を必要としている要援護世帯のニーズ及び支援内容を把握し、関係
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機関と連携し取り組んでいきます。 

 

(5)雪に親しむ、利用する（政策推進課、農林課・商工観光課・教育委員会） 

雪を魅力ある資源とし、地域の雪まつり等への支援・参画、雪に親しむ教育の普及啓

発、雪を活用した農産物に対する付加価値の向上など雪の利活用の振興を図っていきま

す。 
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1-1-6 移住交流の促進 

【基本方針】 

村山市の「ほどよい田舎」としての魅力を効果的に発信し、転出の抑制を図るととも

に、特に首都圏からの移住者増加に向けた取組みを推進します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○国や県、NPO法人などが主催する移住交流イベントへの参加や移住・定住ハンドブック、

子育て支援施策に係るリーフレットによる情報発信に取り組みました。 

○移住に対する不安や疑問を解消するため、平成28年度に「お試し居住プログラム」を開

始しました。参加者の中から地域おこし協力隊が誕生しています。 

○県、JA全農山形、県醤油味噌工業協同組合と連携し、県外から村山市への移住世帯を対

象に米・味噌・醤油を提供する「食」の支援に取り組みました。                                                                                                                           

○「雪を考えた住宅」「若者世帯が建てたくなる、建てられる家づくり」をテーマに村山

の「あんばい・いい家」大賞設計コンペを開催し、入賞作品のコンセプトに則った住宅

新築の設計費の一部補助を実施しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○人口の社会動態における転出超過傾向が続いており、特に就職や進学に伴う若年層の首

都圏等への転出が顕著となっています。また、勤務先が通勤圏内であっても市外に転出

するケースも見受けられます。 

○首都圏を中心に地方への移住希望者が潜在的に存在しています。 

○「村山地域移住交流推進協議会」「やまがた移住定住・人材確保推進協議会」に参画

し、広域的枠組みでの移住促進に取り組んでいます。また、令和2年度から「山形連携中

枢都市圏」における関係市町との連携事業を開始する予定です。 

 

（課題と展望） 

○移住促進施策は、人口の社会減克服や地域の活力維持のため、多くの自治体で取り組ま

れており、暮らしやすいまちづくりとともに効果的な情報発信が必要となっています。 

○移住先の決定では、移住者への具体的な支援に加え、生活環境や教育環境、住民との距

離感、気候、風土など、まち自体の特色・魅力などが総合的に判断されるため、村山市

の暮らしを直接体験できる機会を提供していきます。 

35



【具体的施策】  

（1）PR活動の推進（政策推進課） 

首都圏等で開催される移住・交流イベント等で、移住先としての村山市を積極的に  

PRしていきます。 

県や山形連携中枢都市圏の関係市町と連携し、ポータルサイト等を活用した共同での

情報発信に取り組みます。 

 

（2）受入れ体制の整備（政策推進課） 

市内宿泊施設を利用した「村山暮らし」を自由に体験できるプログラム（お試し居住

プログラム）により、移住希望者に移住後の暮らしをイメージしてもらい、市外居住者

の移住促進を図ります。 

県の「移住コーディネーター」「移住コンシェルジュ」との連携強化により、相談体

制の充実を図ります。 

 

（3）移住者への多様な支援（政策推進課、建設課） 

県や関係機関と連携し、引き続き移住者への移住支援金の給付や食の支援などに取り

組みます。 

空き家を住まいとする移住世帯にリフォーム工事費の一部を支援し、移住の促進を図

ります。 

 

（4）若者定着・回帰促進（政策推進課、商工観光課・生涯学習課） 

北村山地域の自治体や関係団体と連携し、地域内外の若者等の管内定着・回帰促進を

図ります。 
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1-2-1 家族に寄り添う子育て支援体制の充実 

【基本方針】 

 安心して出産・子育てをするためには、家族や子育てに関わってくれる人の存在と職

場や地域における理解が必要です。子育て家庭を支える幼稚園や保育施設、一時的に必

要とされる保育や預かり施設の確保や預けやすい仕組みをつくるとともに、子育てに必

要な経済的余裕を得るための手当や助成制度を継続します。  

 

【前期基本計画の成果】 

○多子世帯の経済的負担軽減として、市独自に「子育て応援すくすく手当支給事業」を実

施し、平成30年度から第3子以降の児童手当に月7,500円を加算し支給しました。（平成

29年度までは月5,000円を加算） 

○平成28年度に多子世帯に対する市独自の経済的負担軽減施策として、第3子以降の児童手

当に上乗せして支給する子育て応援すくすく手当支給事業開始し、平成30年度に加算額

を引き上げました。 

〇平成28年4月に「戸沢保育園」を指定管理による運営に移行しました。 

〇平成29年4月に「袖崎児童センター」及び「大高根児童センター」を、平成30年4月に

「西郷児童センター」、「ちぐさ児童センター」及び「冨本児童センター」をそれぞれ

認定こども園に移行しました。うち、「袖崎児童センター」及び「大高根児童センタ

ー」については民設民営化に移行し、0歳から2歳児の受け入れを開始しました。 

○平成30年9月に老朽化した「新町保育園」と「しろはと保育園」を統合し、民設民営の

「アートチャイルドケア村山しょうよう保育園」を開園しました。 

〇平成28年度に戸沢保育園を指定管理に、平成29年度に袖崎児童センター及び大高根児童

センターを民営化、平成30年9月に新町保育園としろはと保育園を統合し、公設民営によ

る「アートチャイルドケア村山しょうよう保育園」を開園しました。 

○生後6ヶか月から就学前までの子どもを対象とした一時預かり事業を「子育て支援センタ

ーポポーのひろば」に委託し実施しました。また、「べテスダ・キッズ」が行う同様の

一時預かり事業及び、生後6か月から小学校6年までの児童を対象とした病児保育につい

て国、県及び市の補助を活用しを民間に委託して実施しました。 

○生後6か月から就学前までの子どもを対象とした一時預かり事業、生後6か月から小学校6

年までの児童を対象とした病児保育を民間に委託して実施しました。 

○令和元年度より、子育て応援事業「中学校スタート応援事業」を実施し、令和2年度に中

学校進学する児童を対象に、中学校進学に要する費用の一部として5万円分の商品券を給
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付しました。 

○令和元年度より、中学校進学に要する費用の一部として商品券を給付する「中学校スタ

ート応援事業」を開始しました。 

○令和元年10月にスタートした幼児教育・保育の無償化を受け、3歳から5歳児の保育料を

無償化しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○「子育て応援すくすく手当事業」は平成30年度に実施した子ども・子育て支援に関する

ニーズ調査において、高い評価を得ています。 

〇「ちぐさ認定こども園」の施設が老朽化しています。また、園児数も減少傾向にあり、

「冨本認定こども園」及び「戸沢保育園」を含めた河西地域3園の今後の運営について検

討中です。 

○保護者の就労環境・意識の変化により、一時預かりのニーズが拡大しています。 

 

（課題と展望） 

○大久保、戸沢、冨本地域の児童数減少を考慮し、施設の統合を含めた運営方針を決定す

る必要があります。また、河西地域のまちづくりの観点から施設設置の場所について検

討が必要です。 

○病児の一時預かり事業・病児保育については、一定のニーズがあることから、民間事業

者への事業支援を継続します。 

 

【具体的施策】 

（1）保育施設・環境の充実（子育て支援課、政策推進課） 

  未満児（0歳から2歳児）の保育ニーズの拡大に対応する保育環境の整備に努めます。 

  また、保育に適した園児数の確保等からより良い保育施設の配置、運営方針（公営・

民営等）を検討します。 

さらに、多様化する保育サービスのニーズと子どもの安全・安心な預かりのために必 

要な保育士の確保及び資質向上を図ります。 

  その他に、自宅で保育を行う世帯に対し必要な支援を検討します。 

 

（2）親や家族が子どもと向き合う機会を増やす取組み（子育て支援課、保健課） 

  子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるようにするため、親や祖父母向
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け講座を充実させ、男性の家事育児への参加や保護者が子どもと向き合う機会を増やし

ます。 

また、子どもを産み育てやすい職場環境づくりに向けた企業への働きかけに努めま

す。 

さらに、出産や子育てを余裕をもって行えるための経済的支援を継続拡大します。 

 

（3）多様な預かり体制の整備（子育て支援課、保健課） 

  病児を含めた一時預かりやファミリー・サポート・センター事業を継続して実施する

とともに、放課後児童クラブの運営により、保護者の仕事と子育ての両立を支援するこ

とで、子どもが健やかに育つ環境を整えます。 
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1-2-2 心身ともに健康で安心な体制づくり 

【基本方針】 

子どもや子育て家庭が心身ともに健康で安心して暮らすためには、必要な情報を必要な

時期に知ることが大切です。育児の悩みを相談しやすい環境を整えでき、同じ世代が交流

することにより情報子育て世代が必要とする情報を相互交流により収集・交換・共有しや

すいできる場の環境を整えることで安心して子育てができるよう支援します。 

また、母体や子どもが健康で不安なく成長できるよう健康確保に必要な経済的支援を継

続します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成27年度に子育て支援事業の情報発信や関係機関との連携調整を行う「子育て支援コ

ーディネーター」を子育て支援センターポポーのひろばに配置しました。 

○平成28年度からは妊娠・出産・育児に関する総合相談窓口となる「子育て世代包括支援

センターぽっぴールーム」を市保健センターに設置し、助産師資格を有する「母子保健

コーディネーター」を配置しました。 

○平成29年度に子育て情報発信支援アプリ「すくすく村山」を導入しました。 

〇平成29年度からに先天性聴覚障がいを早期発見するための新生児聴覚検査費用をの助成

を開始しました。 

〇平成31年4月から、に、子どもの任意予防接種であるロタウイルスワクチン接種費用をの

助成、また同年10月からに児童扶養手当受給世帯等の子どものインフルエンザ予防接種

費用助成を開始しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○妊娠・出産・育児に関する総合相談窓口が設置されましたが、子育て支援に関する相談

窓口が複数個箇所あることから、どこに相談したらいいのか分かりにくいという意見が

あり、相談体制の見直しが求められています。 

○子育て支援情報アプリに関し平成29年度に実施したアンケート調査では、子育て支援に

関する情報、予防接種時期のお知らせ等、利用者に好評を得ています。 

○妊婦健康診査、乳幼児健康診査は継続して実施しており、乳幼児健診受診率はほぼ100％

の実績となっています。 
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（課題と展望） 

○子育て支援に関する相談窓口と妊娠・出産・育児に関する総合相談窓口である「子育て

世代包括支援センターぽっぴーるーむ」を合わせて一元化し、利便性の向上を図る必要

があります。甑葉プラザ内の「子育て支援センターポポーのひろば」に隣接して設置を

行い、妊娠期からの切れ目ない支援をさらに強化していくことが必要です。 

○子育て支援情報アプリのは有効であり、アプリの利用拡大を図るため、利用促進とアプ

リ機能の強化を図りますに向けた検討が必要です。 

〇子どもの医療費の無料化については、県や他自治体の動向をみながら、村山市らしい支

援方法を検討していきます。 

 

【具体的施策】 

（1）子育てに関して相談しやすく情報を得やすい体制づくり（子育て支援課、保健課） 

市内3か所の地域子育て支援拠点を継続するとともに、子育て相談窓口を一元化する

ことで、妊娠期から子育て期における様々なニーズに対して切れ目のない総合的な相

談支援体制を整備します。また、子育て支援情報発信アプリの活用等により子育て世

代への情報提供を継続して行います。 

 

（2）母体や子どもの健康確保のための支援の継続（保健課、子育て支援課） 

母体や乳幼児の心身の健康維持に関する支援として、妊婦健康診査や乳幼児健康診

査などの母子保健事業を継続して行います。 

   産婦乳児1か月健診費用や新生児聴覚検査費用への助成を継続して行いますうほか、

新たな事業を展開します。 
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1-2-3 様々な困難への適切な対応や支援 

【基本方針】 

 障がい児を持つ家庭や困難を有する家庭に寄り添い、支えることで困難の解消や自立

まで見届ける支援が大切です。 発達障がいを含む障がい児を持つ家庭に対する支援やひ

とり親家庭に対する支援、不登校や引きこもりの子どもを持つ家庭等に対し適切な対応

や支援を継続し実施します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○相談支援事業所と連携し、各個人に合わせたサービス利用計画を作成しています。 

〇平成2726年度より、ひとり親家庭及び就学援助世帯を対象とした無料の学習塾「ひとり

親家庭等自立支援事業（さぽてん塾）」を開催しています。 

〇平成28年度より、不登校の児童、生徒が本籍校への復帰に向けた学習支援を行う「市教

育支援センター（適応指導教室）」を開設しています。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○障がい児の発達相談及び放課後等デイサービスのニーズが拡大しています。 

〇県立楯岡特別支援学校への通学に利用するタクシー料金の一部補助を実施し、特に冬期

間の利用について好評を得ています。 

〇ひとり親家庭等自立支援事業について、受講児童・生徒の成績向上のほか、土曜・日曜

日の子どもの居場所づくりとして欠かせない事業となっています。 

○医療技術の進歩を背景に、医療的ケアが必要な児童が増加傾向にあります。自治体単独

による医療的ケア児の受け入れ施設の設置が困難であり、広域による施設設置を要望し

ています。 

○児童虐待を未然に防ぐため「ペアレントプログラム」事業に取り組んでいます。 

 

（課題と展望） 

○医療的ケアを必要とする児童を持つ家庭では、児童に付きっきりの看護が必要なことか

ら保護者には大きな負担となります。医療的ケア児童の一時預かりのニーズに対応でき

る施設が市内にはないことから、施設の設置や民間事業者への支援について検討が必要

です。 

〇ひとり親家庭等自立支援事業における支援員の確保が困難となっています。より充実し
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た事業展開を図るための支援員の確保について努めていく必要があります。 

○ひとり親家庭等の児童・生徒においては、学校以外での学習の機会や休日の居場所づく

りが困難な状況となっており、ひとり親家庭等自立支援事業における支援員を十分に確

保し、より充実した事業展開を図る必要があります。 

 

【具体的施策】 

（1）障がい児家庭やひとり親家庭への支援の継続（子育て支援課、保健課・福祉課・学校

教育課） 

増加傾向にある障がい児の発達支援及び放課後デイサービス利用のニーズや医療的ケ

アを必要とする児童へ対応するために、施設整備、職員配置、職員育成に対する支援を

検討していきます。 

   また、ひとり親家庭等の児童、生徒の学習支援を継続し学力向上に努めるほか、子ど

もの居場所づくりに努めることで、児童、生徒の健全な成長を支援しますするととも

に、経済的負担を軽減するための事業を検討します。 

 

（２）気がかりな子どもとその家庭への理解と支援の充実（保健課、子育て支援課） 

気がかりな子どもとその家庭を早期発見、早期対応、早期支援ができる環境づくりを

継続します。 

 

（3）児童虐待予防の取り組み（子育て支援課、保健課・学校教育課） 

乳幼児健診や保育施設、学校との連携により、児童虐待等が疑われる家庭の早期発

見、早期対応、早期支援ができる体制を強化します。 
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1-2-4 地域に愛着を持てる憩いの場や居場所づくり 

【基本方針】 

 子どもや子育て世帯が地域から愛されていることを実感することでし、地域に愛着を

持って暮らせることが大事です。 

 憩いの環境づくり、地域や人の魅力を感じることができる機会の創出など、村山市に

住み続けたいと感じることができる施策を推進します。 

  

【前期基本計画の成果】 

〇平成29年度より、に富並地域に子育て世代の親子と地元の高齢者が交流し情報交換する

場として「子育て支援センターどんぐり広場」を開設しました。 

〇平成30年度に楯岡五日町に児童遊園を新たに整備し、令和元年度には遊具を設置しまし

た。 

〇少子化対策として、仲人活動を行うボランティアグループ「むらやま縁結びたい」の活

動支援を継続しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

〇出生数の減少加えて、保護者の職場復帰が早くなっていることから、市内3か所に設置す

る、子育て支援センターの新規利用者の拡大が進んでいません。 

〇市内に整備される「都市公園」、「農村公園」及び「児童遊園」の計画的な遊具更新が

必要です。 

〇縁結びたいの活動によるお見合い件数は増加傾向にありますが、なかなか婚姻に至って

いません。 

〇平成30年度に「楯岡高等学校跡地利活用基本構想」を策定し、「子どもの遊び場・スポ

ーツ機能」を導入することで検討を進めています。 

 

（課題と展望） 

○子育て支援センターの利用者拡大を図るため、支援センターの特性を生かした事業展開

と子育て情報支援アプリの活用等による情報の発信の強化に努めます。 

〇子育て世帯からの要望が多い地域の公園について、公園設置、遊具の整備、更新等の計

画が必要です。 

〇楯岡高校跡地利活用による子どもの遊び場整備が必要ですにより、子どもの健全な育成
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を促していきます。 

 

【具体的施策】 

（1）遊び・学べる環境づくりの推進（子育て支援課、建設課） 

  子どもや子育て世帯が利用できる遊び場や学びの環境を確保するとともに、利用者へ

の配慮や情報発信に努め、社会や自然などの多様な接点との出会いによる子どもの心と

身体の健全な育成を促します。 

また、楯岡高校跡地における子どもの自由な発想を活かした遊び場の設置に加え、子

育て世帯等のニーズに応えるため、更なる遊び場の整備を検討していきます。 

また、若い世代を結婚に導くための交流の場を積極的につく創出するとともに、仲人

活動の支援を継続します。 

  

（2）愛情や愛着がわく地域環境づくり（政策推進課、子育て支援課・学校教育課・生涯学

習課） 

家族や地域の人に愛情や愛着を持ち、また、家族を含めた周囲からの見守りを実感で

きる地域環境づくりのため、命の大切さを考える機会の充実などに引き続き取り組みま

す。 

幅広い世代が交流、情報交換などのために集う場の創出に努めるとともに、地域との

結びつきのきっかけとなる、まちづくり協議会や放課後子ども教室、地域の団体活動を

支援し、地域コミュニティの維持、発展を図ります。 
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1-3-1 中心市街地の賑わい創出と快適な生活環境づくり 

【基本方針】   

本市の中心市街地である楯岡地域について、楯岡高校跡地の利活用による賑わい創出、

快適な生活環境づくりのため、「楯岡高校跡地利活用基本構想」の実現に向けた取組と都

市再生整備計画に基づく中心市街地の道路網の整備を推進します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○「旧楯岡高校跡地利活用検討市民会議」や「楯岡高校跡地利活用ワーキングチーム」な

ど、これまでの検討の成果として、跡地利活用の全体方針や導入機能等を内容とする

「楯岡高校跡地利活用基本構想」を平成30年度に策定しました。 

○楯岡高校跡地への文教施設誘致の可能性を探るため、大学などを有する法人への全国ア

ンケートを平成29年度に実施しました。 

○中心市街地の再生のため、楯岡高校跡地から楯岡小学校にかけての市街地の骨格基盤軸

となる「都市計画道路楯岡東根温泉線」の街路整備に着手しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○楯岡高校跡地利活用基本構想の実現に向け、入居利用者の公募や施設改修工事の設計

者、入居利用者及び有識者とともに整備内容の検討を進めています。 

〇県立村山産業高校への通学生徒の安全確保のため、鶴ヶ町西線整備を着実に進めていま

す。 

 

（課題と展望） 

○楯岡高校跡地には多くの機能を複合的に導入し、相乗効果を生むことを目指しており、

そのためには利用者間の相互の交流や連携を促進する仕組みづくりが必要です。また、

新たな利活用希望者の確保に向け、引き続き情報発信などに取り組んでいきます。 

〇今後、公共施設の老朽化対策など大型の投資事業の必要性が高まることが予想されるた

め、楯岡高校跡地の整備に当たっては、利用者の利便性に加えて、管理運営コストの低

減にも配慮が必要です。 

○旧楯岡高校前からJR村山駅方面に向かう県道尾花沢関山線は、狭隘な上に通行量が非常

に多く、観光シーズンや朝夕の渋滞の一因となっています。また、県道東根尾花沢線と

の交差点において通行車両が混雑し、通行に支障をきたしており、円滑な通行や安全確
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保のために、改善が求められています。 

○スマイルタウン二日町、スマイルタウン鶴ヶ町は、早い段階で完売となり、小中学校や

駅へのアクセスなど利便性を重視した宅地の需要が見込まれるため、ニーズに即した宅

地造成の推進を検討します。 

 

【具体的施策】 

（1）楯岡高校跡地の利活用による中心市街地の再生（政策推進課、建設課） 

楯岡高校跡地をコミュニティ形成・産業振興・市民の健康づくり・子どもの遊び場や

運動の場など複合機能施設として整備し、多様な利用者集い、にぎわいの創出と経済効

果を生む新たなまちづくりの拠点とします。 

令和4年度の施設利用開始に向け、入居利用者が運営主体と連携して運営に参画する枠

組みを構築するとともに、交流イベントや一般開放イベントの開催により利活用希望者

間の相互理解、市民の跡地利活用に対する理解を深めます。 

また、施設整備に当たっては、管理運営コストの低減を十分に考慮し、維持管理しや

すい施設にします。 

 

（2）JR村山駅から東へ延びる道の賑わいづくり（政策推進課・建設課） 

楯岡高校跡地利活用に併せて、安全な通学路や緊急時の避難経路を確保するための都

市計画道路楯岡東根温泉線整備を進めるとともに、JR村山駅から東に延びる県道尾花沢

関山線の改良整備を県の関係機関へ働きかけます。これにより、JR村山駅及び市街地か

ら楯岡高校跡地へのアクセス改善を図り、一体的な市街地の賑わいづくりを推進しま

す。 

 

（3）商店街周辺から村山産業高校へ続く新たな街並みづくり（建設課、政策推進課） 

JR村山駅から北に延びる道は多くの中高生が通学路として利用するほか、沿線が通学

の便利利便性の高いエリアとして、新たな宅地化も進んできました。 

引き続き新たな街並みの交通至便と形成を促進するとともに、県立村山産業高校へ通

学する生徒の安全確保のため、鶴ヶ町西線の完成に向けて事業を継続していきます。 
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1-3-2 村山IC（仮称）周辺の好アクセスを生かした環境づくり 

【基本方針】  

駅西エリアは、東北中央自動車道村山IC（仮称）や国道13号及びJR村山駅などが大変

近く、交通至便なものとなっています。ICと駅をつなぐ市道駅西中央線を整備し、民間

開発による土地利用と産業振興を図ります。さらに、市内からもアクセスしやすい立地

をいかし、駅西エリアに多様な商業施設の進出を促進し、市民の生活利便性を向上しま

す。 

また、村山IC（仮称）に好アクセスな立地を活かし、工業団地等の活性化や多様な産

業誘致を推進します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○国道13号沿いにヤマザワ村山駅西店が開業したほか、JR村山駅前にビジネスホテル、レ

ンタカー店舗が進出しました。 

○「駅西開発エリア基本構想図」を市報に掲載し、将来の開発イメージを市民に広く示し

ました。 

○民間信用調査会社に委託して駅西への企業進出ニーズ調査を実施しました。 

○村山IC（仮称）開通後の国道13号の交通量減少を予想し、平成29年3月に「『新』道の駅

むらやま整備基本構想」を策定しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○民間事業者の開発を誘導するため、ヤマザワ北側エリアでの開発に伴うインフラ整備費

補助の制度設計を進めています。 

○商業施設の誘致に向け、駅西開発エリアの道路整備を着実に進めています。 

○工業団地等の活性化について、村山IC（仮称）の開通時期が明らかになっておらず、具

体的な事業策定の段階まで進んでいません。 

 

（課題と展望） 

○村山IC(仮称)周辺は、広く最上川の洪水浸水想定区域に指定されています。 

○駅西エリアは、農振農用地区域に指定されており、開発の際は農地関連法制に係る課題

をクリアする必要があります。 

○駅西開発エリア基本構想図の公表により、駅西開発の進捗に対する市民の関心度合いが
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高まっています。エリア全体に影響するヤマザワ北側の開発を最優先に取り組んでいき

ます。 

○村山市内は東北中央自動車道の無料区間と国道13号の乗換区間にあたり、整備区間の開

通後は、様々な沿線施設の利用が見込まれます。 

 

【具体的施策】 

（1）国道13号と村山駅周辺エリアの整備（政策推進課、農林課・商工観光課・建設課） 

開発事業者へ積極的な働きかけを行うとともに、インフラ整備費の支援や周辺道路環

境の整備により、駅西エリアへの多様な商業施設の進出を促進します。 

農村産業法（農振農用地区域の除外措置等を定める）の制度活用について継続的に検

討します。 

 

（2）東北中央自動車道利用者の取り込み（政策推進課、農林課・商工観光課・建設課） 

駅西開発エリア基本構想図をたたき台として、新たな道の駅を含めたエリア全体の具

体的な開発方針を検討していきます、その実現に取り組みます。 

 新たな道の駅は、東北中央自動車道開通後の国道13号の交通量をみながら、具体的に

検討していきます。 

 

（3）村山IC（仮称）を活かした工業団地の推進（商工観光課） 

  東北中央自動車道の開通に向け、村山IC（仮称）周辺の河島地区、駅西エリア、碁点

地区など、好アクセスな立地を活かした工業団地等の活性化を推進し、魅力ある労働環

境づくりに努めます。若い世代の安定した雇用を創出するため、成長分野に関連する企

業や地元企業との連携を構築できる企業の誘致、既存企業の移転拡張を推進します。 
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1-3-3 河西・北部エリアの地域素材を活かした環境づくり 

【基本方針】 

子育て世帯等の地域定住につなげるため、人口減少が進む市西部地域における宅地造成

や公園整備の検討を進めます。 

地域の課題となっている空き家・空き地の利活用を推進し、若者や子育て世帯等が地域

に定住できるように支援を行います。 

村山北IC（仮称）からの流通ルートを活かし、産業の振興と地域経済活性化を図りま

す。 

 

【前期基本計画の成果】 

○葉山中学校周辺を含めた河西地域の広域的なまちづくりについて、大久保地域の北山周

辺への公園整備に係る地域の意見を聞くことや空き家バンク制度の運営、危険空き家の

除却支援のほか、生活向上のため買物バスの戸沢ルートなどを措置しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○最上川舟下りや伝承館のそば打ち体験、最上川フットパス等について個別にPRしている

ものの、エリアとしてのPRまでは至っていません。 

○東北中央自動車道村山IC（仮称）の開通時期が明らかになっておらず、検討が進んでい

ません。 

○人口減少を地域別で見た場合、河西地区の減少率が河東地区を大きく上回り、人口減少

が急激に進んでおり、市全体の人口減少にも多大な影響を与えています。 

○積雪の多さ等を理由に空き用地への誘致もなかなか進まず、新規工業団地の整備には至

っていません。 

 

（課題と展望） 

○クアハウス碁点を核としたエリアの設定や新たなPR方法の検討を進めます。 

○子育て世帯が生活しやすいエリアとするため、北山周辺への公園整備構想、児童生徒の

通学路となっている一般県道樽石碁点線の未改良区間の整備、保育施設の運営の在り方

などを検討するとともに、宅地造成の必要性についてもを議論していきます。 

○村山IC（仮称）周辺という好立地を活かし市内はもちろん、広域的な観光ルートの設定

に取り組みます。 
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○金谷工業団地のエリア拡大計画は廃止とし、既存企業の支援や空き用地への誘致を中心

に進めていきます。 

 

 

【具体的施策】 

（1）クアハウス碁点を核としたアクティビティーエリアの設定（商工観光課） 

  最上川三難所舟下りやクアハウス碁点北側最上川沿いに設置したRVパークなど、既存

施設の活用に加え、最上川周辺の自然を活かした新たなアクティビティを創出します。

また、市歴史文化基本構想と連携した歴史文化の保存・活用を推進する事業と連携し、

クアハウス碁点を核としたエリアの新たなPR方法の検討を進めます。 

 

（1）河西地域における生活の拠点づくり（政策推進課、財政課・子育て支援課・建設課） 

  河西地域における生活の拠点づくりを想定し、保育環境の充実に向けた施設運営の在

り方や北山周辺への公園整備、宅地造成などの検討を一体的に進め、子育て世帯等の地

域に定住につなげます。 

  子育て世帯等の定住・移住を促進し、河西地域におけるで進む人口減少に歯止めをか

けるため、周辺に医療機関や商業施設等のある旧葉山中学校一帯を河西地域における生

活の拠点づくりを想定し、た宅地造成の検討を進めます。 

 

（2）ICを活かした新たな観光ルートの設定（商工観光課、農林課） 

  ICを起点とした市内の観光ルートの設定はもちろん、やまがた広域観光協議会や北村

山地域連携推進研究会などにおいて、近隣自治体と連携し、広域的な観光ルートの設定

に取り組みます。 

 

（2）村山北IC（仮称）を活かした工業団地の整備（商工観光課） 

  村山北IC（仮称）からの好アクセスを活かし、市内最大の産業集積地である金谷工業

団地を中心に企業の販売力の強化と販路拡大を推進します。また、遊休地や空き用地、

空き工場の活用を促進し、企業の投資意欲をそぐことのないよう需要に見合う企業用地

等の確保に努め、産業の振興と地域経済の活性化を図ります。 

村山産業高校等関係機関との連携により、技術革新への取組みを支援するとともに、

優秀な人材の地元定着を促進します。 

 

（5）空き家・空き地を活かした住環境の整備（建設課、政策推進課） 
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  空き家バンク制度の普及を推進し、集落の空き家・空き地等を利用した若い世代の定

住や高齢者の暮らしやすさに繋がる取組みを行います。 

  地域の危険住宅については、村山市不良住宅除却促進事業等に取り組み、所有者によ

る住宅の除却を促すことで、地域環境を整えます。 
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2-1-1 効率的な生産基盤の確立 

【基本方針】 

圃場の大規模化による生産コストの削減と労力軽減を図り魅力ある農業にするため、傾斜

の少ない地域においては水田の基盤整備事業を進めます。また、担い手に対する農地の集

積・集約化を積極的に進めるとともに、地域の共同活動への支援を行い地域資源の保全管理

と農業生産活動の維持を図ります。 

畑地については、地域の特色を生かした生産物を明確にし、果樹、野菜、花き類の施設整

備を推進し生産体制の充実を図ります。 

 

【前期基本計画の成果】 

○地域の農業者と土地改良区、農業委員会、自治体等が積極的に話し合い、生産性の高い圃

場の整備に努めています。西郷名取、長島、大高根新西地区の経営体育成基盤整備事業な

どで、水田面積1ヘクタール以上の圃場整備が実施されました。 

○農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金を活用し

地域の共同活動に係る支援を行い、農用地、水路、農道等の地域資源の適切な保全管理が

図られました。傾斜地等で大規模化が困難な地域においては、中山間地域直接支払制度を

活用しながら農業生産活動の維持と環境保全型農業の取組が実施されました。 

○大規模農家、担い手が効率よく農業経営を行えるよう、農地中間管理機構の活用を促進し、

農地の集積・集約化を進めました。また、地域の中で中核となる経営体を中心に地域農業

者との話し合いを進め「人・農地プラン」の充実を図りました。 

○畑地においては、国や県の補助事業を活用しながら、果樹、野菜、花き類の施設整備を支

援しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○地域の農業者と土地改良区、農業委員会、自治体等が積極的に話し合い、経営体育成基盤

整備事業を活用し、大規模圃場への基盤整備が進んでいます。 

○多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金を活用し、農地の持つ多面的機能を 

 維持し、中山間地での生産活動の維持を行っています。 

○農地中間管理機構を活用し、担い手への農地の集積・集約化が進んでいます。 

○各種補助事業を活用し、省力化栽培や施設整備が進んでいます。 
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（課題と展望） 

○今後も経営体育成基盤整備事業を活用し、大規模圃場の整備が進みます。 

○地域の過疎化や高齢化等に伴い、これまでの地域の共同活動により支えられてきた農用地、

水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担の増加が懸念されます。 

○担い手の耕作可能な面積に限界がきています。出し手はいますが受け手が不足する状況が

懸念されます。 

○畑地耕作者の高齢化と減少があげられ、耕作放棄地及び遊休農地の増加が懸念されます。 

 

【具体的施策】 

（1） 基盤整備事業の推進と生産基盤の保全（農林課） 

経営体育成基盤整備事業を活用しながら水田面積1ヘクタール以上の圃場整備を拡大

します。また、地域の共同活動への支援を行い、農用地、水路、農道等の地域資源の適

切な保全管理を図ります。 

傾斜地等で大規模化が困難な地域においては、中山間地域等直接支払制度等を活用し

ながら農業生産活動の維持と環境保全型農業の取組みを実施します。 

 

（2）効率的な農地の利用促進（農林課） 

担い手が効率よく農業経営を行えるよう、農地中間管理機構の活用を促進し、農地の

集積・集約化を進めていきます。加えて、スマート農業を活用した、省力化、軽労化を

進めます。 

畑地においては、国や県の補助事業を活用しながら、果樹、野菜、花き類の施設整備

を支援します。また、少ない労働力で生産が可能な品目・栽培技術の導入を検討します。
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2-1-2 豊かな農業経営の推進 

【基本方針】 

農地の集積による規模の拡大や生産コストの削減、消費者ニーズをとらえた高付加価値販

売など計画的な農業経営を推進します。そのために関係機関で構成される担い手創造推進協

議会を中心に新規就農者の研修受け入れや法人化支援、設備投資への補助など、各農業者の

状況に合わせたきめ細かい支援を実施してまいります。また、重点作物検討委員会を中心に

重点作物のが選定とされ、今後は支援策等の検討を進めていきます。振興策を検討し、実施

します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成26年から平成30年までの5年間で43名が新規就農しました。 

○重点作物検討委員会を設置し市場関係者に村山市産農作物の評価等を確認し、現状把握を

行いました。また、高付加価値化を推進するため山形C12号（やまがた紅王）の苗木購入

や植栽を支援しました。 

○環境に配慮した耕畜連携による循環型農業を推進しました。 

○有害鳥獣対策協議会が行う、パトロール・追い払い・捕獲活動を支援しました。また、農

業者が行う、電気柵導入等の被害軽減対策を支援しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○農業次世代人材投資事業等を活用し、新規就農者を支援しています。また、担い手創造推

進協議会を立ち上げ、国県では補助できない施設整備について支援しています。 

○重点作物検討委員会において重点作物を選定しました。 

○環境保全型農業直接支払交付金を活用し、環境に配慮した耕畜連携による環境保全型農業

を支援しています。 

○有害鳥獣対策協議会が行うパトロール・追い払い・捕獲活動、農業者が行う電気柵導入等

の被害軽減対策を支援しています。 

 

（課題と展望） 

○新規就農者数を上回る離農者数となっているため、更なる新規就農者確保が急務となって

います。 

○重点作物の振興策を検討し実施します。 
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○環境保全型農業の取組は手間と経費がかかる一方、その分を価格に転嫁しにくいため、販

売方法の検討が課題です。 

○有害鳥獣の頭数の増加により、農作物被害や人身被害の拡大が懸念され、対策の再検討を

行います。 

 

【具体的施策】 

（1）農業経営体の育成（農林課） 

関係機関と連携し、認定農業者・認定新規就農者の育成及び集落営農・農業生産法人

の組織化に努めます。国県の新規就農者への支援や認定農業者への支援を活用し、就農

初期の経営支援や規模拡大に伴う設備投資等に支援します。 

 

（2）高付加価値化農業の推進（農林課） 

重点作物検討委員会において、重点的に振興する作物をが選定し、されました。今後

は多くの農家の方に重点作物を生産してもらい、産地化、販路拡大により、本市農業の

代表格となる農作物を作り出すことを目指します。 

 

（3）環境にやさしい農業の推進（農林課） 

  環境に配慮した、安心・安全な農産物を求める消費者のニーズに対応する特別栽培・有

機栽培に取り組む生産者を積極的に支援し、生産者・面積の拡大を目指し、食味が良く栄

養価が高い高付加価値農産物として差別化を行い、消費者理解を得るような販売活動を推

進します。 

 

（4）鳥獣被害対策の強化（農林課、市民環境課） 

被害が農作物のほか人的被害も発生していることから、農業者が主体的に行う被害軽

減対策のほか、各地域が主体的に実施する被害対策についても積極的に支援します。ま

た、鳥獣の生態が広範囲に及ぶことから、関係する機関や団体が連携し広域的な対策に

取り組みます。また、継続的な鳥獣被害対策を行うため、新規狩猟免許取得者等の育成

を図ります。 
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2-1-3 森林資源の保全及び景観の維持 

【基本方針】 

森林は、地球温暖化の防止、水源涵養機能、自然環境の保全など重要な役割を果たしてい

ます。それらの機能と林産資源の維持増進を図ります。 

また、山崩れ、土砂流出などの山地災害を防止する公益的機能を保全すると伴に林道の整

備を推進します。 

また、市民の森林に対する理解を深めるため、市民参加型の事業を行い林業の振興を図り

ます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○効率的な森林施業の推進や林産物の供給を図ることを目的として、林道湯舟沢五十沢線の

整備を進めています。（全体計画延長 L=2,500ｍ） 

○県産木材の普及や利用促進を目的とし、要件を満たす新築住宅に対して補助する事業を実

施しました。 

○みどり環境交付金事業等を活用し、森林資源の大切さや森林の楽しさを体験してもらうた

め、子どもから大人まで幅広い年代を対象とした様々な参加型の事業を実施しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○林道湯舟沢五十沢線開設工事について計画に基づき進めており、開通後の森林施業につな

げていきます。 

○市民の森林に対する意識は高まっているものの、県産木材の普及や利用促進が十分に進ん

でいる状況ではないため、より一層の事業の充実を図る必要があります。 

 

（課題と展望） 

○市内の豊かな自然を市民共有の財産として健全な状態で未来へ引き継ぐためには、荒廃し

ている森林及び荒廃する恐れのある森林の整備を推進します。 

○市民一人ひとりが森林や自然環境問題を自らに直接関わる問題として捉え、積極的に森づ

くり活動等に参加することが必要となっています。 
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【具体的施策】 

（1）林業振興における基盤整備事業の推進（農林課） 

林道や林道専用道、森林作業道等について、効率的な森林施業の推進や林産物の供給

を図るため、林道湯舟沢五十沢線開設事業を進めていきます。 

森林環境譲与税を活用し、適切に森林経営管理されていない森林について、林業経営

の効率化と森林管理の適正化を促進します。 

 

（2）森林資源の有効活用（農林課） 

地元製材業者等との連携を図り、地元産木材を積極的に利用することにより、市内の

森林資源の有効活用に努めます。 

 

（3）林業の担い手育成支援（農林課） 

森林施業に係る技術習得のための各種講習会や研修会への参加を呼びかけ、林業従事

者の育成を図るとともに、林業グループ等の組織化や活動を支援します。 

 

（4）住民参加による取組みの促進（農林課、子育て支援課・学校教育課） 

みどり環境交付金事業等を活用しながら、森林資源などの大切さを認識してもらうた

め、ふるさと教育の森をはじめ、子どもから大人まで幅広い年代それぞれに向けた自然

体験事業を実施し、自然環境の保全・協働に関心を持つ市民を育成します。 
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2-2-1 経営力向上・企業連携支援 

【基本方針】 

ものづくり企業の経営基盤の強化と付加価値の高い産業を創出するため、様々な機関と連

携を図りながら今後成長が見込める分野への進出を促し、企業の強みを生かした新製品・新

技術の研究・開発、技術革新への取組みを支援します。 

東北中央自動車道開通と市内3か所のインターチェンジ設置による交通の利便性をPRし、

積極的な企業誘致活動を展開します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○企業の生産活動改善支援や受発注及び販路開拓をより強化していくため、平成26年5月に

企業支援コーディネーターを1名増員。現場改善活動等や社員教育の支援実施件数におい

ては、平成30年度末で17件（9社）と、従前と比較して倍増しました。 

○企業の販路開拓を図るため、平成27年度より加工技術や機械部品において日本最大規模の

技術展示会への出展を支援し市内製造企業の加工技術をPRしています。また、山形県企業

振興公社及び山形市との共同出展とすることで集客増を図り、来場社が100社から130社と

3割増となりました。 

○県内外企業との新規取引のマッチングを図るため、受発注商談会の開催経費を支援。参加

した市内受注企業数も平成30年度で33社と過去最高となりました。 

○受発注マッチング額は、最大が平成28年度の54,683千円で、平成26年度の21,420千円と比

較し2.5倍を超える増となりました。 

○生産性の向上を図るため、IoT（モノのインターネット）化に取り組んでいる先進企業を

視察する研修会を実施しました。また、IoTアンケート調査を実施し、IoT導入に関する企

業の意識確認を行いました。 

○平成28年度、スーパー空き店舗に企業を誘致。生産施設面積の拡大により、平成30年度末

で出荷量、従業員数ともに平成27年度と比較し2～3倍増となりました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○日本経済の基盤を支えているのは、企業数の99％を占め、さらに雇用の約7割を占めてい

る中小企業及び小規模事業者でありますが、少子高齢化や人口減少、デジタル化、グロー

バル化などの進展に伴い、中小企業及び小規模事業者の経営環境は大きく変化しておりま

す。 

○本市における製造業は、平成20年のリーマンショックを境に大きく落ち込みましたが、そ
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の後緩やかに回復し、製造品出荷額においては平成29年で約474億と、平成20年の約470

億を超える形となりました。 

 

（課題と展望） 

○製品の付加価値を高め、経営基盤の強化を図ることが課題となります。技術の高度化や新

製品の開発とともに様々な機関と連携を図りながら、今後成長が見込める分野への進出も

促していく必要があります。 

○販路の確保及び拡大が重要となります。新規取引先とのマッチングによる受注獲得ととも

に特定企業との取引依存度軽減によるリスクマネジメントにもつなげることができます。 

 

【具体的施策】 

（1）企業支援コーディネーター制度の拡充（商工観光課） 

   目まぐるしく変化する経営環境に対応するため、企業支援コーディネーターによる支

援を継続していきます。専門性の高い経営指導により販売力・収益力などの改善を図り、

付加価値を高めるためのアドバイスを行います。 

 

（2）販路拡大支援（商工観光課） 

新規企業とのマッチング機会拡大を図るため、技術系展示会への出展や受発注商談会

等の開催を支援します。また、企業間連携や関係機関との連携を促進し、単独では受注

困難な案件を獲得する体制づくりと新たなビジネス展開を支援します。 

 

（3）新分野進出支援次世代イノベーション創出支援（商工観光課） 

ICT（情報通信技術）やIoT（モノのインターネット）、AI（人工知能）、産業用ロボ

ットや介護ロボットなどの技術革新や新製品開発への取組みを支援することにより、労

働生産性の向上や付加価値の高い産業の振興を図ります。また、医療・介護など成長産

業といわれる分野への積極的な参入を支援します。 

 

（4）経営力向上支援（商工観光課） 

企業支援コーディネーターによる経営指導に加え、山形大学シニアインストラクター

を活用した収益改善支援事業等により企業の収益改善を図ります。また、生産性向上特

別措置法における市内中小企業者の「先端設備等導入計画」の認定により、労働生産性

の向上を図ります。さらに、村山市中小企業振興資金をはじめ各種融資制度や補助制度、

外部資金導入のアドバイスを行います。 
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（5）企業誘致の推進（商工観光課） 

東北中央自動車道の開通に向け、財政基盤の強化、雇用機会の創出、地域経済の活性

化を目的として、遊休地や空き用地、空き工場を中心に企業誘致活動を展開します。企

業立地補助金や各種支援制度を活用するとともに、地場産業と連携を生むような産業の

誘致により相乗効果を図ります。 
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2-2-2 ものづくりのためのひとづくり支援 

【基本方針】 

産業の基盤となる人材の能力や知識を高める取組みを支援することで、生産性や品質向上

を目指す人材の育成を図ります。また、村山産業高校と連携し、本市のものづくりを担う人

材の確保に努めます。 

また、村山市地域雇用創造推進協議会の事業が終了したため、協議会が担ってきたセミナ

ーなどの継続や、若者定着のための事業について検討、実施し、求職者などのスキルアップ

のための資格取得支援事業の整理、充実を図ります。 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成30年度新規の「ものづくり人材育成支援事業」により、若手の技術力向上を図るとと

もに高度な技能の継承につなげています。平成30年度は9名（2社）の申込みがありました。 

○村山市地域雇用創造推進協議会と連携し、各種セミナーや就職面接会を開催しました。 

 セミナーの受講者数 平成28年度134人 平成29年度190人 平成30年度181人 

 創業者・就職者数  平成28年度50人 平成29年度51人 平成30年度40人 

○平成27年度に「村山市資格取得支援事業助成金」制度を創設しました。 

 交付決定者数 平成27年度16人 平成28年度25人 平成29年度19人 平成30年度18人 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○技能の継承について、経験豊富なシニア世代からの指導や外部研修などによりスキルアッ

プを図っていますが、人手不足の影響もあって企業内労働者の高齢化が進んでおり、技術

が継承されにくい状況となっています。 

○事業承継問題は、今のところあまり取り沙汰されていないものの、僅かではありますが後

継ぎがいなく廃業したケースが見受けられました。 

○雇用情勢は着実に改善していますが、依然として各業種で人手不足が続いており、地元高

校生の就職や定着、Uターン推進などの事業を拡充しなければなりません。 

 

（課題と展望） 

○小中学生の職業観の醸成や高校生への企業の紹介などを通して、市内企業への就職促進、

若者定着を推進する事業を展開し、若者の地元就職の促進や働きやすい環境づくりに取組

むことが必要となってきます。 
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○小規模事業所においては、近い将来、後継ぎがいないことを理由に廃業に追い込まれるケ

ースが加速すると想定され、対策を検討していく必要があります。 

○事業承継問題は、誰に承継するか、承継者がいなければどうするか、資産に係る相続税や

贈与税のことなど専門的なスキルが必要であり、今後支援体制を整えていく必要がありま

す。 

○企業と新卒者や求職者のマッチングや雇用に結び付く資格取得の後押しなど、継続して支

援する必要があります。 

 

【具体的施策】 

（1）後継者対策（商工観光課） 

村山産業高校等関係機関と連携し優秀な人材の地元定着を図ります。また、支援制度

を活用しながら若手の技術力向上を図り、後継者育成に努めます。 

事業承継対策については、山形県事業引継ぎ支援センターと連携し、円滑に承継を進

めるための事前準備から事業承継計画策定までの支援を行います。また、親族外の第三

者への承継なども含め支援体制の整備に努めます。 

 

（2）雇用対策・人材育成（商工観光課） 

   ハローワーク村山との連携を強化し、就職面接会を実施することで、企業と求職者の

マッチングを図ります。（参加企業20社程度） 

求職者や転職希望者のスキルアップや就職に結びつくための資格取得を引き続き支援

し、高校生への市内企業の紹介やUターン就職活動交通費支援事業、やまがたワークフェ

スin東京への参加など若者の地元定着を推進する事業を拡充します。 

 

63



2-3-1 地域の特色を活かした商業の支援 

【基本方針】 

平成29年4月に制定した村山市小規模企業振興基本条例の基本理念にのっとり、小規模事

業者の創意工夫と自主的な努力を促す事業を展開します。また、小規模事業者の発展、経営

の安定のための各種補助事業や資金調達について、事業者が活用しやすいように制度の拡充

を図り、起業者・創業者支援や空き店舗対策を推進します。 

商業と観光業は密接な関係にあります。観光業の発展により、商業分野での経済波及効果

が見込まれることから、観光資源を活用した市産品の開発、販売などへの支援、「最上川三

難所そば街道」と連携し、観光客の誘致を積極的に推進します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成29年4月に「村山市小規模企業振興基本条例」を制定し、企業間の連携支援や金融機

関と連携を図りながら、融資制度や信用補完制度の充実に努めました。 

○「小規模企業活性化補助金」の交付決定件数 平成29年度3件 

○「商業・繁盛店づくりセミナー」受講店舗数  

 平成28年度11店 平成29年度9店 平成30年度6店 

○甑葉プラザにコワーキングスペースを開設し、企業・創業を支援するためにセミナーやワ

ークショップを開催しました。 

○仙台圏への近さを利用した観光PRや友好都市である北海道厚岸町や東京都台東区での観

光物産展を行いました。 

○平成30年度の観光客数など 

 最上川三難所そば街道：約239,400人（うち、11月の板そばまつり期間：約22,200人） 

 仙山交流村山フェスティバルそば振舞い：900食（2日間） 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○ヤマザワやその他のテナントが出店し、駅西地区の開発が進んでいますが、中心商店街な

どで空き店舗が目立ち、空洞化が進んでいます。 

○一方、若い経営者が、村山市商工会主催の「創業塾」を受講し、やまがたチャレンジ創業

応援事業助成金などの支援を受け、空き店舗を活用し創業したケースも見受けられます。 

○平成6年に結成され県内そば街道の発祥ともいわれる「最上川三難所そば街道」は、年々

客数が増えている状況にあります。 
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（課題と展望） 

○各地域の商店街ににぎわいを取り戻すために、魅力ある個店づくりを支援していく必要が

あります。 

○小規模事業者の経営の安定化を図ることが、魅力的な活気ある企業への条件であると考え

られるため、各種支援を継続していきます。 

○楯岡高校跡地の利活用は、経済効果の発揮や中心市街地の再生につなげていくことを目標

に、さまざまな交流と連携による相乗効果が見込まれるよう、起業・創業の拠点となるよ

うな機能を検討していきます。 

○最上川三難所そば街道の整備、支援を行うことにより、観光客を呼び込み、さらなる発展

を目指します。 

 

【具体的施策】 

（1）魅力ある個店づくりの支援（商工観光課） 

  各種補助制度の内容を検証し、事業者が活用しやすいような補助制度を確立します。安

定した経営のための制度周知を図り、経営に関するセミナーなどを実施し、事業者支援を

行います。 

また、商店街と連携したイベント等での協力体制を強化し、空き店舗対策について検討

します。 

 

（2）起業者・創業者支援（政策推進課・商工観光課） 

  楯岡高校跡地利活用基本構想において、施設に導入する機能としてコワーキング機能や

オフィス機能を導入することとしており、起業・創業の拠点となるように検討を進めます。

また、商工会などの関係機関と連携し起業者などの支援を行います。 

 

（3）観光業との連携（政策推進課・農林課、商工観光課） 

ローズプロジェクトや6次産業化における商品開発や販売促進を積極的に行ないます。 

また、最上川三難所そば街道との連携を強化し、PRやイベントへの支援を行い、誘客効果

を図ります。 
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2-4-1 農商工連携による新たな発見支援 

【基本方針】 

農産物の付加価値を高めるため、農業の6次産業化を推進します。 

農業者・工業者・商業者・教育機関（村山産業高校）等が連携したネットワーク組織「村

山市6次産業化推進協議会」が中心となり、6次産業化を目指す市民を育成し、魅力的な商品

開発や新たな販路開拓を推進します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成28年度から「6次産業化」の普及を図ることを目的とした「6次産業化推進フォーラム」、

平成29年度から「6次産業化」に取り組もうとする人材の育成を目的とした「6次産業化チ

ャレンジ講座」を開催し、複数名の新たな6次産業実践者の掘り起こし、育成が図られま

した。 

○食品加工業や外食産業と連携し、必要とされる商品、売れる商品の開発、販路開拓等を支

援しました。6次産業化商品として、芋煮コロッケ、芋煮レトルト、杵つき餅、しそ巻き、

コンフィチュール（果物の砂糖煮）、山ぶどう液、ローズパスタ（マカロニ）、秘伝豆の納

豆、一味唐辛子などがあります。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○6次産業化に必要な加工施設や機器導入への補助や、商品開発に関する支援を行っていま

す。 

○外部から専門の講師を招き、少人数による人材育成講座を開催し、6次産業化に取り組む

人材の掘り起こしと育成に努めています。 

 

（課題と展望） 

○これまでフォーラムの開催や人材育成講座の開設により少しずつですが着実に6次産業化

への理解が定着してきています。引き続き6次産業化の普及と人材育成の取組みも継続し

ていきます。また、6次産業化に携わるリーダー的な人材を確保し、商品開発等の取り組

み事例を発信していく必要があります。 

○農業者とバイヤーの交流・マッチングする場が不足しているため、機会を設けられるよう

に調整、検討を重ねています。 
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【具体的施策】 

（1）農林畜産物6次産業化ネットワークの構築（農林課、商工観光課） 

引き続き6次産業化に必要な加工施設や機器導入への補助や、商品開発に関る支援を行

います。また、6次産業化への意識醸成や情報発信のための事業を展開していきます。

さらに、比較的取り組みやすい加工技術研修会など、より実践的な研修会を多数開催し、

6次産業化に対する市民への更なる浸透と事業化へのきっかけを作り、人材の掘り起こ

しと育成に努めます。 

 

（2）食品加工業や外食産業との連携（農林課、商工観光課） 

多様化している消費者ニーズを的確にとらえるため、食品加工業や外食産業と連携し

必要とされる商品、売れる商品の開発、販路開拓等を支援していきます。令和元年から

農業者と食品加工業者あるいはバイヤーなどとのマッチング交流会を6次産業化推進協

議会事業として実施していきます。 
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2-4-2 農観連携による取組みと地産地消の推進 

【基本方針】 

農業者の所得向上を目的とし、生産者が市内及び近郊の住民に直接販売する機会について

検討します。また、産直施設全体の底上げを図るとともに年間を通じて安定した売上げを得

るための検討を進めます。 

グリーンツーリズムの推進として「アグリランドむらやま」事業※1を展開し、観光分野と

の連携により、農産物の生産販売において、さらなる所得向上と地域活性化を図るとともに、

食育・地産地消事業を実施します。 

  

【前期基本計画の成果】 

○平成 30 年 3 月に「第 2 次村山市食育・地産地消推進計画」を策定。その中で学校給食に

おける市内農産物使用割合の目標値を設定しました。 

○平成 28 年度に村山式移動型産直「からほろマルシェ」を立ち上げました。市内外のイベ

ントやまつりに参加し、村山市産農産物の PRを行っています。 

○市内の産直施設や農家レストランなどをまとめた「グリーンツーリズムマップ」を作成し、

市民や観光客に周知が容易になりました。 

○平成 31年度に道の駅「むらやま」を改修し、屋内産直スペースを新設しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○「からほろマルシェ」は市内外でのイベント出店の他に、地元での地産地消を推進するた

め、五日町公園で定期市を実施しています。 

○大谷地沼の「天然ジュンサイ」という地域資源を活用し、農林水産業と観光資源の魅力を

発信する取組みを実施しています。具体的には「箱舟漕ぎレース」への協力や、「天然ジ

ュンサイ」の採取を手伝ってもらう「収穫チケット」を販売することで、一般の観光客に

収穫を楽しんでもらいながら採取量の確保に努めました。 

○市内小学校の総合的な学習の時間で、「農産物の栽培・加工」についての食育授業を実施

しています。 

 

（課題と展望） 

○市内産直施設における売上げについては、全体的に着実に伸びているものの、売れる産直

と売上げに伸び悩む産直に開きがあります。また、道の駅「むらやま」の屋内産直スペー
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スのさらなる売上向上を図る必要があります。農業者の所得向上と産直施設の底上げ（商

品展示の改善、品質向上、冬期の品薄対応等）のため、産直施設における人材育成施策が

重要です。 

○村山市の特産でもある「天然ジュンサイ」は、採取者（採取会社の構成員）の高齢化など

の理由により、採取量が激減しており、特産品の販路拡大に困難が生じています。 

 

【具体的施策】 

（１）新規販路開拓支援（農林課、商工観光課） 

  魅力ある（売れる）産直施設にしていくため、市内産直施設のネットワーク化を図り、

情報交換の場、研修会を開催します。また、市内飲食業団体へも働きかけ、市内の安心安

全な農産物を提供し地産地消を図ります。 

 

（２）グリーンツーリズムの推進（農林課、商工観光課・生涯学習課） 

  「アグリランドむらやま」事業を展開していくため、事業運営組織の選定及び体制整備、

農業体験メニューの拡充など、事業の確立に向けた取組みを実施します。また、「天然ジ

ュンサイ収穫」など、地域の資源を生かした農業体験を通じて農林水産業の魅力を発信し

ます。 

 

（３）食育の推進（農林課、保健課・子育て支援課・商工観光課・学校教育課） 

地元産農畜産物を市内教育・保育施設等や学校での給食に提供することで幼児期から

食育を推進し、食と農の大切さと地域農業に対する理解を深める機会を設けます。 
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3-1-1 東沢公園エリアのブラッシュアップ 

【基本方針】 

東沢公園と周辺の自然豊かな景観は、市民の憩いの場だけでなく本市観光の一大拠点と

してその役割を果たしています。 

「香りのバラ」に着目したバラ園整備や「恋人の聖地」として若い世代からの注目され

るような催しを実施するとともに、東沢公園エリアが、年間を通して多世代から愛される

ような利活用を推進し、観光誘客を図ります。また、周辺施設及び周辺観光メニューの充

実を図るとともに、観光ボランティア観光ガイド等の人材育成に努めます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成30年度から日本ばら会による指導を受け、「香りのバラ園」として取組みを開始し

ました。 

○平成30年度に東沢バラ公園有料入場者数が、6年ぶりに増加に転じました。 

○観光ガイドについて、楯岡街歩きガイドやのほかバラまつりでの園内ガイドなど活動分

野を広げて実施しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○若い世代の誘客を図るため、「恋人の聖地」整備工事を実施しました。 

○バラまつり期間中のイベント等を見直し、内容の充実を図りました。 

 

（課題と展望） 

○「香りのバラ園」として特色と魅力を創出する取り組みの他、園内のバラの管理をさら

に徹底するため、ボランティアによるバラ管理の担い手育成を図る必要があります。 

○周辺の散策路整備による健康と癒しの場としての利活用や子育て世代のためのコンビネ

ーション遊具整備の検討は進んでおらず、年間を通して誘客する施策の検討が必要で

す。 

○幅広い世代のニーズを把握するとともに、特に若い世代へのPR方法を検討していく必要

があります。 

○エリア内コンテンツのPRや街歩き等の着地型観光がを進めるとともに、観光ガイドの確

保、人材育成に取り組む必要があります。 
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【具体的施策】 

（1）東沢公園の利活用の促進（商工観光課） 

香りのバラの植栽及び園内の整備を進めるとともに、継続的に香りのバラを植栽する

等「香りのバラ園」として特色と魅力を創出させます。また、ボランティアによるバラ

管理の担い手育成を図ります。 

東沢公園エリアが、年間を通して多世代から愛されるような利活用を推進するため、 

他産業と連携した事業の推進を図ります。 

香りのバラの植栽及び園内の統一感のある環境整備を進めるとともに、継続的に香り

のバラを植栽する等「香りのバラ園」として特色と魅力を創出させます。また、ボラン

ティアによるバラ管理の担い手育成を図ります。 

東沢公園エリアが、年間を通して多世代から愛されるよう、他産業と連携した新事業

を展開する等、新たな利活用を検討します。 

 

（2）バラまつりの充実（商工観光課） 

「香りのバラ園」、「恋人の聖地」である東沢公園として、バラの香りに着目したイ

ベントや、若い世代から注目される催しを実施し、バラまつりの充実を図ります。 

バラに関する新たな土産品など特産品の開発を進め、「バラのまち」としての魅力を

向上させます。 

 

（3）東沢公園周辺観光資源の活用（商工観光課・生涯学習課） 

東沢公園一帯に存在する観光資源を有効活用し着地型観光を促進します。また、市歴

史文化基本構想と連携した観光誘客を図ります。 

東沢公園一帯に存在する文化財を含む観光資源を有効活用し、体験や交流を取り入れ

たまち歩き観光等を推進し、さらなる観光誘客を図ります。 
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3-1-2 最上川三難所エリアのブラッシュアップ 

【基本方針】 

本市を貫流する最上川沿線には、三難所を活かした舟下り・クアハウス碁点・そば街道

といった従来からの観光資源が存立しています。 

最上川舟下りを三難所エリアの中心とし、舟から見える景観整備や眺望公園の有効利用を

進めます。また、最上川周辺の自然を活かした新たなアクティビティを創出し、広域的な観

光の枠組みを構築します。さらに、市歴史文化基本構想と連携した事業を展開し、観光誘客

の促進を図ります。のもと市内の文化財の積極的なPRに努め観光誘客へつなげます。（東沢

公園エリアの考え方と同様に、最上川三難所エリアも「村山市歴史文化基本構想」との連携

を推進します。） 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成28年度にクアハウス碁点北側の最上川沿いにアウトドア観光施設を新設しました。 

○平成29年度から三ケ瀬眺望広場整備事業に着手しました。 

○平成30年度に最上川三難所そば街道の各店舗にサイクルスタンドを設置しました。 

○文化財の調査やワークショップを行い「村山市歴史文化基本構想」を策定しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○クアハウス碁点北側の最上川沿いにキャンピングカーが利用できる「RVパーク」を新設

しました。 

○三難所の一つである「三ケ瀬」の魅力向上を図るため、三ケ瀬眺望広場整備事業に着手

していますが、舟下りやアウトドア観光が連携するなどのエリア内の観光素材が一同に

会するような合同イベントの開催に至っていません。 

○「村山市歴史文化基本構想」を策定しましたが、観光に繋がる歴史文化遺産の掘り起こ

しに至っていません。その過程で見いだされた未指定の文化財のPRや活用に至っていま

せん。 

 

（課題と展望） 

○最上川周辺の自然を活かし、舟下りや三ケ瀬眺望広場を含めた一体的な整備の検討を進

め、広域的な観光の枠組みを構築する必要があります。 

○観光に繋がる歴史文化遺産の掘り起こしを行い、市歴史文化基本構想と連携した歴史文
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化の保存・活用を推進する事業の展開が必要です。市内の指定・未指定問わずすべての

文化財を保存活用する取り組みを進め、観光につながる事業の展開が必要です。 

○最上川三難所エリア内の観光素材が一同に会するような合同イベントの開催に至ってい

ません。エリアとしての魅力を発信していくためには、核となるイベントとの合同開催

を検討し、面的開催を検討する必要があります。 

 

【具体的施策】 

（1）自然を活かしたアクティビティの充実（商工観光課） 

最上川周辺の自然を活かした既存施設の活用に加え、新たなアクティビティを創出

し、エリアの一体的な観光の枠組みを構築します。 

最上川三難所舟下りやクアハウス碁点北側最上川沿いに設置したRVパークなど既存施

設の活用に加え、最上川周辺の自然を生かしてグランピングなどの新たなアクティビテ

ィを創出し、エリアの一体的な観光の枠組みを構築します。 

 

（2）最上川三難所エリア観光資源の活用（商工観光課・生涯学習課） 

マップやパンフレットの制作やICTを活用したPRを統一感あるものにする等、一体感

のある広報戦略や面的なPRに努めます。 

また、市歴史文化基本構想と連携した歴史文化を活用した事業を展開します。 

最上川三難所エリアのイベントの整理や合同開催などを検討します。 

周辺マップやパンフレットの製作やICTを活用したPRを統一感あるものにする等、エ

リアとして一体感のある広報戦略や面的なPRに努めます。 

また、地域に存在する文化財を観光振興に活用します。 

最上川三難所エリアのイベントの整理や合同開催など、エリア内にあるそば街道等

の観光資源を協同で発信できる機会を検討します。 
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3-2-1 新たな観光PRの取組み 

【基本方針】 

観光スタイルの変化や国外からの観光客の増加により、観光客のニーズに合った観光誘

客戦略の構築が重要です。 

個人旅行の増加やインターネットを使用した予約など時代とともにその手法が変化して

います。また、スマートフォンなどの通信機器の普及によりさらに手軽に情報を取得する

ことが可能になってきています。 

SNS等のICTを活用し、求められる情報の把握や詳細な情報提供など、特色ある情報発信

に努めます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成24年度から市ホームページ上にイベントカレンダーを開設し、新たな情報発信を実

施しました。 

○村山市の公式フェイスブックのフォロワーが増加しました。近隣市と比較しても、多く

の方にフォローしていただいており、高いPR効果があります。 

○平成29年度から徳内まつりの開催方法を変更し、参加者も楽しめるよう宵まつりを実施

しました。 

○平成10年からそばの里むらやまをPRするため、そば花まつりを継続的に実施しました。 

○平成28年から観光アプリ「むらやま散策アプリ」の運用を開始しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○観光分野のほか、親子交流イベントなど様々な催し物等を開催日ごとに案内する「イベ

ントカレンダー」を開設していますが、旧町村単位の伝統行事等が掲載されることが少

ないです。 

○徳内まつりにおける誘客数は横ばい傾向にあり、参加者は減少傾向にあります。 

○そば花まつりの継続的な開催は評価されるますが、運営面に関して地元住民との関わり

など改善の余地があります。 

○観光アプリ「むらやま散策アプリ」の効果的な運用が進んでおらず、ダウンロード数が

増えていないのが現状です。 
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（課題と展望） 

○イベントカレンダーや観光アプリの内容や運用方法が不十分であり、ICTを活用した情報

発信を再検討し、よりわかりやすい情報提供に努める必要があります。 

○徳内まつりの開催方法を変更し、参加者も楽しめる仕組みとして宵まつりを開催し、パ

レードを2日間としましたが、誘客数及び参加者数を増加させる取組みとしての有効性に

ついて更に検証が必要です。 

○そば花まつりだけでなく、ひっぱりうどんなどの特色ある市の食文化を総合的に発信し

ていく必要があります。 

○観光プロモーション用の提案書を作成して、仙台・福島圏を中心に県内外に向けてPR活

動を行っています。 

 

【具体的施策】 

（1）戦略的な観光情報の発信（商工観光課・総務課） 

365日のイベントカレンダーや観光アプリの積極的かつ有効な活用を含め、ICTを活用

した情報発信方法を検討し、時代に即した新たな観光誘客に努めます。また、旧町村単

位の伝統行事等を掲載し、地域独自の魅力の発信に努めます。 

 

（2）むらやま徳内まつりの進化（商工観光課） 

県内を代表する夏まつりへと成長した徳内まつりを、確実に次の世代へと継承してい

くため、市民一人ひとりが「徳内まつりが世代間交流を図る地域づくりである」ことの

認識を高める施策を検討します。 

 

（3）「そば」などの食文化の活用（商工観光課・農林課） 

そば花まつり等の食文化イベントを継続し、その土地に根付いた季節感ある食文化を

体感できる“ほどよい田舎”の観光施策を展開します。 

 

(4) 広域的観光の推進（商工観光課） 

近隣自治体と連携しPRすることで、新たな誘客を図ります。また、インバウンド観光

に対応できる施策を検討します。 

   村山 IC（仮称）を起点とした市内観光ルートの設定はもちろん、やまがた広域観光協

議会や北村山地域連携推進研究会などにおいて、近隣自治体と連携し、インバウンド観

光にも対応できる広域的な観光ルートの設定に取り組みます。  
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3-2-2 観光まちづくりの推進 

【基本方針】 

観光のまちづくりには、市民自らが村山市を誇りに思う心の醸成のみではなく、観光に

よる事業の創出とそれらの人材育成が重要です。 

農産資源や地域に点在する歴史文化資産文化財の掘り起こしを行いながら、農業と連携

した観光、歴史文化と連携した文化財を活かした観光など、体験型・見学型あらゆるもの

を観光に結び付け、関係人口の創出とそれらの事業化と人材の育成に向け取り組みます。

また、これらを推進する総合案内機能の強化を図ります。 

 

【前期基本計画の成果】 

○観光ガイドの活動分野を拡充しました。（周遊バス、楯岡街歩きガイド、バラまつり園

内ガイド） 

○平成30年12月に居合道体験プログラムを旅行商品化しました。 

○平成30年度において、村山産業高校、東桜学館高校による観光ボランティアが6日間で55

名従事しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○観光ガイドの活動分野を広げて実施していますが、ガイドの確保が難しい状況にありま

す。 

○居合道体験旅行商品に関し、首都圏のテレビ局の取材があり全国的な知名度向上が期待

されます。 

○農業体験等による着地型観光メニュー15種類に加え、開催日指定メニューを追加しまし

た。平成30年度は10回催行し体験者数は150名となりました。 

○バラまつり期間中における高校生観光ボランティアガイドの継続的な安定した人数の確

保が難しいのが現状です。 

 

（課題と展望） 

○観光ガイドの確保が難しい要因として、市民の関心度のほか、報酬などの対価が考えら

れます。活動分野を広げニーズを高める工夫と稼働時間を拡大し、事業化に向けた取り

組みが必要です。 

○居合道体験旅行商品の知名度向上のため、観光旅行客の動向を分析し、より効果的な方
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法で販売を促進していく必要があります。また、これらに関係する団体及び地元住民と

の連携が不可欠です。 

○着地型観光の受入体制の整備を図り、観光分野及び農業分野が連携した誘客数の増加に

対応できる体制を整備する必要があります。 

 

【具体的施策】 

（1）持続可能な観光の仕組みの構築（商工観光課） 

観光ガイド育成講座の実施や観光商品の開発を進めることにより市民一人ひとりに地

域の観光資源を再確認してもらうとともに、新たな事業の創出を目指して、人材の確

保、育成方法を検討します。 

 

（2）着地型観光の推進（商工観光課） 

居合道体験旅行商品販売事業者の育成を行い、居合道振興会や地元を巻きこんだ事業

展開を図ります。地域をあげた居合道体験の受入体制の充実や、着地型観光の受入体制

の整備を図ります。 

観光分野及び農業分野の連携や市歴史文化基本構想と連携した観光資源として農業や

文化財を活かしながら観光誘客を図るとともに、総合案内機能を強化し、着地型観光の

推進と関係人口の創出を図ります。 

 

（3）将来を担う世代との連携・育成（商工観光課） 

将来を担う世代との連携事業として、引き続き高校生観光ガイドボランティアを募集

し、育成に努める必要があります。また、村山産業高校の観光に関する活動についても

引き続き支援し、高校生の企画内容を市の施策や取組みに取り入れることも検討してい

きます。 

引き続き高校生観光ボランティアガイドを募集し育成に努め、世代間交流を育むと

ともに、若い世代への地域の魅力の周知に努めます。また、村山産業高校の観光に関

する活動についても引き続き支援し、高校生の目線による企画や観光ニーズを市の施

策に取り入れることも検討していきます。 
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3-3-1 観光インフラや二次交通の整備 

【基本方針】 

高速交通網の整備が進む中で、観光客に優しい分かりやすい観光インフラの整備を行

い、心地よく過ごせる環境の整備が重要になっています。 

全国的に訪日外国人旅行者が年々増加する中、本市においてもそれら外国人観光客を受

け入れる体制の整備を進めるとともに、インフラ整備を実施します。 

また、公共交通と二次交通の運行について、観光分野だけの課題とせず、高齢者福祉対

策などと連携し、一体的に検討、整備を進めます。 

 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成30年度からワンコインタクシーを通年運行した結果、前年に対し増加しました。 

○平成28年度、村山駅１階に新たな観光情報発信基地の整備をしました。 

○市公共施設17か所に公衆無線LANを整備しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○多言語対応観光サインの整備に至っていません。 

○ワンコインタクシーを通年運行にし、二次交通を拡充しました。 

○新たな道の駅構想の方向性は決まっていません。 

 

（課題と展望） 

○多言語対応観光サイン整備に係る予算確保やデザインの統一化などの検討が必要です。 

○市内観光地等をつなぐワンコインタクシーは、運行期間を拡充したため、利用者が増加

していますが、周遊バスの利用者数が伸び悩んでおり、運行方法など検討する必要があ

ります。 

○公衆無線LANの整備数の増加など結果がでているますが、今後も利便性やセキュリティ面

などの安全性を考慮したうえで進めていく必要があります。 

○新たな道の駅構想があるりますが、東北中央自動車道の開通後の国道13号の交通量をみ

て整備の必要性を検討します。 
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【具体的施策】 

（1）多言語対応観光サインの整備（商工観光課） 

居合道体験商品などの海外への発信を進めインバウンドの増加を目指すとともに、多

言語対応した統一性のあるデザインによる観光サインの整備の検討を進めます。 

 

（2）二次交通の整備（商工観光課） 

ワンコインタクシーの充実に向けて、需要の高い市の主要観光地の対象施設への追加

を今後も検討していきます。 

周遊バスのバラまつり最盛期における集中的な運行や、近隣市町と連携した広域的取

組など新たな運行方法を検討します。 

 

（3）公衆無線LAN等の整備（商工観光課） 

公衆無線LANの未整備観光施設について、必要性を検討し整備を進めます。 

観光アプリ「むらやま散策アプリ」及び公式フェイスブックやキャッシュレス決済な

どのICT活用について、一体的に検討を進めます。 

 

（4）新たな観光情報発信基地の整備（商工観光課） 

新道の駅については、駅西開発エリアと合わせて検討を進めていきます。 

現在の道の駅の利用拡大のため魅力度を向上させる必要があります。今後は、産直ス

ペースを改修し売上の向上を目指します。一方で、新道の駅構想もあるため、施設改修

を行う場合は、その内容がニーズを的確に捉え、施設の魅力度向上に資する内容である

か十分に検討する必要があります。 
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3-3-2 宿泊施設の充実 

【基本方針】 

本市の宿泊施設は、クアハウス碁点をはじめ、旅館、ビジネスホテル、民宿、ゲストハ

ウスなどがあります。しかし、十分な数とは言えず、さらに宿泊者のニーズとの乖離も見

受けられます。 

住宅民泊の制度も新設され、農業体験やいろいろな体験ができる住宅民泊の開設支援を

検討します。また、移住施策と連携し、短期から長期のお試し居住での利用を模索しま

す。 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成29・30年度にクアハウス碁点客室、2階トイレのリニューアル、全館Wi-Fi設備を整

備しました。 

○平成29年度に村山駅西口に「村山西口ホテル」が開業しました。 

○農業体験メニューを組み入れた「農家民宿」等の旅行商品の開発を実施しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○クアハウス碁点の施設及び設備の老朽化が進んでおり、利用者及び収入減になっていま

す。 

○村山西口ホテルの利用客は、自動車教習所合宿生やビジネス客が主です。 

○住宅民泊も含め、宿泊施設の整備が進んでいません。 

○空き家調査の結果、約400件の空き家が存在しますが、観光で利用できるような物件がな

かなか存在しません。 

 

（課題と展望） 

○客室やトイレの一部改修工事を実施していますが、昭和57年度のオープン以来、施設及

び設備の老朽化が進んでいるため、利用者、収入の減につながっています。 

○市内各宿泊施設の海外観光客による利用状況などの把握ができていないため、宿泊状況

の調査を実施する必要があります。 

○空き家バンクの他は、空き家利活用に関する制度の検討が進んでいません。 
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【具体的施策】 

（1）クアハウス碁点の整備（商工観光課） 

リニューアルなど施設維持や機能改善に必要な整備を今後も計画的に実施するととも

に、利用者の増加につながる新たな施策を展開し、施設の増収につなげていきます。 

 

（2）民間宿泊施設の充実（商工観光課、農林課・政策推進課・建設課） 

市内の民間宿泊施設について、各施設が連携して取り組むなど効果的なPR方法を検討

します。 

インバウンド向けゲストハウス等の民泊の開設支援を検討します。また、楯岡高校跡

地利活用によるゲストハウス設置を進めます。 

農業及びと観光の連携を図り、引き続き農業体験メニューの開発を実施するととも

に、アグリランド推進事業と連携した着地型観光を推進し、農家民宿等の開設・支援を

検討します。 

空き家等を含め空き家等を利活用した観光振興について、どのような方法で利活用

実現可能かを具体的に検討し、事業を行う者への支援策も同時に検討します。 
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4-1-1 いのちを大切にし、豊かな心とタフな精神、健やかな身体の育成  

【基本方針】 

 少子化、核家族化といった社会の変化が進む中、教育熱心な風土で、地域コミュニティ 

が安定した市の特性を生かして学校、家庭、地域の連携を一層推進させ「いのちの教育」 

の実践・普及、思いやりの心と規範意識の育成を進めていきます。 

 少子高齢化を伴う人口減少という重要な課題を受け、市が進める「むらやま子育ちあい 

あるプラン」と連携し、自分が受け継いだ大切な生命の継糸をしっかりと次世代に伝えて 

いく教育を推進します。 

 生涯にわたる人格形成の基礎を養う家庭教育、幼児教育の充実を図るとともに、読書活 

動や文化芸術活動、感性を揺さぶる体験活動を推進し、豊かな心と強くたくましい精神力 

を育んでいきます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○いじめを原因とする「重大事態」がどこにでも起こりうる現状があることから、国、県の

指導により、市においても体制整備を図りました。 

○昭和57年度より、毎年6月に市内の中学生を対象に学校単位での植林体験と森林教室を行

う「教育の森」を実施し、森林・環境教育に成果を上げています。 

○平成28年度までは私立高等学校生のいる低所得世帯へ補助を行い、平成29年度からは制度

を見直し対象を拡大して実施、保護者の経済的負担を軽減できました。 

○東京五輪ホストタウン事業として事前キャンプを誘致したことにより、市民体育館にのバ

リアフリー化の整備がなされを行いました。 

○スポーツ推進委員や総合型地域スポーツクラブの育成を支援しながら各種大会を実施し、

市民の生涯スポーツの普及が促進されました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○平成30年度より村山市における「いじめ防止対策」関係の条例化による組織設置が検討さ

れ、平成31年4月より条例を施行しました。条例施行に伴い「村山市いじめ防止基本方針」

を改定します。 

○市内の中学生への植林体験と森林教室を実施しました。 

○奨学金の対象を高校生、大学生までに拡大し「夢応援奨学金事業」として実施しています。 

○マラソン大会やエアバレー大会などの各種競技大会等を実施しています。 
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（課題と展望） 

○条例施行に伴い、令和元年度に改定した「村山市いじめ防止基本方針」を改定します。「学

校いじめ防止基本方針」の見直し、を保護者、地域への周知し、学校評価での効果検証を

通してより実効的ないじめ防止の取組みを推進していきます。 

○植林体験と森林教室について引き続き継続していきますが、今後の植林地について、関係

機関と協議しながら選定する必要があります。 

○学ぶ意欲と能力がある子どもたちが、経済的理由により進学を断念することなく安心して

勉学に励むことができるよう、今後も市民のニーズに合った奨学金制度の見直しが必要で

す。 

○市民の生涯スポーツ活動の支援及び今後益々ますます経年劣化が進むスポーツ施設の維

持管理体制を、スポーツ施設を管理運営する指定管理事業者と連携して進める必要があり

ます。 

 

【具体的施策】  

（1） 学校・家庭・地域における「いのちの教育」の推進（学校教育課） 

「村山市いじめ防止基本方針」を改定し、市においての体制整備を図りに基づくより

実行的な、いじめ防止の取組など市における体制整備を図ることで、学校・家庭・地域

における「いのちの教育」を引き続き推進します。関連してまた、学校における道徳教

育・人権教育の充実、関係課、関係機関、団体と連携して、いじめ防止に向けた総合的

な取り組みのを推進し、各学校における組織的・計画的な生徒指導、教育相談体制や学

習支援体制の整備を強化します。 

 

（2）生命の継承の大切さや生命尊重に対する教育の推進（学校教育課） 

植林体験・森林教室について引き続き継続していきます。また、次世代に生命をつな

ぐことの大切さを考えさせる教育、性といのちの教育を着実に実施し、「いのちをつな

ぐ存在としての自分」が実感できる教育、「いのちを育む存在としての自分」を認識で

きる教育を実践します。また、植林体験・森林教室を引き続き実施していきます。 

 

（3）豊かな心、タフな精神の育成（学校教育課、子育て支援課・生涯学習課） 

奨学金の対象校種の拡大や支援額の検討など制度を見直し、安心して勉学に励むこと

ができる環境を整えていきます。また、幼児保育・教育と義務教育の連携強化を図り、

情緒豊かな子どもの育成に努めます。さらに、読書シティ宣言に基づく読書活動の推進、

文化芸術活動の活性化を図り、優れた文化芸術に触れる機会を提供します。 
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（4）健やかな身体の育成と生涯スポーツ・協議スポーツの推進（学校教育課・東京オリン

ピック・パラリンピック交流課） 

安全で美味しい学校給食の提供、食育の推進、スポーツ組織や指導員の育成、東京オ

リンピック・パラリンピックにおけるホストタウン事業のレガシーを継続し、市民のス

ポーツ活動の支援を充実させます。 

長寿命化計画に基づき改修等必要箇所の優先順位を見極めながら、既存のスポーツ施

設の維持管理を行います。 

安全で美味しい学校給食の提供や食育の推進などによる子どもの健全育成を図りま

す。また、ブルガリア新体操ホストタウンとしての取組による「つながり」を活かし、

新体操教室の開催など将来へのレガシー形成を推進します。 

スポーツ組織・指導員の育成や市民ニーズを捉えた大会・教室の開催等により、市民

が生涯にわたり健全な体と心を培える環境整備を行うとともに、令和2年度に策定する

スポーツ施設の長寿命化計画（個別施設計画）に基づき、施設を適切に管理していくこ

とで、利用者の利便性の向上を図ります。
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4-1-2 確かな学力を身につけ、時代変化に対応できる能力の育成 

【基本方針】 

生活の近代化や急速な情報化の中で人間関係の希薄化が進行している中、体験的・実感的

な学習や体験を通して子どもたちに「感性」と「コミュニケーション力」を醸成し、地域と

しっかりつながり、より良い村山市をつくっていこうとする「問題解決力」を育成していき

ます。また、村山市の将来を担う子どもたちが、世界にも未来にもつながる「未来志向の体

験」を通してよき職業人・社会人として自立していけるよう、計画的・系統的なキャリア教

育を推進していきます。特別な支援を要する児童生徒の増加という実態を受けて、市就学指

導委員会を中核として関係機関と連携を図りながら、特別な教育的ニーズに応えるための校

内支援体制を強化していきます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○GoGoむらやまインターナショナルキッズ事業では、平成29年度から30年度までの間に延べ

480名以上の教職員が市内小中学校における外国語授業研究会に参加し、求められるコミ

ュニケーション力と指導法についての理解を深めました。また、算数数学学力向上プロジ

ェクトやむらやま教師塾の実施により、教員の研修の機会を設定し、学力向上に貢献しま

した。 

○今後の各学校のICT学習環境の整備を計画的に進めていくために、平成30年度に各学校の

ICT学習環境を調査し、小中学校ICT環境整備基本計画を策定しました。 

○市内の事業所等での勤労体験を通して、働くことの意義や喜びについて学ぶことができま

した。また、市内産業についての理解と興味を深めるよい機会となっています。 

○特別支援教育補助員設置事業、学習サポーター設置事業を通して、特別支援学級及び普通

学級において、児童生徒一人ひとりの発達段階、困り感※1に応じた支援や配慮が行われて

います。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○GoGoむらやまインターナショナルキッズ事業として、市内小中学校において外国語授業研

究会や中学2年生以上を対象としたグローバルキッズ講座を展開しています。 

○ICT学習環境については、各学校で同一環境となっていない部分もあったため、今後の環

境整備を計画的に進めていくために小中学校ICT環境整備基本計画を策定しました。 

○働くことの意義や喜びについて学ぶ機会を持てるように、市内の事業所等での勤労体験を
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実施しています。 

○特別支援学級及び普通学級において、児童生徒一人ひとりの発達段階、困り感に応じた支

援や配慮を行えるように、特別支援教育補助員設置事業、学習サポーター設置事業を実施

しています。 

 

（課題と展望） 

○児童生徒主体の問題解決能力を高め、変化の激しい社会を生き抜く力を育成していくため

に、市内小中学校において、外国語事業を基盤としながら、算数数学学力向上事業、学び

方を学ぶ研究事業の活用を推進していきます。 

○平成30年度の計画策定結果をもとに、今後は年次計画でICT学習環境の整備ができるよう

体制を整えます。 

○キャリアスタートウィークの実施を、市内事業者と若い世代が村山の産業活性化について

共に考える好機ととらえてもらえるよう、理解普及に努めていきます。 

○各小中学校の児童生徒の実態を把握し、適切に支援員を配置するように努めていきます。 

 

【具体的施策】  

（1）社会を生き抜く基盤となる確かな学力の育成（学校教育課） 

   GoGoむらやまインターナショナルキッズ事業として、市内小中学校においてける外国

語授業研究会や中学2年生以上を対象としたグローバルキッズ講座を充実化させ、豊か

な感性とコミュニケーション力を養います。また、算数数学学力向上プロジェクトやむ

らやま教師塾の継続的実施により、質の高い授業づくりを行い学力向上に活かしていき

ます。 

 

（2）社会の変化に対応でき、実践応用力を有するさまざまな資質・能力の育成（学校教育

課） 

平成30年度に策定した小中学校ICT環境整備基本計画をもとに、令和元年度に導入の仕

様等の設計業務を委託し、今後は年次計画でICT学習環境の整備を実施していきます。 

こうした学習環境を整えることで、様々な分野に興味・関心をもちながら、実践的に

磨き、社会環境の変化に柔軟に対応し、個々の能力を最大限に伸ばせるよう、また、自

主的な生涯学習活動の促進を通じて、自立できる力を育成していきます。 

平成30年度に策定した小中学校ICT環境整備基本計画に基づき、年次計画でICT学習環

境の整備を実施していきます。 

子どもたちが様々な分野に興味・関心をもちながら、実践的に磨き、社会環境の変化

86



に柔軟に対応し、個々の能力を最大限に伸ばせる環境づくりや自主的な生涯学習活動の

促進を通じて、自立できる力を育成していきます。 

 

（3）夢の実現に向けた勤労観・職業観の育成（学校教育課） 

   組織や地域社会の中で多様な人々とともに生活する上で必要な基礎的な能力（前に踏 

み出す力、考え抜く力、チームではたらく力）を育むため、小中学校の各段階における 

キャリア教育の在り方等を検討するとともに、引き続き教員に対するキャリア教育の意

識啓発を推進します。 

 

（4）特別支援教育の充実（学校教育課） 

   医療・保健・福祉等関係機関との連携のもと、就学前からの支援、子ども一人ひとり 

  の教育的ニーズに対応した適切な就学指導を継続して行います。また、特別な教育的ニ

ーズに応えるための校内支援体制を強化するとともに、個別支援が必要な児童生徒の指

導計画や教育支援計画の作成を引き続きサポートします。 
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4-1-3 魅力あふれる学校、安心で元気な学校づくりの推進 

【基本方針】 

学校教育を取り巻く環境の変化にともない、学校や教員に求められる役割が拡大する中、

教職員がこれまでなかった新たな教育課題に対応しながら、子どもとじっくり向き合える学

校体制づくりを支援していきます。また、美しく豊かな自然に囲まれ自然災害が少ない村山

市にあって、更なる安全安心な教育環境を確保するとともに、計画的・体系的に学校設備・

体制の整備を進め、児童生徒が主体的に命を守ろうとする態度の育成を支援します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○市内小中学校の連合音楽会を開催し、豊かな感性を育むほか、小中学校に対して山形交響

楽団によるスクールコンサート開催費用の助成を行い、山形交響楽団の振興と児童生徒の

音楽教育の推進において成果を出しています。 

○平成28年度に着工した楯岡小学校の改築事業が平成30年度に完成。このほか、中学校の体

育館、講堂等の天井落下防止や学校施設の耐震化を実施しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○市内小中学校の連合音楽会の開催及び山形交響楽団によるスクールコンサートを実施し

開催費用の助成を行っています。 

○日々進歩発展する施設の設備等において、昭和から平成初期時代に建設された施設の老朽

化が激しく、近年建設された施設との利便性及び教育環境の差が大きくなっています。 

 

（課題と展望） 

○音楽教育の推進において、学校、関係団体と連携、協力しながら事業を継続していきます。 

○学校施設の長寿命化計画を策定し、計画に沿い改修することにより、教育環境の差を無く 

し施設の長寿命化を図ります。 
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【具体的施策】  

（1）時代の進展に対応し、信頼される学校づくりの推進（学校教育課） 

今後も引き続き、学校、関係団体と連携しながら音楽教育の推進事業を継続していき

ます。 

これにより、五感を十分に活用した体験的・実感的教育活動の推進を引き続き支援し

ます。また、児童生徒一人一人に対するきめ細やかな指導を行うため、教員のキャリア

ステージに応じた研修を行い、担任力を高めます。 

 

（2）安全安心な教育環境の確保（学校教育課・生涯学習課） 

「地域の学校」という視点を基本にした小学校の次期適正規模・適正配置の計画、小・

中学校の施設については、学校施設の長寿命化計画を策定し、計画に沿い改修など安全

対策をすすめます。 

また、社会教育施設については、「村山市公共施設等総合管理計画」等を鑑みて、計

画的な早期保全による施設の長寿命化を推進します。 

子どもたちにとって望ましい教育環境を提供するため、「地域の学校」という視点を

基本にしながら、小学校の今後の適正規模の確保・維持及び適正配置を検討し、次期配

置計画を策定します。 

小・中学校施設については、学校施設長寿命化計画に沿い改修などの安全対策を進め

ます。 

社会教育施設については、令和2年度に策定する長寿命化計画（個別施設計画）に基

づき、計画的な早期保全による施設の長寿命化など適切に管理していきます。 
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4-1-4 郷土に誇りをもち地域とつながる心の育成、学校と地域が協働し支え

合う仕組みを構築 

【基本方針】 

郷土の自然や歴史、伝統文化、先人の業績などの理解を深めることは、未来を拓く人づく

りを進める上で重要です。ふるさとを知る学習や活動を推進し、郷土に誇りと愛着を持ち、

地域で活躍する人、ふるさとを離れても地域と心でつながる人を育成していきます。 

教育は学校だけでなく、家庭や地域、事業所など社会全体で担うという考え方に立ち、全

体で教育を支援していく取組みをすすめます。児童生徒の地域活動への積極的参加を促し、

地域の実情や特色を生かして、学校と家庭、地域の連携・協働を推進していきます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○令和元年度の小学校教科書の採択替えに合わせ、教科書の内容に合う副読本を作成するた

め、編集委員会を組織しました。村山市の地理的特徴や、産業、自然の特色、魅力につい

て情報収集するための準備会を実施しました。 

○学校図書のデータベース化、統一した管理システムを導入し業務の効率化を図りました。 

○村山市史のサイドブックになるブックレットを 5号まで作成し発刊。令和 2年まで実施し

ます。 

○子どもたちの安全安心な居場所づくり（土曜日等の居場所づくり）をとおして、世代間交

流や青少年の健全育成、地域住民による地域教育が推進されます。 

○歴史文化財の保存・活用および継承のため「村山市歴史文化基本構想」を策定しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○令和元年度の小学校教科書の採択に合わせ、社会科教科書の内容に合う副読本を作成する

ための編集委員会を組織し、編集作業を実施しています。 

○歴史文化財の保存・活用および継承のため「村山市歴史文化基本構想」を策定しました。 

○子どもたちの安全安心な居場所づくり（土曜日等の居場所づくり）をとおして、世代間交

流や青少年の健全育成、地域住民による地域教育がを推進されますしています。 

 

（課題と展望） 

○令和元年度から2年度間で副読本の編集作業を行い、令和2年度末までに編集を完了させ、

令和 3年度に配布します。 
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○「村山市歴史文化基本構想」を発展的に展開するため「保存活用地域事業（文化庁補助事

業）」文化財の保存・活用に継続的に取り組みます。 

○地域の力と学校のニーズ（体験活動等）とがマッチして地域ぐるみで学校を支えていく仕

組みが構築されつつあります。国・県の補助金が年々縮小していることが課題です。 

  

【具体的施策】 

(1) 地域を知り、地域を愛する心を育む教育の推進と教育財産等の活用・継承（生涯学習課、

農林課・学校教育課） 

地域の自然や歴史、偉人の業績を学ぶとともに、地域の行事や祭りに参加したり、図書

館などの施設を活用したりしながら、地域を理解し大切にする心を育みます。また、策定

した「村山市歴史文化基本構想」を推進することにより郷土の偉人や地域の伝統文化の素

晴らしさや大切さを再認識し、大人から子どもまで生涯学習として推進し、継承していき

ます。貴重な文化財の保護や活用に努めます 

地域の自然や歴史、偉人の業績を学ぶとともに、地域の行事や祭りに参加したり、図書

館などの施設を活用したりしながら、地域を理解し大切にする心を育みます。また、策定

した「村山市歴史文化基本構想」を推進し、郷土の偉人や地域の伝統文化の素晴らしさ、

大切さを大人から子どもまで再認識してもらうことで、次世代へ継承していきます。さら

に、貴重な文化財の保護や活用に引き続き努めます。 

 

 

(2) 学校と地域との連携・協働の推進と地域社会全体での教育支援（生涯学習課） 

行政区と小学校が一致しているという本市の特徴を大事にし、学校や地域市民センター

等を拠点に、学校と家庭・地域が連携して地域の子どもたちを育むよう、学校支援地域本

部や放課後子ども教室の設置を継続して促進します。また、「開かれた学校」を目指し、

学校からの情報発信や学校評議員制度等を活用した地域の意見聴取を行い、学校と家庭・

地域が連携した信頼される学校づくりを引き続き推進します。 
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4-1-5 活力あるコミュニティ形成に向けた地域の教育力の推進 

【基本方針】 

地域の様々な課題解決を図るため、人が集い、つながり、活力を作り出していく生涯学

習が大切です。地域市民センターや自治公民館を核にした地域の課題解決に向けた学習へ

の支援や、関係機関と連携した積極的な情報提供を行いながら、地域コミュニティの形成

を進めていきます。 

青少年期におけるボランティア活動や地域活動など多様な体験活動は、自立心や社会性

を養ううえで大切なことであり、地域コミュニティの活性化のためには青少年の活動が不

可欠です。青少年の地域活動の推進に取り組み、活力ある地域づくりを目指していきます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○村山市教育振興基本計画の「3つのめざす人間像」に基づいた人づくりのため、市民が

学べる環境づくり（GOGO!むらやま夢体験塾、GOGO むらやま夢大学）を推進しました。 

○青年自らが企画・運営を担う活動を実施。として（山形あづまり EXPO 実施を開催し、

村山市のガイドブック作成）44 の団体・個人がの出演・出店しにより、約 1,000 名の

一般来場者がありました集客を得ました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○村山市教育振興基本計画の「3つのめざす人間像」に基づいた人づくりのため、市民が

学べる環境づくり（市民が学びたい事、興味ある事に取り組める環境づくり）推進。受

講後、以降の生活に生かそうという気持ちが起き、独自にサークルを立上げ継続的に活

動している受講生がいます。 

○市民向け生涯学習講座の受講後、独自にサークルを立ち上げ継続的な活動に取り組むな

ど、市民の主体的な学習活動の展開が見られます。 

○青少年にとって良好な社会環境は、健全育成につながることから、関係機関・団体など

が協力して、健全育成活動や環境浄化活動に取り組んでいます。県若者相談支援拠点と

連携して、不登校やひきこもりについての出張相談会と講座を開催しました。 

 

（課題と展望） 

○参加してよかったと思える仕掛けや、者が達成感がを得られるような仕組み作りづくり

や、より魅力的な生涯学習講座の開催やなど、生涯学習に対する多様なニーズにどうへ
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の対応するかが課題です。 

○ネット全盛の時代にあって青少年を取り巻く環境が大きく変化しており、健全育成や人

とのつながりづくりにどう対応するかが課題です。 

  

【具体的施策】 

(1) 地域市民センターを拠点とした地域コミュニティの再構築（生涯学習課） 

生涯学習の在り方を検討するとともに、市民に対して学習する機会の提供や市民との

協働、市民の育成等、生涯学習の環境整備のため継続して実施します。 

また、時代の変化が激しい現代をより活き活きと生きるための学び直し、リカレント

教育（学び直し、学び増し教育）を推進します。 

 

(2) 青少年の「地域力」の発揮と成人の「社会力」の育成（生涯学習課） 

青少年ボランティア活動に関する意識の醸成やスキルアップ・地域活動の支援、各青

少年育成関係機関との連携による環境浄化活動や青少年の健全育成推進、青年による地

域活動の活性化と地域の青年リーダーの育成・支援を引き続き行っていきます。 
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4-2-1 支え合い・助け合える地域福祉の促進 

【基本方針】 

 本市では、平成31年3月に「第3次村山市地域福祉計画」を策定しました。この計画は、総

合計画の理念の福祉分野における実現を目指すものです。 

 地域に住む一人ひとりの暮らし方や考え方が変化していくにつれ、地域の課題も多様化・

複雑化し、これまで隣近所の助け合いや地域が力を合わせて解決できた課題でも、近所づき

あいの希薄化や地域の人材不足などから解決が難しくなってきています。 

 地域に住む一人ひとりの暮らしや生きがいを、個人、団体、行政など地域全体で支え合い、

共に生活していく「地域共生社会」に向けた取り組みを進めていきます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○「民生委員・児童委員」の資質向上のため、活動に必要な知識に関する研修を実施しまし

た。 

○社会福祉協議会（ボランティア連絡会）のボランティア活動への支援を通し、令和元年9

月に新たな「買い物支援サービス」事業が立ち上がりました。 

○福祉や地域活動の人材育成を図り、認知症についての正しい理解や認知症を抱える方への

配慮を促進する「認知症サポーター」の養成講座を実施しました。 

○平成30年2月に福祉サービスの充実を図り、「認知症とともに生きる地域づくりに関する

連携協定」を締結しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○地域での相談体制の充実と関係者間の連携の強化を図るため、民生委員・児童委員による

要援護者の見守りや社会福祉協議会によるボランティア育成の取り組みを支援し、これら

の活動が展開されてきています。 

○高齢者が在宅での生活を継続できるよう、福祉サービスを提供してきています。 

○民生委員・児童委員による要援護者の見守りや社会福祉協議会によるボランティア育成の

取り組みを支援し、これらの活動が展開されてきています。 

○行政や社会福祉事業者、NPO法人などが福祉サービスを提供していますが、利用者のニー

ズも多様化し、サービスの種類も多岐にわたってきています。 

 

 

94



（課題と展望） 

○人々の生活様式や価値観の変化、家族・地域でのつながり・支え合いの希薄化から、家庭

事情や地域課題が多様化・複雑化してきているが、今後さらなる進展が考えられます。 

○民生委員・児童委員が、その役割の大変さと地域の人口減少、就業年齢の高齢化などから、

なり手不足が深刻な問題になりつつあります。 

○財産や権利の侵害について、近年、その理解が社会的に浸透し、これらに関する通報・相

談件数が増加してきています。今後さらなる増加が見込まれることから、迅速・的確な対

応体制の整備が必要とされます。 

○災害・緊急時においては、行政の支援が間に合わない事態も想定されるため、災害時に援

護を必要とする方の避難支援対策が課題となっています。 

 

【具体的施策】 

（1）地域を担う人材や地域交流団体の資質向上及び支援（福祉課） 

民生委員・児童委員の活動を支援するとともに、委員のなり手不足の解消に向けた方

策を検討していきます。 

自治組織や老人クラブなど多様な主体が実施する交流活動の活性化を図るため、地域

活動団体の情報の発信を行い、地域の現状や課題に対する市民の理解が深まるよう、努

めます。 

 

（2）福祉サービスの確保と周知充実と利用の促進（福祉課） 

福祉サービス利用者の需要ニーズの把握に努め、サービスの充実を図るとともに、そ

の情報を効果的に発信し、支援を必要とする人へ適切に提供していきます。 

居宅での養護が困難で入院を要する健康状態ではない高齢者を、養護老人ホームへの

入所措置を行います。 

事業者と行政間の情報交換を密にし、ニーズに沿う福祉サービスが提供できる体制を

つくるとともに、福祉施設整備への支援や福祉サービスの質の向上に努めます。 

 

（3）総合的な相談窓口の充実（福祉課） 

多様な問題に対応する相談機能の充実を図るため、社会福祉協議会や関係機関・団体

等との連携を強化するとともに、相談窓口に関する情報の周知を図ります。医療や介護、

地域団体との連携による相談・対応体制「地域包括ケアシステム」の充実を図っていき

ます。 
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（4）権利擁護の推進（福祉課） 

権利擁護や虐待防止の啓発に努めるとともに、問題の未然防止・早期発見に向けた見

守り活動を推進します。また、問題案件に対し、迅速・適切に対応する対応体制を整備

します（「成年後見センター」設置の検討・準備など）。 

 

権利擁護や虐待防止の啓発に努めるとともに、財産や権利の侵害などの問題の未然防

止・早期発見に向けた地域での見守り活動を推進します。また、問題案件に対し、迅速・

適切に対応できる体制を整備するため、「成年後見センター」を設置します。 

 

（5）災害時要援護者避難支援の推進（福祉課） 

災害時要援護者支援体制及び災害時避難行動要支援者名簿を整備し、災害が発生した

際に一人暮らし高齢者や障がいのある方など一人も見逃すことがないよう、関係者の連

携による避難行動の支援を推進します。
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4-2-2 高齢者福祉の充実 

【基本方針】 

65歳以上の人口増加（高齢化率の上昇）が続き、年代別では特に85歳以上の人口が伸び

てきています。世帯別では一人暮らしの高齢者数が大きく増加しています。 

このような中、高齢者が住み慣れた自宅や地域で生きがいをもちながら安心して暮らし

続けることができるよう、在宅での生活を基本とし、健康増進・介護予防、生活環境の整

備、生きがいづくりの取り組みを進めるとともに、各種サービスの充実を図ります。 

 

【前期基本計画の成果】 

○社会福祉協議会（ボランティア連絡会）による社会参加の支援として、令和元年9月に新

たな「買い物支援サービス」事業が立ち上がりました。 

○認知症等の高齢者の見守り手段として、平成26年に「安心おかえり登録事業」、平成27

年10月に「認知症高齢者探索ツール（GPS）利用費助成事業」を開始しました。 

○村山市地域包括支援センターに総合相談受付を設置。高齢者やその家族等の福祉サービス

の利用、介護に関する悩みや家族関係、経済的な問題等に来所や電話、訪問等で対応して

います。 

○平成29年度に村山市介護予防・日常生活支援総合事業を、平成30年度に社会福祉協議会で

訪問型サービスA（生活援助サービス）、令和元年度にデイサービスベテスダで通所型サ

ービスA（機能訓練型サービス）を開始しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○老人クラブやふれあい・いきいきサロンで生きがいづくりの活動が実施されています。 

○民生委員・児童委員やいきいきネットワークの活動、緊急通報装置の活用により、援護が

必要な高齢者の見守りが実施されています。 

○在宅生活が維持できるよう、介護用品購入助成や介護者激励金、除雪費支給などの支援を

実施しています。 

○高齢者の相談に関係機関と連携して対応しています。 

〇訪問型、通所型サービスAを提供しています。 

 

（課題と展望） 

○老人クラブの会員数や組織数が減少傾向にあり、活動の担い手や後継者のなり手不足が進
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行しています。 

○高齢者の人口増加に伴ってサービスの対象者が増え続け、ニーズも多様化してきています。 

○地域の通いの場を設置し、相談や情報共有の場、介護予防活動の場を提供します。 

○体操や趣味活動、定期的な交流会等、自主的な通いの場をつくり介護予防の場を提供する

通所型サービスB（住民主体による支援）は、助け合いによる人生の質の向上にもつなが

るものとして期待されています。 

〇訪問型、通所型サービスAの提供開始から間もなく、利用者が少ない現状です。対象者や

介護支援専門員への周知が必要です。 

 

【具体的施策】 

（1）社会への参加、世代間交流の推進（福祉課、市民環境課） 

老人クラブとふれあい・いきいきサロンなどの活動を支援するとともに充実を図りま

す。 

短期的な就業の場を提供するシルバー人材センターの活動を引き続き支援し、高齢者

の就労を促進します。 

社会福祉協議会（ボランティア連絡会）による買い物支援サービスを支援します。 

 

（2）地域での見守り体制の充実（福祉課） 

民生委員・児童委員といきいきネットワークによる活動を基本に、地域の協力者（各

種団体・企業など）との連携を図ります。 

医療や介護、地域団体との連携による相談・対応体制「地域包括ケアシステム」の充

実を図っていきます。 

見守りの協力者の育成として認知症サポーターの養成を推進します。 

 

（3）高齢者相談窓口の充実（福祉課） 

地域の通いの場において実施する通所型サービスB（住民主体による支援）を開設し

ます。 

高齢者の総合相談窓口として、地域包括支援センターの積極的な活用を促し、高齢者

の自立支援や権利擁護を推進します。また、同センターに認知症地域支援推進員を配置

し、認知症高齢者の相談体制や医療との連携を充実させます。さらに、グループホーム

等で認知症カフェを開催し、本人や家族が専門家に気軽に相談やアドバイスを得られる

よう支援します。 
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（4）介護予防・生活支援サービス・地域リハビリテーション活動支援事業の推進（福祉課） 

通所・訪問型サービス事業についての意見や課題を集約しながら、見直し・改善や必

要なサービスの新設等を検討していきます。 

NPO法人や民間企業、ボランティア、社会福祉法人等の事業主体による取組を調整する

生活支援コーディネーターを配置し、配食サービス等の生活支援サービスの充実を図る

ことで、高齢者の在宅生活を支えていきます。 

理学療法士等の協力を得て、住宅改修の支援や介護予防教室、サロンなどにリハビリ

的視点を盛り込むことで、身体機能を維持しながら住み慣れた地域での生活を継続でき

るよう支援します。 

訪問型・通所型サービス事業について、意見と課題を集約しながら、見直し・改善に

取り組むとともに、必要なサービスの新設等を検討していきます。 
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4-2-3 介護予防事業と介護サービスの充実 

【基本方針】 

 介護保険事業計画に沿って、高齢者の生きがいづくりのため、社会参加できる地域での支

え合い体制づくりや介護予防を推進するため、要支援者、認知症高齢者の居場所と出番づく

り等、それぞれが地域で支え合い、適切な支援が行われることによって、介護認定に至らな

い高齢者の増加や、要支援者、認知症高齢者の重度化予防を図ります。 

 また、施設入所希望も依然高いことから、一人暮らしで不安を抱えて生活している高齢者

が、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、各種施設の整備を推進します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○認知症地域支援推進員を配置し、認知症高齢者やその家族を支援しています。認知症カフ

ェの開催や村山市の公的サービス、社会的資源を表形式で整理した認知症ケアパス（ガイ

ドブック）を更新しました。 

○在宅医療と介護サービス等を一体的に提供するため、北村山第一医療介護連携センターを

設置。切れ目のない在宅医療と介護の提供体制を構築するため「村山地域入退院支援の手

引き」を作成し、運用を開始しました。 

○地域ケア会議を開催。医療、介護等の専門職をはじめ多様な関係者が協働し、介護等が必

要な高齢者が住み慣れたところで生活できるよう地域全体で支援しました。 

〇要介護認定調査の着実な実施を行っています。 

〇第7期介護保険事業計画を策定しました。（計画期間：平成30年度～令和2年度） 

 

【現状と課題】 

（現状） 

〇定期的に認知症カフェを開催。認知症ケアパスの普及を行っています。 

〇「村山地域入退院支援の手引き」の運用を行っています。 

〇年間6回の地域ケア会議を開催しています。 

〇制度に基づいた要介護認定調査の実施しています。 

〇第8期介護保険事業計画の策定準備を行っています。（計画期間：令和3年度～令和5年度） 

 

（課題と展望） 

○認知症の人と家族等が集う認知症カフェでは、開催団体によって内容の充実度に差があり

ます。 
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 認知症地域支援専門員を中心に、実施内容の見直しに力を入れる必要があります。 

認知症ケアパスの認知度が低く、周知徹底を図ります。 

○医療機関、介護事業所の連携に対する意見の集約や、課題を抽出するための意見交換会、

研修会を実施していく必要があります。 

○地域ケア会議における専門職等の継続的な確保が必要です。 

〇介護認定者の増加に対するサービスの提供、充実に努める必要があります。各種施設の整

備検討が必要です。 

〇高齢者や高齢者を取り巻く地域の事情や特性を施策等にどのように反映させるかが課題

です。 

 

【具体的施策】 

（1）認知症施策の推進（福祉課） 

引き続き認知症地域支援専門を設置します。認知症の人や家族の相談場所としての認

知症カフェの開催や、認知症ケアパスの普及を主導し、地域における支援体制を構築し

ます。 

 

（2）在宅医療と介護連携の推進（福祉課） 

引き続き北村山第一医療介護連携センターを設置します。医師会等と協議協調しなが

ら、医療機関や介護サービス事業者等の関係者と連携して事業に取り組みます。 

 

（3）地域ケア会議の推進（福祉課） 

保健・医療・福祉等の関係者が連携して地域包括ケアに取り組むため、地域ケア会議

の開催や情報交換、研修等を行います。 

 

（4）生活支援サービスの充実・強化（福祉課） 

第8期介護保険事業計画を策定し、地域にあったサービス提供体制を充実させます。 

日常生活上の支援が必要な高齢者が、地域で安心して在宅生活を継続していくために

必要となる多様な生活支援サービスを整備するため、サービス事業者への支援や事業者

との協働体制の充実・強化を推進します。 

 

（5）高齢者の居住に係る施策との連携（福祉課） 

第8期介護保険事業計画を策定します。（計画期間：令和3年度～令和5年度） 

高齢者向け住まいについて、一人暮らしで不安をかかえている高齢者が、住み慣れた
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地域で安全に安心して暮らせるよう、介護保険事業計画に基づき、地域におけるニーズ

に応じて適切に供給される環境を確保します。 
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4-2-4 障がい者の自立を総合的に支援 

【基本方針】 

地域の中で一人ひとりがいきいきと生活するには、障がいのある人を含めたすべての人々

が、相互に個性を尊重し、認め合うことが大切です。 

障がい者というだけで差別されることなく、地域の一員として尊重され、福祉サービス等

の利用について自ら選択、決定し自立した生活ができるよう支援体制づくりを推進します。 

また、医療、福祉、教育、就労などの各分野において効果的な支援体制づくりを図り、障

がいのある人の活動の場や行動範囲を広げ、社会参加を促進するために、バリアフリー化を

推進するとともに、ユニバーサルデザインに基づいたまちづくりを進めるなど、障がいの多

様な特性に配慮した総合的な支援を推進します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○精神障がい者などからの相談に応じ、福祉サービスの利用支援や地域資源など必要な情報

提供を行うなど相談支援事業を行っています。 

○財産や権利の侵害に関する相談等に対応しています。援助や配慮を必要としていることが

外見からはわからない方などに対しての支援を行っています。 

○障がい者への居宅介護、生活介護、短期入所、施設入所、共同生活援助、就労継続支援な

どのサービス提供のほか、自立支援医療の費用負担軽減を行っています。 

○障がい者の創作的活動や生産活動を通じて積極的な社会参加の機会を提供しました。また、

カウンセリングを行うことで利用者のニーズに合ったアドバイスや専門機関の紹介を行

っています。 

○市障がい者レクリエーション大会等の開催を支援しました。 

○村山市障がい者福祉プランを策定しました。（計画期間：平成30年度～令和2年度） 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○相談支援事業について平成27年までは1か所に委託して実施していたが、平成28年からは2

か所に委託しています。 

○権利擁護に関する相談・通報等は増加傾向にあります。 

○平成30年9月よりヘルプマークを導入しました。 

○自立支援医療は毎年度増加傾向にあります。 

○地域活動支援センターは活動を通じて障がいを持つ方々の居場所になっています。 
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○市レクリエーション大会は競技を通じて自身の体力増進・維持、相互交流を図る場となっ

ています。 

 

（課題と展望） 

○権利擁護にかかる問題案件に対し、迅速・適切に対応できるような整備体制が不十分です。 

○ヘルプマークの周知が十分ではありません。 

○障がい者スポーツの普及が不十分です。 

○市内の人口が少子高齢化で減少傾向にある一方で、障がい者（児）数は年々増加傾向にあ

り、それに伴う高齢化・重度化に対応できるサービスの提供、充実に努める必要がありま

す。 

 

【具体的施策】 

（1）相談支援体制の連携強化充実と権利擁護の推進（福祉課） 

きめ細やかな相談支援の実施に向けて、相談支援体制の質を向上させます。  

障害のある人への偏見・差別等が生じないよう、障がいに対する正しい理解を推進す

る広報・啓発活動を継続します。 

 

（2）虐待防止に向けた支援体制の構築及び差別の解消の周知の徹底（福祉課） 

   地域生活移行・地域定着支援の促進（福祉課） 

偏見や差別が生じないよう、障がいに対する理解の促進を進めます。 

権利擁護にかかる問題案件に対し、迅速・適切に対応できるような整備体制づくりを

進めます。 

地域生活への移行が可能な障がいのある方の施設退所、退院及び地域生活での定着を

支援します。 

ヘルプマークの取組について更なる周知を進めます。 

 

（3）障がい福祉サービスの充実（福祉課） 

障がい者が自立した生活を営むことができるよう、各サービスの提供を推進します。 

 

（4）就労継続支援や地域活動支援センター利用の促進（福祉課） 

   就労・雇用の支援と生きがいづくりの推進（福祉課） 

障がいの状況に応じ、就労や生産活動の機会を提供し訓練を実施する就労継続支援の

利用を進めます。 
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障がい者が創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流促進などを行う地域

活動支援センターの利用促進を進めます。 

障がい者団体が実施するスポーツ、文化活動に対して後援を行う等の支援を継続しま

す。 

 

（5）生きがいづくりの推進（福祉課） 

   バリアフリー化の促進（福祉課） 

障がい者団体が実施するスポーツ、文化活動に対して後援を行う等の支援を継続しま

す。 

公共施設、道路などの社会インフラのバリアフリー化を促進します。 
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4-3-1 健康づくりを推進するための環境の整備 

【基本方針】 

全ての市民が健康でいきいきとした生活をおくれるように、健康づくりを推進するための

環境整備を図っていきます。 

平成26年3月に策定された、「第2次健康むらやま21計画」を基本とし、健康寿命の延伸や

生活の質の向上を目標に、健やかに安心して生活できる村山市を目指します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○市民が健康づくりに興味を持ち、楽しみながら健康づくりが推進できるよう、むらやま健

康マイレージ事業に取り組んでいます。 

○令和元年9月に村山市医師会と民間事業者を合わせた5者で「官民連携による市民の健康づ

くりに関する協定」を締結し、市民の健康づくりの実践と定着を目指すため、「むらやま

健幸ポイント事業を開始しました。 

○「第2次健康むらやま21計画」の一環として、禁煙・分煙対策に取り組み、県の受動喫煙

防止宣言とともに、市所有施設における施設内禁煙を実施し、受動喫煙防止宣言を行いま

した。 

○糖尿病をはじめとする生活習慣病やがんの早期発見・予防のために、特定健康診査やがん

検診の受診率を高めるための取り組みを行い、若い時から健康管理ができるよう、若年健

診や日曜健診等の取り組みにも力を入れています。また、次世代の健康サポート事業とし

て中学2年生を対象としたピロリ菌の抗体検査及び除菌費用の助成を開始し、健康づくり

を推進するための環境整備に努めてきました。 

〇平成30年度に「いのち支える村山市自殺対策計画」を策定し、こころの健康づくり等を総

合的に推進していくための基盤を整備しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○健康づくりをポイント化するむらやま健康マイレージ事業は、少しずつ認知されて参加者

が増加しているが、満点達成者が少なく、中高年の年齢層に限られています。 

○健康づくりをポイント化するむらやま健康マイレージ事業とむらやま健幸ポイント事業

をより多くの市民に普及していく必要があります。健康マイレージ事業は、まだ満点達成

者が少なく、参加者も中高年の年齢層に限られています。 

〇クアハウス碁点を拠点として健康増進事業を実施しており、多くの団体がから利用してい
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るされていますが、若い世代の利用には至っていません。 

○特定健診の受診率は52.153.4%（平成30年度）と県内では比較的高い受診率であるとなっ

ていますが、第2期データヘルス計画で目標としている60%の受診率には到達していません。 

○少子高齢化がますます進行し、子育て、介護等に関するストレスの増大が心配され、人間

関係や仕事上のストレス等でこころの不調や悩みを抱える市民の増加が心配懸念されま

す。 

 

（課題と展望） 

○若い世代のうちから自身の健康に関心を持ち健診受診率を高めていく継続して健診を受

診することは、病気の予防につながり、さらには、市全体の健康寿命の延伸や医療費削減

につながっていくものです。特定健診やがん検診の受診率向上への取り組みや、次世代の

健康をサポートするピロリ菌検査及び除菌事業の取り組みを継続実施し、市民の健康づく

りをさらに推進していきます。 

〇楯校楯岡高校跡地を活用し、幅広い年代の市民から健康づくりに取り組んでもらうための

事業を展開基盤を整備していきます。 

 

【具体的施策】 

(1) 運動の推進（保健課） 

楽しみながら健康づくりや運動を継続できるよう、「村山市健康マイレージ事業」など

の施策に今後も取り組んでいきます。健康づくりメニューの充実を図り、参加者の拡大に

つながるよう、健康の見える化事業に新たに取り組みをすすめます。 

市民が楽しみながら健康づくりや運動を継続できるよう、「村山市健康マイレージ事業」

などの施策に今後も取り組んでいきます。さらに、村山市医師会や民間事業者と連携した

日々の運動量の「見える化」事業（むらやま健幸ポイント事業）や楯岡高校跡地への健康

づくり拠点の設置により、市民が自主的・効果的に健康づくりに取り組める環境の充実を

図ります。 

 

(2) 禁煙・分煙対策の推進（保健課） 

県の受動喫煙防止宣言を受け、村山市の公的機関の施設内禁煙を実施し、受動喫煙防止

宣言を行いました。平成30年に公布された山形県受動喫煙防止条例の普及啓発とともに、

更なる受動喫煙の防止に向けて、健康教育を強化するとともに、関係機関や事業所とも連

携しながら、禁煙・分煙対策を推進していきます。 
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(3) 病気の予防（保健課） 

若い世代より、健康に関心を持ち、健診受診率を高めていくことは、病気を予防し市全

体の健康寿命の延伸や医療費削減につながるため、特定健康診査の受診率を高めるための

取り組みや、若年健診を今後も継続して実施します。 

また、次世代の健康サポート事業として平成27年より実施してきた、中学2年生のピロ

リ抗体検査及び除菌費用の助成事業を継続し、健康管理を自主的に行っていけるよう支援

し、次世代の胃がん発生予防に取り組んでいきます。 

 

(4) こころの健康づくり（保健課） 

平成30年度に、生きることの包括的な支援として「いのち支える村山市自殺対策計画」

を策定し、こころの健康づくりが、自殺対策の一環として位置づけられました。 

今後、この計画が着実に実施されるよう、関係各課と連携しながら取り組みを進め、誰

も自殺に追い込まれることのない村山市の実現を目指していきます。「ゲートキーパー養

成事業」や「こころの相談窓口」を継続実施し、市民への支援を充実していきます。 

平成30年度に策定した生きることの包括的な支援を内容とする「いのち支える村山市自

殺対策計画」に沿った施策を関係各課と連携しながら推進し、誰も自殺に追い込まれるこ

とのない村山市の実現を目指していきます。「ゲートキーパー養成事業」や「こころの相

談窓口」を継続実施し、「こころの健康」に関する啓発や適切な対応を図ります。 

 

(5) 栄養・規則正しい食生活の推進（保健課） 

病気を予防し健康を保つには、良い食習慣の実践が欠かせません。多くの市民により良

い食習慣を実践してもらえるよう、各種健康教室や健康講座を通して、知識の普及を図っ

ていきます。また、食育推進のための人材を育成し、保育施設や教育の現場で、食育をさ

らに推進していきます。市内各地域で活動する食に関する健康づくりの地区組織（食生活

改善推進員）と連携しながら、良い食習慣の普及推進を進めていきます。 

多くの市民により良い食習慣を普段から実践してもらえるよう、各種健康教室や健康講

座を通して、知識の普及を図っていきます。また、市内各地域で活動する食に関する地区

組織（食生活改善推進員）と連携した健康づくりに向けた取組などにより、子どもの頃か

らの良い食習慣の定着と確立を目指します。 
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4-3-2 保健・医療・福祉の連携強化、地域医療の充実 

【基本方針】 

 少子高齢化がさらにすすみ、今後、一人暮らしや高齢者世帯の増加が予想される社会にお

いて、人生の最終段階になっても、病状が安定している限り自宅で療養することを望んでい

る割合が多いことから、高齢であっても者が病気になっても可能な限り住み慣れた生活の場

で、必要な医療・介護等のサービスが受けられ、安心して自分らしい生活が実現できるよう

医療・介護（福祉）・保健の連携を推進していきます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成29年度に医療介護連携センターが設置され、医療と介護連携が進んでいます。地域ケ

ア会議等も定期的に開催されるようになり、保健・医療・福祉の関係機関や多職種連携が

行われています。 

○日曜、祝日等の休日における市民の安全・安心を確保するため、市医師会に委託し、保健

センターにおいて休日診療所を年間70日程度市医師会に委託し、開設しています。利用者

は700～800人にのぼり、休日診療所が市民に定着しています。 

○北村山公立病院は北村山地域の二次医療機関として役割を果たしの機能を持ち、救急医療

を担う中核病院としての役割を担っています。地域医療の充実を図るため、今後も連携強

化を図っていきます。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○少子高齢化が進行しているなかで、高齢になっても住み慣れた地域で安心して暮らし続け

たいという市民ニーズが高まっています。 

〇住み慣れた地域で、安心して医療や介護を受けられるような地域医療が重要です。 

○介護分野において、医療介護連携センターの設置や地域ケア会議の開催等、医療や介護の

連携が少しずつ強化されています。 

 

（課題と展望） 

○医療や介護の提供が充実し、保健、医療、福祉の連携強化がますます重要視されてきてい

ます。 

 高齢者の連携体制が充実してきている一方で、医療的ケア児といった医療依存度の高い子

どもたちに対する関係機関の連携の推進や福祉サービスの充実といった新たな課題もで
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てきています。 

○人生100年時代に突入し、2人に1人ががんにかかる時代と言われており、治療を受けなが

ら家庭生活や社会生活を継続する時代変化への対応が求められています。 

 

【具体的施策】 

（1）医療、福祉、保健の連携推進（保健課、福祉課） 

少子高齢化や平均寿命の延伸に伴い、最期まで自分らしく住み慣れた地域で過ごせるよ

う、関係機関（地域の専門職、福祉施設、医療機関等）と連携し、必要なサービスが適切

に提供されるようネットワーク構築に向けて連携充実を強化していきます。 

 

（2）医療体制の充実（保健課） 

  地域で安心して過ごすためには、かかりつけ医や二次医療機関としての北村山公立病院

の役割が重要です。また、休日における市民の安全、安心を確保するために、休日診療所

の継続運営も大切になります。地域の診療所や病院と連携を図りながら医療体制の維持や

充実に努めます。 

  また、人生100年時代に突入し、2人に一人ががんにかかる時代と言われています。治療

を受けながら家庭生活や社会生活を継続する時代に変化してきています。生活の質を低下

させないための助成制度（がん患者医療用ウイッグ購入費助成事業）等時代に即したもの

を導入していきます。 

かかりつけ医や休日診療所、地域の基幹病院といった医療資源の充足が安全・安心な市

民生活を担保するものとなるため、地域の診療所や北村山公立病院との連携を図りながら、

医療体制の維持や充実に努めます。 

また、がん患者医療用ウイッグ購入費支援などの生活の質を低下させないための助成制

度を継続していきます。 
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4-3-3 安心して産み育てる環境の整備 

【基本方針】 

子どもや子育て家庭が心身ともに健康で安心して暮らすためには、相談のしやすさや情報

の共有提供、母体や子どもの健康に関する支援が大切です。 

思春期から妊娠、出産、新生児期、乳幼児期を通じて、一貫した総合的な支援を提供し、

それぞれの時期に最もふさわしいサービスが行わ受けられるよう、関係機関との連携強化を

図ります。 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成28年4月から「子育て世代包括支援センターぽっぴーるーむ」を保健センターに設置

し、助産師の資格を有する「母子保健コーディネーター」を配置し、妊娠期から出産、子

育て期にわたっての切れ目ない支援体制を整備しました。母子健康手帳の交付や妊産婦・

乳幼児の相談にきめ細やかに対応し、育児不安が軽減するよう支援を行っています。 

〇平成30年度からは幼児発達相談会を開催し、子どもの精神発達面に不安を抱えている保護

者が相談できる機会を設けました。 

〇健康まつりでは子育て講演会を実施し、妊婦ジャケットの体験コーナーを設け子育て世代

以外の市民の方にも関心を持ってもらう機会となりました。 

○一部の任意予防接種費用助成、新生児聴覚検査費用助成等を行い、保護者等の経済的負担

の軽減を図りました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○妊婦健診や乳幼児健診・相談、パパママ学級・初孫学級・離乳食教室、乳児全戸訪問（新

生児・乳児訪問）・養育支援訪問等を実施しています。 

○子育て支援に関する相談窓口と妊娠・出産・育児に関する相談窓口とが複数あったため、

相談窓口の一元化を図り、さらに利用しやすい体制を整えました。 

〇食物アレルギーのあるお子さんが、保育施設等においても安心して食事やおやつが食べら

れるように十分に配慮しています。また、保育施設等における食育にも力を入れています。 

 

（課題と展望） 

○子育てに関する不安や悩みを相談することで、育児不安の軽減となり、自信をもって育児

ができ、また、虐待の予防にもつながります。るため、各家庭そして多胎児家庭や要支援
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家庭などの状況に寄り添いながら、継続して支援する体制をさらに整備・強化していく必

要があります。 

○子育て支援に関する相談窓口と妊娠・出産・育児に関する相談窓口一元化を図り、さらに

利用しやすい体制を整えていきます。 

〇若い世代には、将来の自分自身の心やからだに関心を持ってもらうことが重要であるため、

成人式参加者に「健康管理について」や「妊娠や出産について」の資料を配布するなど、

啓発を強化していきます。 

○子どもの頃からの健康的な生活習慣の定着や確立のための支援を継続していく必要があ

ります。 

 

【具体的施策】 

（1）安心して産み育てられる環境の整備（保健課、子育て支援課） 

妊産婦や乳幼児の健診・相談、乳児全戸訪問・養育支援訪問、パパママ学級・初孫学級・

離乳食教室等の母子保健事業を通じて切れ目ない支援を推進していきます。多胎児家庭や

サポートを受けにくい要支援家庭も見逃さずに、子育てを社会全体で支えていくための施

策を継続実施し、更に充実する必要があります。 

また、特定不妊治療や不育症治療、小児医療や予防接種への費用助成についても継続し

て実施していきます経済的負担の軽減を図ります。  

 

（2）次世代教育への取り組み推進（保健課） 

子どもの頃から食事や運動、睡眠等の健康的な生活習慣を身につけることは大切なこと

です。あり、親世代への働きかけを乳幼児健診等の機会を活用しながら実施していきます。 

また、保育施設等での食育講話や成人式での啓発資料配布など、各世代に応じた取り組

みを関係各課と連携を図りながら進めていきます。 
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4-4-1 環境負荷の少ない、良好な環境が保たれたまちづくり 

【基本方針】 

 安心して良好に暮らせるまちを実現するために、水・大気環境の保全に努めます。騒音、

振動、悪臭などの環境保全上の課題に対しても、関係機関と連携しながら適切に対応・対処

し、生活環境の保全を図ります。 

公共施設等における温室効果ガス排出量の削減に取り組むなど、市が率先して環境に配慮

した取組を推進します。また、省資源・省エネルギーを意識した地球にやさしい生活スタイ

ルの定着に努め、環境負荷を軽減するまちづくりを地域全体で推進します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○県民河川・海岸愛護デーに合わせて「村山クリーン作戦」を実施し、市民の積極的な参加

により河川愛護に対する意識の向上が図られました。 

○果樹剪定枝の野焼き抑制と木質資源としての有効活用を図るため、剪定枝を農家負担なし

で回収し、大気環境保全に努めました。 

○平成30年11月に「村山市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】」を策定しました。 

○クールビス・ウォームビス・節電・エコドライブなどの身近な行動が、市民一人ひとりに

浸透してきました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○村山市果樹産地協議会に、果樹剪定枝有効活用支援事業負担金を支払い、回収事業を継続

しています。 

○平成26年度に開始した「環境アクション Enesむらやま」※に基づき、村山市役所独自の

環境活動に取り組んでいます。 

○市役所屋上の雪を溶かした水を検査機関に提出し、酸性雨（雪）や河川の水質、騒音など

の環境測定・調査を定期的に実施しています。 

 

（課題と展望） 

○ごみの野焼きは、有害物質の発生や悪臭・煙害のほか、火災につながる事例もあるため、

監視体制を強化するとともに、野外焼却の抑制に取り組む必要があります。 

○「村山市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】」では、令和10年度までに市の事務及び

事業に関する温室効果ガス排出量を15％削減することを目標としており、その達成に向け
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た取組を進めていきます。 

 

【具体的施策】 

（1）水・大気環境の保全（市民環境課・農林課・建設課） 

河川清掃に積極的に取り組み、水と水辺をきれいにする意識の向上を図ります。 

野焼き抑制と木質資源の有効活用のため、関係機関・団体と連携した果樹剪定枝回収

を継続します。また、環境パトロールを強化し、野焼きの監視を徹底します。 

 

（2）騒音、振動、悪臭防止対策の推進（市民環境課） 

騒音については、「自動車交通騒音常時監視実施計画」に基づく騒音測定等を継続実

施します。また、振動、悪臭に対しては、県と連携しながら適切な規制、指導をして市

民の快適な生活を確保します。 

 

（3）地球温暖化対策の推進（市民環境課、財政課） 

令和10年度までの温室効果ガス排出量15％削減の目標達成に向け、照明・冷暖房機・

事務機器・公用車の適正使用、環境に配慮した物品の購入などを実施していきます。 

また、電気の調達に当たっては、再生可能エネルギー発電に比重を置く事業所への切

替えを検討します。 

 

（4）酸性雨（雪）対策の推進（市民環境課） 

酸性雨（雪）調査を継続するとともに、原因物質である硫黄酸化物と窒素酸化物の排

出抑制策を県と連携して進めていきます。 
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4-4-1 安心で良好な生活環境を大切にするまちづくり 

【基本方針】 

 安心で良好に暮らせるまちを実現するために、河川等の水質保全対策や生活排水対策を推

進し、水環境の保全に努めます。不適切な野焼きを防止し、快適で安全な大気環境の保全に

努めます。騒音、振動、悪臭、その他の環境保全上の課題に対しても、関係機関と連携しな

がら、適切な生活環境の保全を図ります。 

 

【前期基本計画の成果】 

○下水道施設は、点検・調査を行い、改修・改築計画（ストックマネジメント計画）を策定。

農業集落排水施設については、劣化・老朽化が進む管路等の改修・設備の更新を行いまし

た。 

○県民河川・海岸愛護デーにあわせて「村山クリーン作戦」を実施し、市民の積極的な参加

により河川愛護に対する意識の向上が図られました。 

○果樹剪定枝の野焼き抑制と有効活用を図るため、年100トンを農家負担ゼロで回収し、大

気環境保全に努めました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○下水道の普及や合併処理浄化槽の設置者への補助金の交付の継続により、市の生活排水処

理施設普及率は、平成25年度末が88.51％、平成30年度末は91.1％となっています。 

○村山市果樹産地協議会に、果樹剪定枝有効活用支援事業負担金を支払い、事業を継続して

います。 

 

（課題と展望） 

○合併処理浄化槽の設置は、年10件程度で推移しており、生活排水処理能力が高い合併処理

浄化槽の普及を継続する必要があります。 

○ごみの野焼きが未だに行われており、有害物質の発生や悪臭・煙害・火災など地域住民の

迷惑な行為が見られます。 
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【具体的施策】 

（1）快適で潤いのある水環境の保全（水道課、建設課） 

下水道施設・農業集落排水施設については、排水処理能力の継続的な維持に必要な改

修・改築を計画的に行い、施設の長寿命化を進めていきます。浄化槽区域においては、

単独浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換・設置を推進する事業を継続し

ます。河川清掃に積極的に取り組み、水と水辺をきれいにする意識の向上を図ります。 

 

（2）果樹剪定枝回収等による大気環境保全（農林課、市民環境課） 

木質資源の有効活用のため、関係機関と連携し回収事業を進めます。また、環境パト

ロールを強化し、野焼きの監視を徹底します。 

 

（3）騒音、振動、悪臭防止対策の推進（市民環境課） 

騒音については、自動車交通騒音常時監視実施計画により事業の継続を推進していき

ます。振動、悪臭については適切な規制、指導の対策を県と連携しながら推進していき

ます。 

 

116



4-4-2 多様な自然を継承するまちづくり 

【基本方針】 

 本市の自然環境を保全し、絶滅危惧種や貴重な動植物の保護・保全と野生鳥獣の適切な保

護管理に努めるとともに、農林業への被害防止に努めます。美しい森林景観、事前自然景観、

田園景観、市街地景観を守り、村山市らしい景観を次世代に継承していきます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○水資源の保全を図るため、平成31年3月に公共の用に供される取水地点とその周辺の森林

区域が山形県水資源保全条例に基づく水資源保全地域に指定されました。 

○里の名水・やまがた百選（県が選定）に「清水衛殿」「いたや清水」、やまがた百名山（県

が選定）に「甑岳」「楯山」「葉山」「樽石山」「大高根山」「北山」が選定されました。 

○県、市、北村山森林組合による現地調査を毎年1回行い、市内の松くい虫被害やナラ枯れ

被害の状況を把握し、被害状況に応じて駆除対策を実施し、被害拡大の防止を図り、森林

の景観の維持に努めました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○森林資源の維持のため、県・市・森林組合による一斉調査を毎年行ない、松くい虫やナラ

枯れ被害の状況を把握しています。 

○ニホンザル及びイノシシの管理事業実施計画を策定し、個体数調査を目的に実施していま

す。 

 

（課題と展望） 

○被害拡大を防ぐため、倒木による被害の防止や森林の景観の維持に努めます。 

○野生鳥獣との良好な共存を図りつつ、農林業等への被害防止を図っていくため、ニホンザ

ル及びイノシシは有害捕獲として実施します。 
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【具体的施策】 

（1）森林・水資源の維持保全（農林課） 

松くい虫による被害木の発生状況を把握するとともに、残った松への松枯れ防止剤の

樹幹抽入によりる予防対策を行います。 

松くい虫による松枯れ被害の予防対策など森林の保全・整備に引き続き取り組むとと

もに、県と連携した調査の実施等により、水資源の保全を図ります。 

 

（2）野生動植物の保護管理、保全（農林課、市民環境課） 

鳥獣による農作物被害及び人的被害の防止に向け狩猟免許保持者を増やすため、取得

費用の一部の補助を継続します。 

鳥獣による農作物被害及び人的被害についてはその被害防除対策を行うなど、特定の

個体群の増大・減少がもたらす課題に対応していくことで、人と野生鳥獣との良好な共

存を図っていきます。 

また、里山などに生息・生育する動植物等の保護・保全に引き続き取り組みます。 

 

（3）村山らしい景観や身近な緑の保全（市民環境課、政策推進課・農林課） 

市内の荒廃林の整備等を行い、村山らしい景観や身近な緑の保全を図り、市民が山や

自然とふれあう機会を提供していけるよう環境づくりを推進します。 

また、歩道の花壇整備や街角クリーン作戦など、市民と協働した市街地の景観保全に

引き続き取り組みます。 

118



4-4-3 地球環境保全に積極的に取り組むまちづくり 

【基本方針】 

私たちの暮らしを地球環境にやさしいスタイルへ変えていくことで、環境への負荷を減ら

します。大量消費・大量廃棄型の暮らしを見直し、省資源・省エネルギー型の地球にやさし

いスタイルに転換することで、二酸化炭素（CO₂）等の温室効果ガスの発生を抑制します。

森林を整備、管理し、植樹や緑化運動を通じてCO₂の吸収源対策を進めます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成30年11月に「村山市地球温暖化対策実行計画【事務事業編】」を策定しました。 

○クールビス・ウォームビス・節電・エコドライブなどの身近な行動が、市民一人ひとりに

浸透してきました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○平成26年度に開始した村山市役所独自の取り組み「環境アクション Enesむらやま」※1

により活動しています。 

○冬期間、市役所屋上の雪を溶かした水を検査機関に提出し、酸性雨（雪）調査を実施して

います。 

 

（課題と展望） 

○令和10年度までに市の事務及び事業に関し、温室効果ガス排出量を15％削減します。電気

の調達先を再生可能エネルギーによる発電に比重を置いている事業所への切り替えを検

討します。 

 

※1 Enesとは、Ecology（環境保全）、natural-energy（自然エネルギー）、sustainable（持続可能）の頭文字をとった

造語のこと。 
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【具体的施策】 

（1）地球温暖化対策の推進（市民環境課、財政課） 

目標達成に向けた具体的な取り組みとして、照明・冷暖房機・事務機器・公用車の適

正使用、環境に配慮した物品の購入などを実施していきます。 

 

（2）酸性雨（雪）対策の推進（市民環境課） 

酸性雨調査を継続して実施していくとともに、原因物質である硫黄酸化物と窒素酸化

物の排出抑制策を県と連携し進めていきます。 
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4-4-4 4-4-3 持続的に発展していくまちづくり 

【基本方針】 

 廃棄物の発生を抑制し、資源の再利用や再生利用を行う3Rを推進し、資源循環型の社会を

目指します。ポイ捨てなど身近な散乱ごみの問題や森林、河川等への不法投棄防止について

市民への啓発を図り、対策を強化します。 

本市が持続的に発展するために、本市の豊かな自然の恵みを活かし、太陽光、雪、バイオ

マス等の資源を有効に活用していきます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成27年度から小型家電回収を実施し、金属の再資源化により廃棄物の減量化を図ってい

ます。 

○環境パトロールの強化により、新たな不法投棄は減少しています。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○資源回収を行っている子ども会育成会や小中学校などに助成を行っています。また、ゴミ

ステーションを利用し、年3回雑がみ回収を実施しごみの減量化を図っています。 

○不法投棄された場所について、県や不法投棄防止対策協議会、各地域環境部会などと連携

して現原状回復を図っています。 

○太陽光発電装置（蓄電池含む）や木質バイオマス（薪、ペレット）によるストーブなどの

導入に対し補助金を交付しています。 

 

（課題と展望） 

○リデュース（廃棄物の発生抑制）を進め、リユース（再利用）・リサイクル（再生利用資

源化）とあわせた3Rの取り組みを進めます。 

○廃棄物処理施設においては、その事業に起因する公害を防止するため、環境保全協定に基

づき、地元住民と協議会を設置し、監視を継続して行います。 
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【具体的施策】 

（1）持続可能な循環型社会の推進（市民環境課） 

循環型社会の構築に向け、再資源化やごみの減量化に引き続き取り組むとともに、広

報活動を進めていきます。 

 

（2）廃棄物の適正な処理（市民環境課） 

ごみの不法投棄についてはを未然に防止するため、環境パトロールを強化するととも

に、啓発看板・ダミーカメラの設置を進めていきます。廃棄物処理施設においては、環

境保全協定書に基づく指導を行っていきます。また、災害で発生した廃棄物について、

令和2年度策定予定の処理計画に基づき適正に処理を進めていきます。 

 

（3）新エネルギーの推進（市民環境課） 

再生可能エネルギー推進のため、太陽光発電システムや木質バイオマス燃焼機器設置

の補助金を継続するとともに、県の補助制度と合わせて啓発活動を推進していきます。 
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4-4-5 4-4-4 環境意識を高めていくまちづくり 

【基本方針】 

市民の環境意識を高めるため、幅広い年代を対象とした環境学習・環境教育の取り組みを

進めます。環境保全団体や山形県地球温暖化防止活動推進員、各地域の環境部会と協働で、

市民が積極的に参加できる仕組みづくり、環境保全の体制づくりを進めていきます。むらや

ま徳内まつりなどのイベントは、ごみのないイベントにして、市民はもとより、市外へも環

境への取り組みをアピールして、環境意識の向上を図ります。 

 

【前期基本計画の成果】 

○ふるさと教育の森で、環境体験学習を実施し、自然環境の保全に対する意識が高まりまし

た。 

○むらやま徳内まつりでは環境部会を設置し、各種団体などの協力を得てごみ拾いや分別を

行い、ごみの無いイベントとして定着しています。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○環境保全をテーマとした出前講座の依頼回数は、年々減少しています。 

○環境保全をテーマとした出前講座を実施しています。 

○ホームページに、環境保全の取り組みやごみの減量化をホームページにについて掲載し広

報しています。 

 

（課題と展望） 

○市民の環境への意識・関心は薄れながらもエコに対する意識は定着、習慣化されています

つつあり、市民の環境に対する更なる意識の維持・向上と普及・啓発を図るため、環境情

報の提供や環境教育などを継続していきます。 

○環境保全をテーマとした出前講座の依頼回数は、年々減少しています。 
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【具体的施策】 

（1）環境教育の充実（市民環境課） 

幅広い年代を対象にした出前講座・環境教室・環境体験学習の内容を充実させます。 

資源回収など地域の活動を通じ、日常生活や事業活動において自ら率先して環境に配

慮した行動を実践していく人材の育成に努めます。 

 

（2）環境情報の提供（市民環境課） 

環境保全の取り組みやごみの減量・リサイクルの実績等の環境情報をホームページや

市報でより積極的に啓発発信していきます、市民へのごみ減量化の意識付けを進めてい

きます。 

 

（3）環境に対する市民意識の向上（市民環境課） 

イベント開催時だけではなく、普段からごみの減量化や再資源化、食品ロスの削減な

どの広報活動を実施し、環境に対する市民意識の向上を図ります。 
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4-5-1 自然災害等から命を守る体制づくり 

【基本方針】 

大規模な自然災害等への備えを充実させるとともに、防災意識の普及・啓発及び自主防災

組織等の育成に努め、災害から市民の生命・身体・財産を守るため市民と行政が一体となっ

た災害に強い安心できるまちづくりを推進します。本市の自主防災会組織率は100パーセン

トと災害に対する住民意識は高い状況です。今後とも組織ごとの防災活動が充実するよう支

援していきます。 

また、災害を未然に防ぐため河川による洪水対策や土砂災害防止対策などの基盤整備に取

り組んでいきます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○地震災害時行動マニュアル（ポスター）と防災マップを全戸配布し、市民の防災意識の向

上を図りました。 

○平成30年度に防災マップを作成し、令和元年6月から7月にかけて全戸配布を行いました。 

○平成28年度から防災士の資格取得支援を行っており、地域専門員を含め、た市職員5名が

防災士の資格を取得しています。 

○防災行政無線のデジタル化を行い、これまでより明瞭な放送ができるようになりました。 

〇学校などの公共施設に戸別受信機を設置し、屋内でも放送が聞こえるようになりました。 

○大淀地区の擁壁工事が令和元年度完了予定で、これにより人家3戸の安全が図られます。 

〇県の緊急土砂災害対策事業で楯岡笛田地区にえん堤工事を実施しています。令和元年度に

完了予定であり、これにより220戸の安全が図られます。 

○連絡水路整備事業で平成29年度に用地買収が完了し、平成30年度から整備工事を国と県で

実施しています。また平成30年度、県が調節池の用地買収を実施しています。 

○平成25年7月の長島地区への出水被害を受けて、平成26年度から国で暫定堤防整備事業を

実施し、平成30年5月に完成しました。堤防高が約2m高くなり、出水被害防止が期待され

ます。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

〇非常食の備蓄に関してはを計画的に行っているほか、未使用品の利活用も進めています含

め計画的に行えています。 

〇地震災害時行動マニュアル（ポスター）と防災マップを全戸配布したことで、防災意識の
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向上を図ることができました。 

○大淀地区（人家3戸）・楯岡笛田地区（人家220戸）の土砂災害対策事業を県で実施してい

ます。 

○河川増水時における大旦川流域の内水被害の軽減を図るため、大旦川連絡水路整備工事を

国と県で実施しています。 

○がけ地近接等危険住宅移転促進事業により、がけ地に存する危険住宅の移転促進を図って

います。 

（課題と展望） 

○国、県の計画修正を反映した地域防災計画の見直しが必要です。 

〇早期の避難が必要となる、高齢者や乳幼児等の要配慮者に寄り添った備蓄の検討がされて

いません必要です。 

○市の防災活動の活性化につなげるため、県の防災士養成講座受講のための市負担金費補助

を、毎年3人分予算化実施していますが、現在のところ市職員しか利用していません利用

件数が低調です。 

〇災害発生時において市民が適切な避難行動をとれるよう、情報の受け取るり側の現状や環

境に合わせを考慮した、有効的な情報伝達手段の検討が必要です。 

○引き続き国・県の協力を得て土砂災害防止対策・河川増水による内水対策を図っていきま

す。 

○連絡水路、調節池の整備で大きな治水効果が期待されるため、早期完成が望まれます。 

 

【具体的施策】  

（1）防災体制の整備（総務課） 

様々な災害が全国的に発生する中、地域防災計画の修正を現状に合わせ随時行ってい

きます。また、住民一人ひとりが災害に対する防災意識の向上を図れるよう、全戸配布

した防災マップを活用した説明会の開催や出前講座等を行い、住民の命を守る体制作づ

くりをさらに進めていきます。 

 

（２）自主防災組織への支援（総務課） 

自主防災活動の活性化や地域防災力や初動体制の充実強化を図るため、各地域での防

災士の資格取得の取り組みを支援していきます。 

 

（3）防災施設等の整備促進（総務課） 

災害時等に有効的な情報伝達方法としてなる防災行政無線のさらなる充実を図って
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いきます。また、そのほかの多様な情報伝達手段を検討・採用し、市民の生活様式にあ

った情報伝達を行っていきます。 

 

（4）土砂災害防止対策（建設課） 

市内に95ヵか所指定されている土砂災害警戒区域は、引き続き国や県の協力を得て土

砂災害防止対策を進めていきます。また、がけ地近接等危険住宅移転促進事業の周知を

行い、継続して危険住宅の移転促進を図ります。 

 

（5）河川増水による内水対策（建設課） 

大旦川流域は、大雨等による河川の水位上昇に伴い道路や田畑が冠水し、市道通行止

めや農作物への被害が生じている状況です。内水被害軽減のため、連絡水路・調節池の

整備を国・県と連携し推進していきます。 

大旦川流域での大雨等による河川の水位上昇に伴う道路や田畑の冠水などの内水被

害の軽減を図るため、連絡水路・調節池の整備を国・県と連携し推進していきます。 
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4-5-2 消防・救急体制の強化による安心なまちづくり 

【基本方針】 

常備消防・救急体制・防災体制の充実を図るとともに非常備消防（消防団）や自主防災組

織などの活性化、消防団機構改革の取組により、地域の防災力の維持・強化に努めます。AED

（自動体外式除細動器）の設置を促進し、地域全体で命を守る体制づくりを進めます。 

消防ポンプ自動車や高規格救急車等の整備を行い機動力の向上を図ります。また、災害時

の拠点となる消防庁舎の耐震化建設の必要性の検討を早期に行っていきます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○救助工作車の更新及び救助資機材の整備により、災害対応力の充実強化が図られました。 

○高規格救急車の更新及び高度救命処置用資機材の整備により、救命率向上が期待できます。 

○全消防団員に消防活動用編上げ靴や新基準活動服のを支給が実現し、個人装備における安

全対策がを充実しさせました。 

○消防庁舎の耐震補強や通信指令システム更新、消防無線のデジタル化を実施したことで、

情報収集や伝達が確実に行われるようになりました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○急増する救急出場や多種多様化する災害、住民ニーズに対応するため、救急隊員の資格取

得を含む職員教育研修の継続と強化に取り組んでいます。 

○日中不在となる消防団員の増加や少子高齢化等から消防団員の確保に苦慮しています。 

○消防署及び消防団車両の老朽化が著しく、更新計画が先送りとなっています。 

 

（課題と展望） 

○消防団員の確保が困難となる中で地域の防災力を維持していくため、消防団各分団内にお

ける部・班の統廃合やポンプ車庫及び消防車両の適正配備と組織再編を推進するに取り組

む必要があります。 

○災害出動の増加に伴う慢性的な人員不足に加え、東北中央自動車道の開通を控えているこ

とから高速交通事象への対応を考慮した常備消防力の増強が必要です。 
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【具体的施策】 

（1） 常備消防力の強化（消防本部） 

消防署の平成10年登録である化学車をはじめ、耐用年数を大幅に超えた車両の年次計

画による更新を進めます。 

化学消防自動車や資機材搬送車の整備を年次計画に基づき進めることで、消防力の充

実を図ります。 

 

（2）非常備消防の充実（消防本部） 

機動力を有する車両の導入等で、消防力を維持しながらも消防団員の適正配置を含ん

だ消防団機構改革の検討を進め、中期的な整備計画をまとめ実行します。 

少子高齢化等の影響で消防団員の減少が予想されており、こうした状況下においても

地域の防災力を維持していくため、消防団各分団の組織再編と機動力を備えた車両の導

入や消防車両の適正配備を行う「消防団機構改革」の検討を進めて実行します。 

 

（3）救急・救助体制の向上（消防本部） 

高度な知識・技術を備えた救急救命士の救急車搭乗率向上による病院前救護体制の充

実を目指し、救急救命士の計画的な養成及び継続教育による知識と技術の向上を図りま

す。 

応急手当講習会を開催し、応急手当の普及促進を図ることで地域における自助・共助

力を高めます。 

 

 

（4）消防施設の整備促進（消防本部） 

ドクターヘリ等にも対応できるヘリポート併設及び災害時の拠点となる消防庁舎建

設の検討を促進します。 

災害時の拠点となる消防庁舎は各所に老朽化が見られるほか、狭隘となっている車庫、

ドクターヘリ等に対応したヘリポートの未設置など課題を抱えており、国・県で推進す

る小規模消防の広域合併の動きを注視しながら、消防庁舎の整備の検討も進めます。 
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4-5-3 交通・生活安全対策の強化 

【基本方針】 

交通事故防止等の徹底を図るため、交通安全意識の普及・啓発体制の充実を図ります。 

また、安心して生活できるまちづくりを進めるため、警察等との連携を図っていきます。

消費者が主体的に判断し行動する意識を育むため、消費者教育の充実や積極的な情報提供に

努めます。さらに、消費者トラブルを公正かつ円滑に解決するため、関係機関との連携を図

りながら、相談業務の充実・強化に努め、安全で快適な消費生活の実現を目指します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成28年度に策定した第10次市交通安全計画（5か年）に基づき事業に取り組んでいます、

交通安全に関する施策を推進しました。 

○平成27年度にメンテナンス付リース事業による市内全域の防犯灯（2,300灯）のLED化を実

施しました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○交通安全運動での啓発活動の実施により、交通事故発生件数は横ばいから減少傾向にあり

ます。 

○新規の防犯街路灯設置について、地区の方の意見・要望を聞き取りながら設置補助を進め

ています。 

○平成23年度から消費生活相談員を配置し、相談業務や出前講座等による啓発活動を実施し

ています。相談件数は年60件前後で推移しています。 

 

（課題と展望） 

○平成25年度より、高齢者の免許証自主返納支援事業を実施しており、返納者は毎年増加傾

向にあります。 

○防犯街路灯について、令和7年度でリースが終了し、その後は地区等へ移管するため、維

持管理について地区の維持管理負担が増える見込みです。 

  

130



【具体的施策】 

（1）交通安全対策の推進（市民環境課） 

市民の交通安全に対する意識の向上を図るため、交通安全教室や交通安全県民運動等

での啓発を行い、意識の向上を活動に警察や各種団体と連携し取り組んでいきます。 

高齢者免許証自主返納支援事業を引き続き実施し、高齢者の運転による交通事故防止

に対する意識の醸成を図っていきます。 

 

（2）交通安全施設の整備（市民環境課） 

各地区や学校から要望があるカーブミラーや横断歩道等の新規設置については、警察

などの関係機関と連携を図り優先箇所から設置整備していきます。 

 

（3）防犯対策の充実（市民環境課） 

警察と連携し青色パトロールや各季地域安全運動での啓発活動を実施していきます。

新規の防犯街路灯設置については、引き続き地区の方の意見・要望を聞き取りながら

設置補助を進めていきます。 

 

（4）消費生活対策の強化（市民環境課） 

消費生活相談の内容はが幅広くなっておりいるため、消費生活相談員の配置を継続す

るとともに、引き続き国民生活センターや県消費生活センターと連携を図り、消費相

談・苦情相談へ迅速に対応し被害防止を強化していきます。ひとり暮らしや高齢者世帯

の方を見守る方（社会福祉協議会など）と連携を図り、早期解決やその後の見守りにつ

なげていきます。 
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5-1-1 地域コミュニティ活動の推進 

【基本方針】 

各地域の特色を生かし住民が主体となったまちづくりは、希薄化しつつある地域コミュニ

ティ力の向上を図るためには重要です。 

市民が自ら自分の住む地域を考え活動し、次世代につなぐ自立した地域コミュニティ活動

を推進するため地域と連携しながら引き続き支援していきます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○各地域のまちづくり協議会へ地域活動交付金を一括交付したことで、各地域で安定したま

ちづくりの活動支援が図られました。 

○村山戸沢まちづくり協議会、下宿自治会、湯野沢伝統芸能保存会へコミュニティ活動に必

要な備品等を整備し、地域コミュニティ活動の充実及び活性化を図りました。 

○袖崎地域市民センター及び大久保地域市民センターの屋根修繕や冨本地域市民センター

の屋根塗替え、フェンスの改修など、老朽化する市民センターの改修を順次行いました。 

○自治公民館のバリアフリー化改修において補助事業を活用しやすいよう自治公民館整備

費補助金交付規定の見直しを行い、補助事業費基準額の引き下げを行いました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○各地域まちづくり協議会や地域専門員と定期的に意見を交換し連携を図りながら地域活

動の支援を行っています。 

○自治公民館での生涯学習設備購入に対して、自治公民館生涯学習設備費補助金を交付し地

域活動拠点となる自治公民館へ設備（備品等）整備の支援を行っています。 

 

（課題と展望） 

○より地域の特色を生かしたまちづくりを推進するために、地域の中からまちづくりを担う

人材の育成が重要です。 

○まだ耐震化されていない市民センターの早急な対策が必要です。 

○避難場所に指定されている自治公民館も多く、バリアフリー化、耐震化を推進することが

必要です。 
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【具体的施策】 

（1）地域コミュニティ活動の支援（政策推進課） 

  各地域の特色を生かし自立したコミュニティ活動ができるよう、引続き各地域まちづく

り協議会と連携しによる多様な活動を支援していきます。 

また、まちづくりを担う地域内の人材の発掘及び育成を引き続き行い、時代の変化によ

る地域ごとの多様なニーズを把握し対応できる組織づくりなど、コミュニティ活動の多様

な展開を検討します。 

 

各地域が特色を生かし、自立したコミュニティ活動を推進するため、各地域のまちづく

り協議会を中心とした多様な活動について支援します。また、将来にわたって持続可能な

コミュニティのあり方をふくめ、地域コミュニティの活性化に向けた支援を検討します。 

 

 

 

（2）地域活動拠点施設の整備（政策推進課、生涯学習課） 

  地域活動の拠点となる市民センターを安全・安心に利用できるよう計画的な整備に努め

ます。また、自治公民館についても住民の自主的かつ良好なコミュニティ力の維持向上

の一助となるよう施設及び設備や備品等の整備を支援します。 
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5-1-2 多様な市民活動の支援 

【基本方針】 

市民主体のまちづくりを推進するには、だれもが参画でき創造できる仕組みをつくること

が重要となります。市民ボランティアやＮＰＯNPO法人などの公益活動団体の相互交流やネ

ットワークの構築を積極的に行い、行政との協働体制を築いていきます。 

また、各種講座の開催や広報を通じ市民活動に対する情報共有を図り、意識の高揚と人材

育成を促進します。市民の主体的な活動をサポートする拠点づくりを進め、情報の提供など

支援を進めます。市民公益活動の支援機能を持つＮＰＯNPO法人などの支援団体を育成する

とともに、市民公益活動団体への積極的な事業委託や事業発注の機会拡大を促進します。 

 

【前期基本計画の成果】 

○甑葉プラザの「にぎわいのまちづくり業務」をＮＰＯNPO法人甑葉プラザネットに委託し、

近年では、アニバーラリー＆キャンドルナイトをはじめ、んまいもんまつりや甑葉冬の

Game Festivalなどを開催し、賑わい創出を実施してきました。 

○甑葉プラザはこれまでの事業実施の成果として、平成30年には来館者200万人を達成しま

した。 

○各地域市民センターでは、住民のさまざまなサークル活動や発表の場を提供し支援してき

ました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○甑葉プラザでは、ゴールデンウィークをはじめとする祝日や連休時における事業が企画・

開催されないため、開館当初の「賑わいの創出」による賑わいの波及効果や集客イメージ

が薄れています。 

〇甑葉プラザは、市内外の住民から広く利用される施設であり、快適な施設利用のための維

持管理を行ってきました。しかし、貸館施設としての利用状況は、特に夕方以降が少なく、

早い時間に閉館する場合が増えています。 

 

（課題と展望） 

〇賑わいの創出には貸館利用の増加も含まれることを理解し、さまざまな企業・団体等へア

ピールすることが利用拡大の課題です。 

〇地域市民センターは利用者のニーズを満たしていますが、今後も利用しやすい身近な施設
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として維持していく必要がります。 

 

【具体的施策】 

（1）市民活動の育成・支援（政策推進課） 

市民ボランティア団体やＮＰＯNPO法人などの公益活動団体の育成・支援を推進してい

きます。また、市民公益活動団体に事業委託を行い、賑わい創出と中心市街地活性化、

交流人口拡大のための事業を推進していきます。 

 

（2）市民活動の拠点づくり（政策推進課） 

甑葉プラザは「交流と学習による賑わいの創造」をテーマにしたまちづくりの拠点として、地域間

交流や世代間交流を推進するための事業を展開しながら、その機能を担う体制づくりを行いま

す。 

地域活動の拠点となる各地域市民センターが担う市民活動の支援機能を引き続き強化してい

きます。 
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5-1-3 情報の発信と市民参画の推進 

【基本方針】 

協働のまちづくりを進めるには、市民の参画と情報の公開が大切になります。行財政に関

する情報を積極的に提供し、市民の市政に対する関心と参加意識を高めて、より多くの声に

耳を傾けながら政策形成に反映しています。 

市報やホームページは、これからも市民の知りたい情報、お知らせしたい情報を提供する

ため、見直しをしながら内容の充実に努めていきます。また、職員出前講座の推進など市民

との直接対話も推進していきます。 

男女が職場や家庭、地域においてお互いに尊重し合い、共同し活動することは少子化対策

や地域の活性化にもつながるものであり、「男女共同参画のまち宣言」を尊重した施策に取

り組みます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○平成25年からフェイスブック、平成17年からメールマガジンを開始し、フォロワー数が

年々増加し双方向性を活かしたコミュニケーションづくりを進めてきました。 

〇平成30年から村山市のホームページを英語、中国語、韓国語で閲覧できるようになり、市

内在住の外国人にも市の情報が伝えられるようになりました。 

〇平成25年度から市報の紙面構成を２度変更し、より親しみやすく読みやすい市報づくりを

行ってきました。 

〇平成26年から市長と語ろう「ふれあいトーク」を実施し、市長が町内会等に出向き直接市

民との対話を行うことにより広く市民の市政への参加を進めてきました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○上記以外の各種計画でもその内容・位置付けによって、パブリックコメントを実施してい

ますが、意見なしの場合も多く、制度の形骸化が懸念されます。 

○ＤＶDV防止や地域活動や就業面における女性が活躍できる環境づくりが必要であり、かつ

市民の意識の啓発が必要です。 

○平成27年度施行の女性活躍推進法に基づく村山市特定事業主行動計画を定めました。後継

の計画を平成31年4月に策定し女性管理職の登用を推進しています。 

 

（課題と展望） 
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○市民ニーズを捉えた計画策定につなげるため、意見提出につながるきっかけづくりなどを

検討する必要があります。 

○ホームページや市報を見る習慣をつけるための啓発やホームページの更新の徹底、見やす

さの改善が必要です。 

○常時タイムリーに正確な情報を提供し、より見やすくわかりやすい市報、より見やすく検

索しやすいホームページづくりに取り組んでいくことが重要です。 

○女性活躍推進法、ＤＶDV防止法の要素を盛り込みながら社会的情勢にマッチした次期男女

共同参画基本計画を策定し市民の意識の啓発を図っていきます。 

 

【具体的施策】 

（１）市政への市民参画の推進（政策推進課） 

各種計画策定に当たっては、世代や地域バランス等を考慮した審議会体制を検討する

とともにパブリックコメントを引き続き実施し制度の運用により、市政への市民参画を

推進していきます。審議会を公開とし、その開催を事前にホームページや市報に掲載す

るなどして市民参画につとめていきます。 

 

（２）分かりやすい情報の発信（総務課） 

市報「市民の友」の見やすい誌面づくり、分かりやすいホームページづくりにより市

民への広報活動を充実していきます。またＳＮＳSNSが持つ情報の双方向性を活かした

コミュニケーションづくりを進め、利用者の拡大を図っていきます。災害や緊急時の情

報は、収集を一元化し、的確で早い迅速な情報の提供を行います。 

 

（３）男女共同参画の実現（政策推進課） 

第2次村山市男女共同参画推進計画に基づき、家庭・職場・地域・家庭などあらゆる

分野での女性の社会参加を促進します。また働き方改革によるワークライフバランスの

実現に向けた取組みなどを推進します。家庭でのドメスティックバイオレンスや職場で

のセクシュアルハラスメント等の防止に向けた取組みを行っていきます。 
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5-2-1 市民に開かれた健全な行財政運営 

 

【基本方針】 

人口減少や社会情勢の変化に柔軟に対応した行政サービスの提供と地方創生の実現のた

め、あらゆる角度から財源の確保に努め、財政基盤を強化し、村山市らしい、村山市に適し

た効率的で健全な行財政運営に取組みます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○新地方公会計制度の導入を行い、固定資産台帳を整備し、平成28年度決算分から財務諸表

の作成を行っています。 

○公共施設等総合管理計画を策定し、耐震化状況や利用状況などの現状把握、人口・財政の

見通しに基づき、公共施設の総合的な管理・運営の指針を示しました。 

○ふるさと納税寄付額が税制の優遇やポータルサイトの充実により伸び、自主財源の確保に

つながっています。 

○市役所情報公開室による情報公開のほか市報や市ホームページなどを活用し、行財政情報

の積極的公開に取り組んできました。インターネット議会中継については、平成30年9月

議会からスマートフォンやタブレット端末でも閲覧できるように改善を行ないました。 

○「村山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」及び「村山市人口ビジョン」を策定し各施策

に取り組んできました。 

○県と北村山地域の市町で国道48・347号を活用した仙台圏からの周遊観光推進に関する連

携事業「仙台となり村」を開始し、広報媒体を活用した情報発信を行いました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○行財政情報の公開について、市報を補完する形でホームページの活用が求められています

が、情報が公開されていないもの、情報の更新が徹底されていないものがあります。 

○交付金を活用し、定住・移住促進事業等を推進してきましたが、これまでの効果を検証し

ながら引き続き人口減少対策等に取り組む必要があります。 

○消防広域化推進については、支援措置の期間が令和6年度まで延長されていますが、平成

31年2月に県主催の意見交換会以後、特段の動きはありません。 

 

（課題と展望） 

○新地方公会計制度について、固定資産台帳の更新と決算の財務諸表の作成における正確性
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を担保する仕組みが弱く、財政施策への活用が困難です。 

○公共施設の老朽度合いや人口減少、維持管理・更新費用などを考慮した施設類型ごとの個

別計画を策定する必要があります。 

○ふるさと納税については魅力ある返礼品を確保し寄付額の確保をはかる必要があります。 

○村山地域6市6町による山形連携中枢都市圏構想において、各分野連携して効率的な行政運

営を図ります。 

 

【具体的施策】 

（1）行財政改革の推進（政策推進課、総務課・財政課） 

限られた予算で最大の効果を発揮するため、事務事業の見直し・改善や行財政改革のフ

ォローアップに取り組みます。住民サービスの向上やコスト削減を図るため業務改革（BPR）

に取り組み、AI、RPAの導入やPPP、PFIの導入について検討し持続可能な自治体運営を行

います。 

   

(2) 多様な財源の確保（政策推進課、財政課・税務課） 

  市税の公平公正な課税と納税体制を強化するとともに、ふるさと納税について制度の

動向を踏まえ、市の魅力を効果的に発信し拡充します。また、市有施設等への新たな広

告枠の創出やネーミングライツの導入に取り組みます。 

 

(3)公共施設の適正化（政策推進課、財政課） 

公共施設等総合管理計画の基本方針や実施方針、今後の施設ごとの方向性を踏まえ、長

寿命化、集約化や除却等を推進し市全体の総量管理と最適化を図ります。 

 

（4）行財政情報に係る透明性の確保（総務課・財政課、議会事務局） 

市報やホームページによる行財政情報の積極的な情報公開に取り組みます。新地方公会

計制度に基づく財務諸表を作成し、わかりやすい財政状況の公開と財政施策へのデータ活

用について検討します。 

 

（5）次期地方版総合戦略の策定及び取組み（政策推進課） 

現行の総合戦略の基本方針を踏まえながら、地方へのひと・資金の流れを強化する、新しい時代

の流れを力にする、人材を育て活かす、民間と協同する、誰もが活躍できる地域社会をつくる、といっ

た新しい視点を取り入れ、本市の実情を踏まえながら、令和元年度中に次期総合戦略を策定し施

策を行っていきます。（計画期間：令和２2年度～６6年度） 
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（6）広域的な連携の推進（政策推進課、市民環境課・保健課・商工観光課・建設課・水道

課・消防本部） 

急速に進む人口減少を背景に効率的な行財政運営をするため、山形連携中枢都市圏へ参

画し、各種行政サービスでの連携に取り組みます。既存の広域的な連携についても継続し

て取組み、消防業務及び水道事業の広域化について今後も検討を続けていきます。 
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5-2-2 行政サービスの向上と人材育成 

【基本方針】 

 市民との協働や市民が求める行政サービスの実現には、市民のニーズを的確に把握し、そ

れを実行できる人材の育成が大切です。また、地方自治体も競争の時代を迎えている今、地

方創生をはじめ様々な行政分野において柔軟な発想による企画立案能力が益々重要となっ

ています。時代の変化や動向を的確に捉えながら、政策提案制度も実施していきます。 

 インターネットやスマートフォンなど、情報通信技術や情報端末機器は日進月歩で進化し

ています。情報デジタル化については、市民の利便性向上と行政効率化を図りつつ、個人情

報の保護に配慮しながら、国の施策と連携し積極的に推進していきます。 

 

【前期基本計画の成果】 

○新規採用職員研修の内容を拡充し、市職員としての実務のほかに、市の観光資源の体験や

庁舎外施設での実習など、村山市をより深く学べる、体験できる研修としています。 

〇若手職員を中心に政策立案向上プロジェクトを実施し、柔軟なアイデアを具体的な事業と

して市長に提案を行っており、企画立案やプレゼンテーション能力の向上に資する取組と

なっています。 

○庁内ネットワークの強靭化及び山形県・市町村セキュリティクラウドへの参加により、情

報セキュリティの技術的対策を強化しました。 

○公衆無線LANサービスエリアの拡大、コンビニ納付・クレジットカード納付の導入、電子

申請対応業務の拡大など、ICTを活用した行政サービスの向上を図りました。 

 

【現状と課題】 

（現状） 

○職員研修の充実のため、さまざまな研修を受講できる機会をつくっています。 

○市役所の業務システムにおいては、仮想化基盤を活用し、システム関連の経費の削減に努

めています。 

 

（課題と展望） 

○自己研鑽研修の受講者が、毎年減少傾向にあるので、受講しやすい制度づくり、職場環境

づくりを引き続き行っていきます。 

○新規採用職員研修の内容について、座学形式と、体験形式のものとバランス良く実施して

いきます。 
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○政策立案プロジェクトを実務に結びつけて行政サービスの向上を図る必要があります。ま

た、政策立案能力を身に付けた職員が提案しやすい体制づくりが必要です。 

○ICTの活用は行政の効率化や経費の削減が期待され、行財政改革の中でも重要な役割が求

められています。ICTを活用し、最小の経費で最大の効果を目指した事務処理を行ってい

く必要があります。 

〇マイナンバーカードを使用した電子申請サービスを母子保健業務で開始しましたが、他の

業務においても拡大していく必要があります。 

〇災害発生時等における業務継続の確保及び行政運営の効率化のために自治体クラウドの

導入や災害に強いシステム基盤の利用について検討を進めていく必要があります。 

○老朽化している機器があるため、安定した行政運営をするためにも情報インフラの定期的

な更新が必要です。 

○庁内ネットワークの強靭化により、一定の水準まで情報セキュリティを強化できたが、サ

イバー攻撃は技術の進歩とともに年々、複雑・巧妙化しており、時代に合わせたセキュリ

ティ対策が求められています。 

 

【具体的施策】 

（1）人材育成の推進（総務課） 

人事評価制度を実施し、職員一人ひとりが自ら資質向上と意識改革できる人材育成を

推進していきます。また、自己啓発研修に参加できる動機づけや参加しやすい職場環境

づくりを推進していきます。 

 

（2）政策提案の推進（総務課） 

政策立案プロジェクトを今後も実施し、職員の政策立案能力を高め市民満足度の高い

政策の実現を目指します。 

 

（3）情報デジタル化の推進（総務課） 

ICTを活用した市役所業務の電子化やシステム化を進め、効率的な行政サービスの向上

を目指します。また、サイバー攻撃や災害発生時等における業務継続の確保及び市民に

対して適切かつ迅速なサービスが提供できるよう情報セキュリティを確保し、安定した

情報システムの稼働を目指します。 
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